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　2017年４月よりスタッフ・ディベロップメント（SD）の義務化も始まり、大学が提供する
教育の質保証をめぐって、ますます組織的な取り組みが求められるようになってきています。
周知の通り、本学ではFDを「『自由と進歩』の建学の精神に基づく教育理念と教育目標を達成
するためになされる、教育及び学びの質の向上を目的とした教員・職員・学生による組織的・
継続的な取組み」と定義しています。このように、われわれはSDの義務化に先駆けて、学生
と教職員が一体となった組織的な取り組みをこれまでも続けてきています。

　教育の質を改善するにあたっては、一人ひとりの教員が自身の授業や教育内容・手法を振り
返って改善していくことは言うまでもありません。しかし、組織に埋もれがちな個々の取り
組みや知見を集約・共有することで、より効果的・効率的に授業改善を行えることも事実で
しょう。教育開発支援機構FD推進センターでは、そうした組織的な授業改善活動を支援すべ
く様々な取り組みを行っています。本紀要もその一つであり、本学における最新の教育研究お
よびFD活動の成果をまとめた情報共有のツールとして位置づけられるものです。

　第八号では、口述試験のあり方をめぐるフランスの事例に関する研究ノートを１件、2016
年度にFD推進センターが開催した第５回新任教員FDセミナー「私の授業の工夫」、第16回FD
ワークショップ「教学マネジメントが担う大学職員の可能性―大学職員の持つべき資質、技能、
能力は何か―」、第17回FDワークショップ「学生、職員、教員の協同による『大学教育』への
取組み」、第13回FDシンポジウム「グローバル化とオンライン教育について考える」、その他、
FD推進センターの活動報告を掲載しています。

　今回も授業や教育の質を改善していくためのヒントや事例が溢れていますので、ぜひご一読、
ご活用ください。本紀要が皆様の授業改善、さらには教授会を始めとする各教学単位でのFD
活動の活性化に資することはもちろんですが、FD活動の促進に資するリソースの一つと
して皆様の間で共有され、今後の活発な議論や取り組みのきっかけとなること、さらには
それらFD活動の成果を次号以降で紹介できることを切に願っています。

『法政大学教育研究』第八号発刊にあたり
法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センター長　竹口　圭輔

巻頭言
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フランスのバカロレア（国語）に見る口述試験実施の
あり方について

近江屋　志穂（法学部教授）

キーワード
大学入試、口述試験、バカロレア

要旨
　大学入試改革に向けて議論が進む中、日本の教育現場の参考とすべく、フランスのバカロレア
に注目し、国語の口述試験と高校教員の学習指導内容について詳しく述べる。試験は課題文の
分析と試験官との質疑応答で構成されており、受験者への要求水準は高い。そして受験者全員が
同一条件の下に同一課題に取り組むという体制ではないにもかかわらず、受験者・採点者双方で
評価の公平性が了解されている。

研究ノート

Ⅰ.はじめに

１）バカロレア概要
　フランスのバカロレアは国家試験であり、

「大学入学資格試験」と訳される。その名の通
り、大学に入学するために必要な資格である。
全国一斉に実施されるという意味では日本の

「センター試験」と似ているが、その性質は大
きく異なる。
　まず、この試験に合格すると、基本的にどこ
の大学にも入学することができる。この他に各
大学が「二次試験」を行うわけではない。また、
この試験は大学入学資格の付与だけでなく、中
等教育修了（高等学校卒業レベル）の認定を兼
ねる。バカロレアは履歴書に記すことのできる
国家資格の一つであるとともに、高等学校まで
の学習事項の総括という役割をもつのである。
合格者全員が大学に進学するとは限らず、高校
卒業後ただちに社会人となる者もいる1。
　また、センター試験を含めた日本の大学入試
が大学主導で実施されるのに対し、バカロレア
は高校が主体となる。試験会場は主に高校校舎
であり2、責任者は高校長、試験監督や採点者
や試験官は現役の高校教員である。

２）本論目的
　このように、バカロレアは日本の大学入試と
完全に一致するわけではない。しかし大学入学
に必要な試験であるという点は同じであり、そ
の意味で日本の教育関係者にとって大いに参考
になる。とりわけ強調したいのは、この試験が
全問記述式であるということ、教科によっては
口述試験も課されるということである。採点・
評価はコンピューターによって処理されるので
はなく、採点者もしくは試験官が手作業で行う。
2016年６月のバカロレアでは、70万人あまりの
受験者の答案採点および面接を、17万人の採点
者・試験官が担当した3。
　日本の大学入試における記述式問題導入や
口述試験実施に向けて議論が交わされている
現在、とりわけ採点の公平性の問題を考える
上で、フランスのバカロレアは注目に値する。
バカロレアは200年以上の歴史をもつ試験制度
である。フランスとはコンテクストが全く異
なる日本で同じような試験を実施するのは困
難であり、たとえ可能であったとしても有意
義であるかどうかさえ未知である。本論の目
的はそのような議論をすることではなく、まず
は関係者の関心を喚起することである。それに
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よって公平性への懸念から根本的な入試改革
に至らない現在の状況の改善につなげられれ
ばと思う。そのために、実際の試験内容を具
体的に紹介したい。
　とは言え全科目を扱うことは筆者の能力を
超えるため、筆者の専門に近い国語 4 のみ取
り上げる。国語の試験は筆記と口述で構成さ
れる。筆記は４時間で２種類の論述文を作成
するというものである。そのうち一つは必修
であり、もう一つは３種類の問題からの選択
課題である。つまり筆記の問題は合計４種類
にのぼる。その全てについて詳しく語るのは
紙面の都合上不可能である。そこで国語の全
問題の中から口述試験のみ取り上げる。口述
試験に焦点を当てるもう一つの理由は、一般
に筆記試験よりも一層評価の公平性が問題に
なるからである。それがフランスでは一体ど
う捉えられているのかについて、日本の多く
の教育関係者は関心があるのではないか。し
かもバカロレアの口述は筆記と同じ配点（そ
れぞれ 20 点満点 5 ）であり、決して「参考程
度」に評価されるわけではない。もちろん「人
物考査」、「モティベーション」審査の機会な
どではない。

３）本論内容
　口述試験は二段階にわたって行われる。ここ
では初めに口述試験第１部の課題について、次
に第２部の課題について、その内容を具体的に
述べる。その後口述試験実施の背景を解説する。
すなわち受験に向けた高校教員の指導内容と
受験者の学習内容、そして試験官の役割を説明
する。

Ⅱ. 口述試験第１部

　口述試験第１部は「発表」であり、その主
な内容は試験官が指定した課題文の「分析
的読解」である。試験時間は 10 分間であり、
30分の準備時間が与えられる。配点は 10 点
である。

１）試験の流れ
　受験者はまず、高校２年次6の学習テクスト
と授業活動が記載された「作品・活動リスト」
を試験官に渡す（詳細は第 IV 章）。試験官は
その中から口述試験の課題文を選ぶ。課題文の
長さは半ページから１ページ半である。戯曲の
場合は２ページに及ぶこともある。
　次に、試験官から課題文についての問が渡さ
れる。受験者は準備室に移動し、その問に答え
るべく発表を準備する。準備室に持ち込むこと
ができるのは、課題文、問題文、筆記用具、下
書用紙、「作品・活動リスト」である。事前に
書き込みをしたノートやテクストの類は持ち込
み禁止である。書き込みの有無は試験官が確認
する。
　10 分間の発表の構成は、課題文およびその
作者の紹介／課題文の音読／発表の章立てと内
容の予告／課題文の解釈（分析的読解）である。
ところで 30分の準備時間内に発表内容をすべ
て紙に記すことは難しい。第一メモしたことを
読み上げるのでは「発表」にならず、減点の対
象となる。そこで通常は序論と結論、およびプ
ランだけ書いておき、引用箇所については課題
文の用紙に印をつけておく。そして発表中はプ
ランと課題文を見ながら話すようにする。

２）面接映像
　より具体的に面接の場面をイメージできるよ
う、試験の流れを映像で確認する。もっとも実
際の試験の撮影や録音は禁止されているため、

（答案用紙が残る筆記試験とは異なり）口述試
験の記録は存在しない。そこで教科書会社が作
成した web 教材上7のシミュレーション映像に
依拠する。これは試験内容を生徒に理解させる
ために現場の教員が用いる教材の一つである。
映像中の試験官役は現役の高校教員であり、最
後に講評も述べている。
　初めに課題文に指定されたテクストを引用す
る。課題文はラ・フォンテーヌの『寓話』の

「ライオン王の妃の葬儀」である。
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資料１．口述試験課題文例

ライオン王の妃の葬儀8

ライオン王の妃がおかくれになった。
ただちにだれもかれもがかけつけて、
さらに悲しみをそそる
型どおりの慰めのことばを
国王に言上する務めを果たした。
王は、これこれの日に、これこれの場所で
葬儀がとりおこなわれる旨を
領国に告知させた。さらに、奉行らがそのとき
儀式の進行をつかさどり、
会葬者の席を定めるであろう、と。
だれもかれも参列したにちがいないことは、考えてもみられよ。
王はわれを忘れて号泣し、
ために洞窟は轟音を立てた。
ライオンにはそれと別の神殿はない。
かれにならって宮廷に伺候する方がたが
そのお国なまりで吼えたてるのが聞こえた。
わたしは宮廷を定義する、そこでは人々が
悲しみ、喜び、なんでもする用意をととのえ、なんでもかまわずに、
王の気にいるようにする、もしそれができなければ、
とにかくそう見せかけるように努力する、そういう国のことである、と。
カメレオン国民、主人の猿まねをする国民、
ひとつの精神が千の肉体を動かしているともいえよう。
そこでこそ人々はたんなる機械になっている。
わたしたちの話にもどることにすれば、
シカは涙を流さなかった。どうして涙なんか流せたろう。
王妃の死はかれの仇をうってくれたのだ。王妃はかつて
かれの妻と息子を殺していた。
とにかく、かれは涙を流さなかった。あるへつらい者がそれを言いつけにいって、
シカが笑っているのを見たとさえ証言した。
王者の怒りは、ソロモンが言っているように、
恐るべきもの。ライオン王の怒りはとりわけ。
しかし、そのシカは書物を読む習慣をもっていなかった。
王はかれにむかって言った。「森のつまらぬ住民よ、
おまえは笑っている、みんなとともに嘆き悲しむことをしない。
われらはおまえのけがらわしいからだに、われらの
神聖な爪をもちいはしない。来たれ、オオカミよ、
王妃の復讐をせよ。みなの者、この裏切り者を
王妃の尊い霊に捧げよ。」
そのときシカは答えた。「陛下、涙を流すべきときは
過ぎ去ったのでございます。悲しむことはいまは無用でございます。
あなたさまにふさわしいお妃は、花のあいだにおん身を横たえ、
ついこの先で、わたくしの目にお姿を現わされました。
わたくしにはすぐにお妃さまとわかったのでございます。
友よ、とお妃さまはおっしゃいました、わたしは神々の住居へ行くのです。
ですからおまえは、このたびの葬儀で涙を流すようなことをしなくともよい。
極楽浄土でわたしはさまざまな楽しみを味わいました、
わたしと同じように清らかな方がたと語り合って。
しばらくのあいだ国王の深い悲しみをそっとしておきなさい。
わたしにはそれがうれしいのです。」これを聞くと、たちまち
みんなは叫んだ、奇跡だ、王妃は神になったのだ、と。
シカは、罰せられるどころではなく、褒美を頂戴した。
夢みたいなことで王さまたちを喜ばせるがいい。
かれらのごきげんをとり、うれしいうそを聞かせるがいい。
どんな烈しい憤りを心に感じていても、
彼らは餌を呑みこんで、あなたがたはかれらの友人ということになる。
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　ここまでが分析的読解の前半であり、およそ
５分間経過している。映像では後半の「風刺的

側面」の展開は省略されている。

資料２．口述試験第１部シミュレーション

試験官－受験票、身分証明書、作品・活動リストを出して下さい。そしてこちらにサインして下さい。
【受験者が書類にサインする間、試験官は作品・活動リストに目を通す。】

それではラ・フォンテーヌの『寓話』の「ライオン王の妃の葬儀 」を分析的読解の課題とします。「学
習テーマ」の「人間の問題（と論述）」に属するテクストです。問は「この寓話の演劇的活気とその風
刺的側面を考察しなさい」です。問の意味は分かりましたか。

受験者１－はい。「風刺的に」とは「揶揄しながら批判する」という意味ですか。

試験官－その通りです。それでは筆記用具、質問文、書き込みのないテクストを持って、あちらの部屋
で準備して下さい。準備時間は30分です。

【ここまで１分40秒経過】

　【30 分経過後、試験官が準備室に受験者を迎えに行く。】
試験官－時間です。こちらの部屋に移動して下さい。発表時間は 10 分です。

　【受験者が試験官とともに準備室から面接室へ移動する。】
試験官－では始めて下さい。
受験者１－はい。
　17世紀は演劇とモラリストの時代です。明晰な精神をもち、学識のあったラ・フォンテーヌは、寓話
を作品創造のジャンルに選びました。寓話はそれまでマイナーなジャンルと見なされてきましたが、ラ・
フォンテーヌはそれを流行させました。彼は人間の行動の特徴、長所、欠点を研究し、社会と権力を観
察します。「ライオン王の妃の葬儀 」の中では、雌ライオンの葬式の物語を通して、ルイ14世時代の宮
廷生活を批判しています。尚、「ライオン王の妃の葬儀 」は『寓話』の第二巻に収められています。

【ここまで 50 秒経過】
　ではテクストを読みます。
　【受験者の課題文音読：映像では省略（音読にかかる時間は１～２分と想定される）】

問は「この寓話の演劇的活気とその風刺的側面を考察しなさい」でした。初めにこの生き生きとした
物語がどのような点で短い演劇に似ているのかということを説明します。次に、この物語にはラ・フォ
ンテーヌの明晰な風刺が利いていることを示します。

この寓話は長い物語であり、二部に分かれています。第一部は葬儀に関してであり、１行目から16行
目までです。第二部は24行目から51行目までのシカの物語です。第一部と第二部の間の17行目から23行
目に幕間のようなものがあり、ラ・フォンテーヌが宮廷についてコメントをしています。

また、この寓話にはサスペンスとどんでん返しが見られます。不穏分子は「涙を流さなかった」シカ
です。この文章は二度繰り返されます。そしてこの否定文は、否定文が存在しないテクスト冒頭と対立
します。それはシカの態度が尋常でないことを示しますから、不穏分子なのです。

サスペンスの一つはライオンの脅しです。ライオンはシカを生贄にするようオオカミたちに命じます。
そして状況の逆転、つまりどんでん返しがあります。最終的にシカはこの危機的状況を脱することがで
きます。そして皆が「奇跡だ、王妃は神になったのだ。」と叫びます。シカの物語の最終行では、シカは
罰せられるどころか褒美を与えられます。つまり起こり得たことと、実際には起こらなかったこととの
対立があります。

さらに、演劇のように様々な登場人物がおり、しばしば詩行の初めあるいは終わりに登場します。そ
の特徴を強調するためです。まず主要登場人物のライオンとシカがいます。それからより補助的な役を
演じるライオン王の妃、へつらい者。そして端役の奉行、宮廷に伺候する方がた、オオカミ。演劇のよ
うに、これら様々な登場人物は言葉を発します。初めにライオンが命令します（「奉行らがそのとき儀式
の進行をつかさどり」。）それから「われを忘れて号泣し」ます。演劇的な特徴です。そして「宮廷に伺
候する方がたがそのお国なまりで吼えたて」、「へつらい者が言いつけ」ます。そして再度ライオンが発
言し、シカが発言し、シカの言葉の中にライオン王の妃の言葉が挿入され、最後に皆が叫びます。

こうしたことからこの寓話が演劇に似ていると言うことができるのです。
【ここまで２分30秒経過】

　この課題文についての問は「この寓話の演劇
的活気とその風刺的側面を考察しなさい」である。

　以下枠内にシミュレーション映像の内容を翻
訳する。（【　】内の語句は筆者による。）
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３）講評
　続いて試験官の講評を紹介する。

資料３．口述試験第１部シミュレーションに関する試験官の講評

まず、序論（導入部）が良かったです。決まった手順に従っており、適切な内容でした。問と関連付
けられており、課題文が収められている作品、次いで課題文を紹介していました。内容は正確で簡潔で
した。

次に音読が良くできていました。間違いなく加点の対象となります。音読が良くできるということは、
内容を良く理解しているということを示すからです。この後優れた分析を行うことが予想できます。

さらに問の内容を良く理解していました。授業で習ったテクスト分析を暗唱するのではなく、問に沿っ
て分析的読解を行い、問の中にあった言葉を用いていました。また、第一部を展開させる際、単なるパ
ラフレーズに陥ることなく、パラグラフを使って上手に分析を構成していました。そして何かを主張す
るときは必ずテクストに基づいていました。つまり主張のための証拠を示しており、それらの証拠を手
短ながら適切に説明し、特徴づけ、解釈していました。

最後に、これは口述試験で大事なことですが、彼の身なりはきちんとしており、にこやかな様子であ
り、私の目を見て話していました。試験官の顔はちゃんと見なければなりません。そして私を説得した
いという印象を与えていました。後半もこの調子で続ければ高得点が望めると思います。

４）分析的読解9

口述試験第１部の課題は冒頭から度々言及し
てきた「分析的読解」である。そのメソッドに
ついては別の論文で紹介している10ため、ここ
では簡単に述べるだけにとどめる。すなわち分
析的読解とは課題文を分析し、決まった手順に
従って自分の解釈を表現することである11。分析
的読解には問が伴い、その問に基づいて「課題
文の正確な観察に基づいた解釈」を行うことが
求められる12。問の内容は、「学習テーマ」（第
IV章参照）の枠内における、ジャンル、テーマ、
文体に関してなど、課題文の主な特徴について
である。解釈は二部か三部にまとめ、序論と結
論を加える13。準備時間内にどうしても章立て
が思いつかなければ、課題文の文章を一文ずつ
順番に解説していく「線的読解」という方法が
残されているが、得点は低くなる。最も重要な
ことは、発表の内容が「常にテクストに基づい
ている」ことである。ただし「単に引用を並べ
るだけ」であってはならない14。

バカロレアの筆記試験には、これと同様の手
順で解答する「テクスト解釈」という論述文の
課題がある。しかしこちらは分析的読解を３時
間かけて完成させるというものであり、それに
比べれば口述試験のテクスト分析は大まかで良
い。また、筆記試験の課題文が事前に知らされ

ないのに対し、口述試験では高校の授業で学習
したテクストの範囲内から出題される。ただし
問は事前に分からない。従って試験当日に試験
官が出題した問に沿ってテクストを分析しなけ
ればならない。つまり習得した分析方法をその
場で応用できるかが試されるのである。

Ⅲ. 口述試験第２部

　口述試験第１部に続けて第２部が行われる。
第２部は試験官との質疑応答である。試験官が
いくつかの質問をし、受験者はそれに答える。
第１部と同様、試験時間は10分間、配点は10点
である。

１）試験の内容
　質問の内容は、第１部で指定された課題文に
ついて、考察を深め、かつ広げるようなもので
ある。第１部の発表内容そのものに関してでは
ない。国民教育省は、第２部で評価すべき事柄
を次のように定めている。

－課題文あるいは課題文が収められている作品
についての受験者の知識

－課題文が属する「学習テーマ」に関する受験
者の知識

－課題文と並行して「速読」を行ったテクスト
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に対する受験者の関心
－課題文と関連して受験者が個人的に行った読

書や活動

　すなわち受験者がこれまでに得た知識、身に
つけた能力の全体を評価するのである。試験官
は提出された「作品・課題リスト」に基づき、
受験者の反応を見ながら質問をする。その際、
受験者が授業ノートの内容を「暗唱」すること

に終始しないよう気を配る。尚、受験者は質問
に答える際、持参した「作品・課題リスト」を
見ても良い。

２）面接映像
　以下枠内に、口述試験第２部のシミュレー
ション映像の内容（受験者は別の者）を翻訳す
る。（【　】内の語句は筆者による。）

　ここまでで３分30秒経過している。つまりこ
れで口述試験第２部全体の３分の１程度の分量

である。質問内容は課題文の文学ジャンルにつ
いて、および授業外で行った活動（観劇）につ

資料４．口述試験第２部シミュレーション

試験官：「教訓話」とは何かを説明してください。
受験者２：「教訓話」とは、詩または散文で書かれた物語です。象徴的な意味を含み、読者はそこから教

訓を読み取ることが求められます。
試験官：もう少し具体的に説明して下さい。
受験者２：と言いますと？
試験官：例を挙げて下さい。
受験者２：はい。たとえば「ライオン王の妃の葬儀」のように伝統的な寓話があります。哲学的コント

もあります。
試験官：そうですね。でももっと具体例を挙げて下さい。
受験者２：はい。ヴォルテールの『カンディード』や『自然児』です。
試験官：分かりました。では教訓話の論拠は直接的ですか。それとも間接的ですか。
受験者２：間接的です。
試験官：それでは間接的論拠の切り札がどういうものかを簡潔に説明してください。
受験者２：「切り札」ですか？
試験官：切り札とはつまり利点です。
受験者２：はい。たくさんの利点があります。たとえば物語が多様であり、読者の様々な好み－話の展

開のしかた、脱出への憧れなど－に応えるという点です。『カンディード』は皆が知っていますが、「ペ
ストにかかった動物たち」のような寓話もあります。主題はもっと深刻ですので大人向けですが、登
場人物の数が多く、動物もたくさん出てきますので子供も大好きです。

試験官：間接的論拠の切り札をもう一つ挙げてもらえますか。
受験者２：読者が自分で物語の象徴的意味を見つけなければならないという点です。たとえば「ライオ

ン王の妃の葬儀」では、ライオンは王様を表していますが、現実には権力をもつ人たち全体を指しま
す。この物語は困難な状況からどのように脱するのかを示すお手本でもあります。『カンディード』の
中の「われわれの庭を耕さなければならない」のように、作者が手がかりを与えてくれる場合もあり
ます。つまり作者はヒントを与えてくれますが、最終的には読者がそのメタファを分析しなければな
りませんから、読者にもすべきことが残っています。読者はそれによってより良く教訓を理解するこ
とができるのです。

試験官：あなたの作品リストには「ロベール・ウィルソン演出によるラ・フォンテーヌの『寓話』の鑑
賞」とありますが、どこで鑑賞したのですか。

受験者２：パリだったと思います。正確には覚えていません。
試験官：コメディ・フランセーズのはずです。それでこの演出についてどう思いましたか。
受験者２：曖昧だと思いました。衣装は良いと思ったのですが。画像を持ってきましたのでお見せします。
【試験官に見せる。】雰囲気も悪くなく、美的観点からも良いと思いました。ラ・フォンテーヌの登場
人物は動物ですが、人間的でもあり、その両義性を良く表していたと思います。しかしライオンの妃
の演出のしかたにがっかりしました。少し間延びしていました。『寓話』の敏捷さと軽快さをうまく表
現していませんでした。これは私が残念に思った点です。その一方で、俳優の演技が気に入った寓話
もいくつかあります。たとえば「ニワトリとキツネ」の中では俳優がニワトリの役を完璧に演じてい
ました。軽妙さがありました。最終的には、この演出はラ・フォンテーヌの『寓話』の演劇性をよく
見せていたと思います。『寓話』は舞台で演じられるために書かれたのかと思わせたほどですから。
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資料５．口述試験第２部シミュレーションに関する試験官の講評

全体的に良く出来ていたと思います。ですがいくつかの反省点もあります。
一つ目の質問についてですが、彼女の答えは正しかったです。授業で習ったことを理解していました。

授業内容を理解しているかどうか、これは口述試験で最初に確認する事柄です。しかし試験官の方から
「教訓話」の例を挙げるよう指示しなければなりませんでした。彼女は質問に答えるための知識は持って
いたと思います。最終的には答えを言いましたし、彼女が持ってきた資料には年代順に作品情報が整理
されていたからです。ですが試験官の方から例を挙げるよう促さなければなりませんでした。本当は言
われる前に彼女が言うべきでした。

次に二つ目の質問について。一つ目の質問よりも思考力を必要とした質問であったにもかかわらず、
彼女はちゃんと具体例によって主張を補っていました。皆さんもそうですが、何かを主張するときには
必ず証拠を述べなければなりません。すなわち分析的読解を行ったテクストや補足資料の中に例を見つ
けなければなりません。また、彼女の答えはきちんと構成されており、明確でした。

三つ目の質問は、年間に行われたその他の活動に関するものでした。彼女の返答には説得力がありま
した。何故なら彼女は鑑賞した芝居をよく覚えていたからです。また、自分の意見を良く説明していた
からです。これは有名な芝居なのですが、率直な批評を行っていました。彼女は自分の意見を述べてい
ました。皆さんもこのようにして下さい。

さらに彼女の親しみやすく自然な態度、自信をもった様子が良いと思いました。しかし注意点があり
ます。初めのうち、おそらくストレスによるものでしょうが、彼女は何度も髪の毛を耳にかける仕草を
していました。ストレスを鎮めるための癖だと思いますが、こういう癖は最小限に抑えて下さい。です
がお気づきの通り、彼女が自信を取り戻し、リラックスし始めてからこの癖は出なくなりました。その
後は話がより説得力を持つようになりました。

いてであった。

３）講評
　続いて試験官の講評を紹介する。

４）口述試験第１部および第２部総括：評価の
　　ポイント
　国民教育省は二種類の口述試験において評価

すべき能力を「表現」「思考」「知識」と定めて
いる。次の表は評価ポイントを翻訳したもので
ある。

発表（口述試験第１部） 質疑応答（口述試験第２部）

表現と
コミュニケーション

・正しく表現力豊かな音読
・言葉の適切な運用
・正確な伝達と確信をもった解答

・人と会話をする能力
・言葉の適切な運用
・正確な伝達と確信をもった解答

思考と分析

・テクストの正確な理解
・問に沿った解答
・根拠に基づいた解釈、順序立てた解答
・テクストへの正確な依拠

・質問に対して適切に対応する能力
・論理的な解答
・関連づける能力と考察を広げる能力

知識 ・言語と文学の知識
・テクストと関連する文化的知識

・抜粋テクスト、作品、学習テーマに関
する知識

・文化的コンテクストに関する知識

表１．口述試験評価ポイント（国民教育省）

　このように口述試験で評価されるのは、知識
に基づいて思考した事柄を表現する能力である。
　口述試験第 1 部「発表」で一番重要な点は、

「根拠に基づいた解釈、順序立てた解答」と
「テクストへの正確な依拠」であろう。テクス
トを解釈する際はその根拠を述べなければなら

ないのである。根拠はテクスト中に求め、その
部分を正確に引用する。そして解釈は順序立て
て行う。これらは筆記試験に解答する際も同様
に守るべき基本的事柄である。第２部の「論理
的な解答」も意味することは同じであり、主張
するときは根拠を示さなければならないという
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ことである。映像中の試験官の講評－「何かを
主張するときは必ずテクストに基づいていまし
た」（資料３）、「何かを主張するときには必ず
証拠を述べなければなりません。すなわち分析
的読解を行ったテクストや補足資料の中に例を
見つけなければなりません」（資料５）－もや
はり同じ基本を確認したものである。
　また、「確信をもった解答」（第１部・第２部
の両方）という項目にも注意したい。映像中の
試験官は、第１部の受験者については「にこや
かな様子」と「試験官の顔をちゃんと見」なが
ら話し、相手を「説得したいという印象を与え
ていた」ことを、第２部の受験者については
「親しみやすく自然な態度」、「説得力を持って
いる様子」、「自信を持っている様子」を評価し
ている。面接時の態度がどれほど点数に反映さ
れるのかは不明だが、このようなコメントはレ
トリック重視の時代の名残を感じさせる15。
　尚、細かい評価基準は一般に公開されていな
い。国民教育省が公に指導している事柄は次の
通りである。
－ 評価に際しては、悪い部分について減点する

よりも良い部分に加点すること。
－ 受験者の教養がコンテクストに沿って適切に

アピールされたときは加点すること。
　これらの指示を見る限り、受験者の能力を広
い視点から積極的に評価するよう配慮されてい
ることが分かる。

Ⅳ. 口述試験実施まで

　以上のような試験がどのような背景のもとに
実施されているのかを知るには、高校教員の指
導内容、受験者の試験対策、試験官の役割を理
解する必要がある。

１）教材
　教員の指導内容に触れる前に、高校の教材に
ついて述べなければならない。フランスでは日
本のように国による「検定済教科書」というも
のがない。ただし国民教育省が全国共通の「学

習テーマ」を定めている。高２では「詩のエク
リチュールと意味の探求」、「人間の問題と論
述」、「小説の登場人物」、「戯曲のテクストとそ
の上演」という４つのテーマが設定されている
16。高１は「19世紀の小説と短編小説：レアリ
スムと自然主義」、「17世紀の悲劇と喜劇：古典
主義」、「17・18世紀の論述文のジャンルと形
式」、「19・20世紀の詩：ロマン主義とシュール
レアリスム」の４つである。
　各出版社はこれらの「学習テーマ」に従って
教科書を編成する17。いずれの出版社のものを
用いるかは教員同士が話し合って決める。しか
し教員は必ずしもその教科書を使う必要がない。
しばしばいくつかの教科書から抜粋したり18、小
説や戯曲などの文学作品を一冊買うよう生徒に
指示したりする19。別の言い方をすれば、同じ
高校内であっても担当教員によって使用するテ
クストが異なる場合がある。

２）教員の役割：単元と「作品・活動リスト20」
　要するに教員に求められるのは、一冊の共通
教科書を一年間で終わらせることではない。全
国の国語教員が共通に考慮すべき事柄は、国民
教育省が定める「学習テーマ」である。それに
従って一人一人の教員が自分の責任で教材の構
成を考えるのである。より具体的には、「学習
テーマ」に基づいていくつかの「単元」を作る。
単元とはいわば詳細な学習計画 21である。単元
ごとに「問題提起22」を設定し、授業で扱うテ
クストと補足資料をリストアップする。一つの
単元につき、３～４種類の分析的読解対象テク
ストおよび ４～８種類の補足テクストを決定
する。単元は年度初めに固定する必要はなく、
生徒の理解度によってその数や使用テクストを
途中で変更してもよい。いずれにしても上記４
つのテーマを万遍なく学習するためには、最低
でも年間４種類の単元を作る必要がある。
　ところで口述試験当日に受験者が試験官に渡
すのは、「作品・活動リスト」という資料であ
る。そこには授業で扱われた教材すべて及び授
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業活動が単元ごとに記載されている。一例を示
そう。以下は国語教員のカミーユ・チボー23氏 
が2015年度分として作成したリストの一部で

ある。原文は合計６種類の単元で構成されて
いる。そのうちの単元n°1と単元n°2を翻訳する。

表２．「作品・活動リスト」単元n°1

表３．「作品・活動リスト」単元n°2

単元 n°1 「小説の主人公：進化する登場人物？」

問題提起：小説の主人公の概念は世紀を追うごとにどのように変化したか。
学習テーマ：17世紀から今日までの小説の主人公

抜粋テクスト群
n°1

分析的読解
テクストn°1：『クレーヴの奥方』（ラファイエット夫人）の抜粋
テクストn°2：『ペルシャ人の手紙』（モンテスキュー）、第XLVIIIの手紙の抜粋
テクストn°3：『ゴリオ爺さん』（バルザック）の結末部分
テクストn°4：『楽しみのない王様』（ジオノ）の結末部分

補足資料

資料n°1：『イーリアス』（ホメロス）のヘクトールとアキレウスの闘い
資料n°2：『ロランの歌』の抜粋
資料n°3：『ガルガンチュア』（ラブレー）、XXVII章の抜粋
資料n°4：『ペルシャ人の手紙』（モンテスキュー）、第XLVIIIの手紙
資料n°5：画像；テーマ「18世紀の小説の主人公たち」；『ジル・ブラース』のための版

画、モロー・ル・ジューヌによる『カンディード』の挿絵、モロー・ル・ジューヌに
よる『新エロイーズ』の挿絵、フラゴナールの『閂』

資料n°6：『ペルスヴァル』（クレチアン・ド・トロワ）の抜粋

速読n°1 騎士道物語を一冊あるいはシュミットの『私が芸術作品であったとき』

単元 n°2 イヨネスコの『犀』（フォリオプラスシリーズn°73）

問題提起：『犀』は悲劇的ファルスと形容されうるだろうか。
学習テーマ：17世紀から今日までの戯曲とその上演

一冊の作品全体n°1

分析的読解
抜粋テクストn°1：導入部「舞台 [...] ジャンとベランジェは座っている。」（pp.9-11）
抜粋テクストn°2：ジャンの変身「医者を呼ばせてくれ [...] ドアの抵抗にもかかわら

ず」（pp.105-108）
抜粋テクストn°3：ベランジェの最後の独白「ベランジェはずっと鏡を見ている [...] 私

は降伏しない！」（pp.159-162）

補足資料

資料n°1：「過去の現在・現在の過去」および「ノート・反ノート」（イヨネスコ）の抜粋
資料n°2：映像；『犀』の導入部（ドマルシ＝モタ演出、2006年）
資料n°3：『ブリタニキュス』（ラシーヌ、I. 1）
資料n°4：画像；犀への変身
資料n°5：映像；変身の場面（ドマルシ＝モタ演出）
資料n°6：映像；不条理演劇－『捕縛されたユビュ』（ジャリ）、『禿の女歌手』（イヨネ

スコ）、『勝負の終わり』（ベケット）の一部
資料n°7：「他人と同じように考えない勇気」、『解毒薬』（イヨネスコ）序文の抜粋
資料n°8：イヨネスコのインタビュー、「Ina」（芝居の解釈部分）

研究と発表n°1 ・速読：イヨネスコの中編小説『犀』（戯曲との比較）
・個人で視聴：『アート』（ヤスミナ・レザ）

　これが「作品・活動リスト」である。翻訳部
分は全体の３分の１にあたる。つまり実際のリ
ストにはおよそこの３倍分のテクストが記載さ

れており、その内訳は「抜粋テクスト群」２種
類、「一冊の作品全体」３種類、「速読」３種類、

「研究と発表」３種類である。尚、どの単元に
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も「分析的読解」の練習が含まれる。

　「作品・活動リスト」の書式は自由だが、必
須事項は決まっている。すなわち次の要素が含
まれていなければならない。
－ 各単元のタイトル／問題提起／どの「学習

テーマ」に属するか
－ 扱ったテクスト（抜粋／作品全体／補足資

料）
－ テクストの読解方法（分析的読解／速読／作

品全体の場合は全体の指針）
－ 教科書使用の場合は教科書名／一冊の作品全

体を扱った場合は版名／抜粋の場合は参照テ
クストの出版社名・章・頁・抜粋の初めと終
わりの文章

－授業内活動（発表・研究など）
－授業外活動（授業課題と関係のあるもの）
－ 高校名と住所、授業担当教員名と校長名、そ

れぞれのサイン

　高２担当の国語教員は、バカロレア試験当日
前に最終的なリストを生徒に配布するとともに、
試験運営委員会に提出する24。
　尚、「作品・活動リスト」は筆記試験対策に
も対応している。筆記試験準備のための教材が
別に存在するわけではない。

３）受験者の試験対策
　口述試験当日、受験者は教員から受け取った

「作品・活動リスト」を携行する。さらに授業
で扱った抜粋テクストのコピーを２部ずつ、一
冊の作品全体を扱った場合はそれらの本を２冊
ずつ、教科書を使用した場合はそれを２部ずつ
持っていく。すなわち受験者はひと揃いの資料、
コピー、本を抱えてくる。そして試験官に課題
文を通知されると、ただちに荷物の中からそれ
を取り出し、準備室に向かう。
　口述試験第１部では、「作品・活動リスト」
中の「分析的読解」欄にあるテクストが課題文
に指定される。「抜粋テクスト群」から選ばれ

る場合は授業中に分析したテクストと同じもの
だが、「一冊の作品全体」から選ばれる場合は
その限りではなく、同じ本の中の別の箇所が指
定されることもある。作品全体を読んでいる受
験者にとってテクストは初見ではないものの、
当然難易度は上がる。その点は評価の際に考慮
される。いずれにしても、筆記試験と異なり、
口述試験は出題されるテクストの範囲が事前に
分かっている。従って受験者の試験対策は一年
間の授業内容の復習ということになる。ただし
もし授業で分析したテクストと同じテクストが
課題文に指定されたとしても、与えられる問は
同じではない。つまり授業ノートの丸暗記では
対応できない。教員から教わった分析的読解の
要素を使用しても構わないが、与えられた問に
即して解答しなければならないのである。
　「作品・活動リスト」は受験者が一年間でど
のくらいの本を読んだのか、このような試験に
対応するためにどのような勉強をしてきたのか
を知る目安になる。カミーユ・チボー氏のリス
トに従えば、21 種類のテクストを使って分析
的読解の練習を行い、年間最低４冊の本を読み、
30 以上の補足資料に目を通している。その他
にグループ研究や発表を行っている。

４）試験官の役割
　試験官は現役の高校教員が担当する。試験官
に任命された教員は、面接時期の３～４週間前
にいくつかの高校から提出された「作品・活
動リスト」および試験運営委員から受け取っ
た「評価基準表」を熟読した上で面接に臨む。

「学習テーマ」は全国共通だが、学習テクスト
や授業活動は高校ごと、そして教員ごとに異な
るため、複数のリスト（一人あたり４～６種
類）に目を通し、それぞれについて質問を考え
ておかなければならない。また、リスト中に自
分の知らない作品が含まれる場合は事前に読ん
でおく必要がある 25。
　試験当日、試験官はすべての「作品・活動リ
スト」およびリストにある抜粋テクスト、本類
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を会場に持参する。そして一日12人から15人ほ
どの受験者と面接する。月曜から金曜までの５
日間、時間は８時～ 12時と13時30分～ 17時30
分である26。評価にかけられる時間は受験者一
人あたり10分間である27。評価は試験前に関係
者全員に配布される「評価基準表」に従う。そ
して記入すべき書類は二種類ある。まず、「評
価シート28」に試験第１部と第２部それぞれの
点数を記し、コメントを添える。得点発表後に
保護者などから問い合わせがあった場合に備え
るため、コメントはなるべく客観的に記す。そ
して「得点シート29」に第１部と第２部の合計
点を記す。また、その日に自分が担当した受験
者の平均点を計算し、前年度の同学区内受験者
全体の平均点との差をチェックし、大きく離れ
る場合は調整を行う。得点シートを試験会場か
ら持ち出すことは禁止されているため、その日
のうちにこうした処理を完了させる。
　全日程終了後に担当受験者全員の点数をパソ
コンに入力する30。それから会議を開き、総括
を行う。

V．終わりに

　完全公平性にこだわり、マークシート式に頼
る試験方法を容易には変えられない日本の大学
入試の現状からすると、二種類の論述文を課す
筆記試験だけでも信じがたいのだが、口述試験
はさらに現実離れしているように感じられよう。
このような試験の実施体制においてはどこに公
平性が存在するのかという疑問が浮かぶのでは
なかろうか。
　第一に、全ての受験者が同じ課題に取り組む
わけではない。第IV章で見たように、試験当日、
受験者は年間の学習内容・テクストが示された

「作品・活動リスト」を持参し、試験官に渡す。
試験官はその中から課題文のテクストを一つ選
び、それについて問を与える。この「作品・活
動リスト」は出身高校によって、さらには担当
教員によって異なる。つまり受験者全員に同じ
課題文が与えられるわけではなく、問も同じで

はない。また、当たり前だがすべての受験者が
同じ時間に試験を受けるわけではない。口述試
験は筆記試験の数日後から始まり、受験者ごと
に日時が指定される。さらに30分の準備時間
中に、隣室で行われている口述試験のやり取り
が聞こえてくることもあるという。そこで集中
力を失わないよう耳栓の持参をアドバイスする
試験対策サイトまである。つまり「全員同一条
件の下に一斉受験」とはかけ離れている。
　第二に、試験官は受験者一人の評価に10分弱
しか時間をかけることができない。確かに試験
官は試験を知り尽くし、評価に慣れた現役の高
校教員が担当している。彼らは普段から試験対
策の授業を高校で行っており、模擬試験も実施
している。しかしこれだけの時間で公平な評価
を行っていると言えるのか。その日の疲労の度
合いや受験者から受ける印象といった要素に
よって自分の中の評価基準がぶれるということ
は起きないのか。
　実際、試験結果に疑問を抱く受験者やその保
護者からの問合せは年々増え、全教科の照会件
数の中で国語が占める割合は決して小さくない
という。それでも最終的に受験者は納得する。
第一の問題は共通の「学習テーマ」（第IV章）
を遵守することで解決すると考えられている。
また、課題文も問も受験者によって異なるとい
う条件は全員共通であり、その意味で公平であ
ると言えるかもしれない。そもそも全受験者に
同じ課題文を読ませ、同じ時間に同じ質問に答
えさせるという意味での完全公平性を実現しよ
うとするのであれば、初めから口述試験実施な
ど不可能である。
　第二の公平性については、関係者全員が共有
する「評価基準表」と評価後に行われる「点数
調整」によって保たれるという。第IV章で述
べたように、前者は試験運営委員会が定めたも
のであり、事前に関係者に配布される。後者は
一人一人の試験官が自分の面接した受験者につ
けた点数の平均点と前年度の同学区内受験者全
体の平均点との差、もしくは試験官間の平均点
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の差が開かないように行われるものである。
　選抜試験ではないバカロレアは日本の大学入
試ほど公平性に配慮する必要がなく、だからこ
そこのような試験の実施が可能であるという見
方もあるかもしれない。しかしグランゼコール
入学のための選抜試験 31もマークシート式では
ない。筆記とあわせて口述試験も行われ、一点
の差で合否が決まるシビアな試験である。それ
でも採点者は自信をもって採点し、受験者も最
終的には結果に納得する。
　バカロレアの受験者数は年々増え（2016年は
前年に比べて1.59%増の71万5千人余り）、合格
率は上昇し続けている（2016年の合格率は前年
に比べて0.7ポイント増の88.5%）。そのことが
意味するのは大衆化であり、よほど怠けた者以
外は合格するということである32。実際レベル
低下が著しい、取得しても就職に結びつかない、
費用がかかりすぎる（受験者一人あたり80€の
コストがかかり、全額国の負担である）といっ
た批判が寄せられている。2016年６月の会見で、
ナジャ・ヴァロー＝ベルカセム国民教育大臣自
らポール・ヴァレリー（1871－1945）のバカロ
レア批判－「バカロレアとは国が付与する証書
であり、合格した若者が何の能力もないという
ことを皆に証明するものである」－を引用した

り、バカロレアの取得者数が同世代人口の３%
未満であった1947年の時点で既にバカロレアの
レベル低下が指摘されている（『ル・モンド』
紙）ことに言及したりしている。だがそれでも
バカロレアは存続し、受験者の増加を食い止め
ることはなかったと続ける。つまりバカロレア
批判はバカロレアの歴史と同じくらい古いこと
に注意を向け、今後もバカロレアを重視する方
針を伝えているのである33。
　確かにバカロレアの取得は以前よりも容易に
なったと言われる。しかし国語に限って言えば、
相変わらず高いレベルの学力が要求され、知識
だけでなく「スキル」を身につけることが求め
られている。もちろん満点近くで合格する者
と、一旦不合格になり、再試験でようやく合格
に至った者のレベルは同じではない34。それで
も合格者全員がテクストの分析方法の基本を学
び、口述試験という試練を乗り越えたことの意
味は大きい。
　だからと言って日本の入試制度もフランスを
見ならうべきであると主張したいのではない。
だが高いレベルの能力を公平に評価するための
仕組が確立しており、このような試験が当たり
前のように社会に受け入れられている国もある
ということに注目すべきであろう。

　本論は、フランスのオート・サヴォア県アンヌマス市グリエール高校国語教員であるカミーユ・チボー氏の協力
を得て実現した。この場を借りて謝意を表する。（Cet article a été réalisé en collaboration avec Madame Camille 
Thibault, professeur de lettres modernes au lycée des Glières à Annemasse en Haute-Savoie. Je tiens ici à la 
remercier pour toute l’aide qu’elle m’a apportée.）

注
1　大学に進学する意思をもたず、高校卒業後ただちに社会人となる者たちには「職業バカロレア」（1985年、フラ

ンソワ・ミッテラン大統領による創設）が用意されている。
2　フランス本土の会場数は4,500あまり。
3　国民教育省の公式サイトより。URLは参考文献の「バカロレア全体について」に記載。国民教育省とは日本の文

部科学省にあたる機関。原語で « Ministère de l’Education nationale »． 
4　日本の「国語」に相当する科目は原語で « français »、すなわち「フランス語」という。だが「フランス語」と

記すと、フランス語を母語としない者が学ぶ「外国語としてのフランス語」と混同されやすいため、本論では
「国語」に統一した。

5　フランスの試験は一般に100点満点ではなく20点満点で数える。
6　バカロレアの国語の試験は高３の学年末ではなく高２の学年末に実施される。2015－2016年度はフランス本土で

は６月17日（金）に行われた。試験結果は夏期休暇前に発表される。原語で« Épreuve anticipée »と言う。実施
時期を考慮すると「卒業前年試験」のように訳せるか。３年生になると、文学コース選択者のみ国語の授業を受
け、彼らは高3学年末にまた別の試験（試験科目名は「国語」ではなく「文学」になる）を受験する。ここでは
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文学コース選択者の試験については言及せず、全受験者に共通の「卒業前年試験」についてのみ述べる。
7　Hatier社制作。URLは参考文献の「口述試験第１部シミュレーション」に記載。
8　今野一雄訳『寓話』下、岩波文庫、1972年、pp.109-112．
9　原語は « lecture analytique ».
10　「夏目漱石『こころ』の学習例－フランスの高校国語教育を参考に」、『言語と文化』、第 14 号、法政大学言語文

化センター、2017 年
11　国語教科書には「テクストの解釈を組み立て、それを言葉にすることである」と定義されている。原文は 

« La lecture analytique consiste à construire et à formuler une interprétation du texte. » （L’écume des lettres, 
Français seconde, livre unique, Hachette, 2011, p.414.）

12　« Une question écrite [...] appelle une interprétation, fondée sur l’observation précise du texte. » （国民教育省）
13　国民教育省は「プレゼンテーションは秩序立っていなければならない」（« L’exposé est ordonné. »）と指示し

ている。
14　« Il prend constamment appui sur le texte proposé mais ne peut consister en un simple relevé. »（国民教育省）
15　古代ギリシアでは、レトリックとは「説得の技術」であり、討論に勝つための技術であった。そこには①何を、

②どのような順序で、③いかなる表現で、④いかに記憶し、⑤いかなる仕種とともに語るか、という五つの部分
が含まれていた。（講評で言及されている、試験官と話をするときの態度はこの五つ目の項目にあたる。）レト
リックは古代ローマからヨーロッパへ伝えられ、中世の大学における進級・学位取得にあっては、討論による説
得が最大の決め手であったという。（佐藤信夫『レトリック感覚』より）

16　文学コース選択者には「ヨーロッパのルネッサンスとヒューマニズム」が加わる。
17　国語の教科書を出版している主な出版社はHatier, Nathan, Hachetteなど。
18　授業で小説全体を扱うときは、いくつかの箇所を抜粋して分析し、残りは各自で読むようにさせる。
19　書店には解説・練習問題・関連資料付きで編まれた作品が（とりわけ古典については）いくつも並んでいる。授

業で一冊の作品を扱う場合のポイントが示されており、教員の授業準備の参考になるとともに、生徒の自習にも
役立つと思われる。

20　原語で « descriptif des lectures et activités ».
21　原語で単元は « séquence »という。その具体例（つまり学習計画の内容）については『言語と文化』第14号（本

論注10）に詳述した。
22　原語で « problématique ».
23　オート・サヴォア県アンヌマス市グリエール高校勤務。注上参照。
24　通常の学校教育課程を経ていない者も同じ条件で口述試験を受ける。その場合は受験者本人がリストを作成する。
25　その上リストの書式は決まっていない。そのすべてに目を通すのは大きな負担に違いない。
26　国から時給9.60€の報酬が支給される。
27　受験者との面接時間が合計20分であり、その他に10分間与えられるという意味である。その10分には評価時間の

他、受験者を迎え、送り出す時間も含まれる。シミュレーション映像にある通り、受験者を迎えるだけで１分40
秒かかっている。従って評価にかけられる時間は８分程度しかない。試験官によっては昼休みと夕方を使ってコ
メントを清書し、評価シートを完成させるという。

28　原語で« Fiche d’évaluation ».
29　原語で« Bordereau de notation ».
30　評価シートの方はコピーを取り、各試験官の責任で一年間保管する。
31　バカロレアをきわめて優秀な成績で取得した者には、一般の大学とは別に、ごく少数のエリートを養成するため

の高等教育機関、「グランゼコール」に進む道が開かれている。ENA, HEC, Ecole polytechniqueなどが有名であ
る。各校で厳しい選抜試験を実施する。

32　ただしバカロレア取得点数によって能力のより高い者とそうでない者との差異化が図られている。たとえばバカ
ロレアの点数が一定以上に達しない者は、グランゼコール（注31参照）受験のための準備学級（原語で « classe 
préparatoire »）に受け入れられない。「準備学級」とは高校に設置された課程であり、高校３年間の課程終了後
に開始する。準備学級２年目終了時にグランゼコール選抜試験を受ける。合格できなかった場合、一般の大学の
３年生に編入することができる。

33　バカロレア批判は止むことがない。とりわけ費用の面で国に負担がかかるため、別のかたちの試験に変えるべき
という声も上がっている。しかし簡単にはその廃止に至らないであろう。それは長年続いてきた伝統を廃止する
ことを意味するからである。バカロレアは受験者にとって一種の通過儀礼と化している感がある。家族など周囲
の者たちも巻き込む一大イベントである。

34　すべての試験科目の平均点が10点未満だった者は不合格となるが、８点以上であった者には７月第１週目に再試
験（原語で « les épreuves de rattrapage »）受験のチャンスが与えられる。それらの者の中には試験当日に体調
不良などの理由で実力を発揮できなかった者も含まれる。つまり再試験は一発勝負による不合格という入試の不
条理を救うための施策であると言うこともできる。また、病気や事故等正当な理由により６月の試験を受験でき
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なかった者は、証明書の提出により、９月に代替試験（原語で « les épreuves de remplacement »）を受けるこ
とができる。

参考文献
・フランス国民教育省の公式サイト
　－バカロレア全体について
http://www.education.gouv.fr/cid103211/baccalaureat-2016.html&xtmc=oralbaccalaureacuteat&xtnp=1&xtcr=6
　－口述試験全体について
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57488

・口述試験第１部シミュレーション
https://www.annabac.com/cours-video/les-tutos-du-bac-de-francais-l-epreuve-orale-la-presentation

・口述試験第２部シミュレーション
https://www.annabac.com/cours-video/les-tutos-du-bac-de-francais-l-epreuve-orale-l-entretien

・L’écume des lettres, Français seconde, livre unique, Hachette, 2011（高校国語教科書）

・細尾萌子、「第３部第１章　バカロレア試験制度」、『フランス教育の伝統と革新』、フランス教育学会編、大学教
　育出版、2009年、152-160頁

・ジャン・ド・ラフォンテーヌ著、今野一雄訳『寓話』下、岩波文庫、1972年、pp.109-112
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私の授業の工夫

2016年７月９日（土）　14：00 ～ 16：00
市ケ谷キャンパス　外濠校舎４階 S407 教室

◇話題提供

「FD推進センターの取り組み」

竹口 圭輔
（FD広報プロジェクト・リーダー 経済学部 教授）

「文学部生を対象とした授業の課題と工夫」

川﨑 貴子
（法政大学 文学部 教授）

「保健体育課教員養成─教育実習経験者・
　　　　　　未経験者における相互参加型演習の試み─」

林 園子
（法政大学 スポーツ健康学部 助教）

「Webテストを活用した基礎学力の向上」

廣津 登志夫
（法政大学 情報科学部 教授）

開会の挨拶
川上 忠重

（法政大学 FD推進センター FD推進プロジェクト・リーダー）

　本日はご多忙のなか、たくさんの新任教員の
方にお集まりいただき、誠にありがとうござい
ます。私、本日の司会進行役を担当させていた
だきます法政大学FD推進センター FD推進プ
ロジェクト・リーダーの理工学部川上忠重と申
します。
　さて、新任教員FDセミナーは2012年、FD
セミナーの取り組みの一環としてスタートしま
した。昨今、反転授業を始めとした多様化した
授業に教員としても対応していかなければいけ
なくなっています。このような状況のなかで、
法政大学では、どのような工夫のもとに、どん
な取り組みの授業が行われているのかを教員間
で共有するのがこのセミナーの目的であります。

例年、各キャンパスから１名ずつの先生を招い
て各先生方の工夫を紹介しておりますが。本日
は話題提供として４人の先生のお話をうかがい
たいと思います。はじめに、FD推進センター
広報プロジェクト・リーダーの竹口先生の方か
らFD推進センターの取り組みについてお話い
ただき、次いで文学部の川﨑先生、スポーツ健
康学部の林先生、情報科学部の廣津先生の各
先生から「私の授業の工夫」と題して話題を
提供いただきたいと思います。では、まず竹口先
生、お願いいたします。

話題提供
「FD推進センターの取り組み」
竹口 圭輔

（FD広報プロジェクト・リーダー 経済学部 教授）

　FD広報プロジェクトのリーダーを務めてお
ります竹口です。FD推進センターという組織
のなかには「計画」「調査」「開発」「推進」「広
報」の５つのプロジェクトがあり、それぞれの
プロジェクトが連携しながら、法政大学のFD
活動を推進・サポートしています。授業を通し
て学びの質を改善し、向上させていくというの
がFD活動の狙いですが、これに学生・教員・
職員が三位一体となって取り組むというのが本
学FDの大きな特徴です。

学生サイドからの取り組み

　FD推進センターの取り組みですが、まず学
生サイドに立った取り組みから述べていきます。
この時期、キャンパスのあちらこちらに「えこ

法政大学　第５回新任教員FDセミナー
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ぴょん」という本学のマスコット・キャラク
ターが描かれたポスターが貼られていることに
お気づきかと思います。これは、皆さんの授業
に対して学生が行う授業改善アンケートを告知
するものです。同アンケートは８年ほど前から
実施してきておりますが、紙媒体による実施か
らWebアンケートに移行したことで、実は回
答率が急激に悪化しました。特に、私が所属す
る経済学部では回答率が５％を切っているとい
う状態です。ぜひ、皆さんも授業を通じて学生
にアンケートに答えるように呼びかけていただ
きたいと思います。
　授業改善アンケートは、授業に対する学生の
意見や要望を集める一つのツールとして位置付
けられますが、FD推進センターではその他に
も学生の声を集めるためのさまざまな試みを
行っています。その一つが「FD学生の声コン
クール」です。今年で９回目となる同コンクー
ルは毎年テーマとなるキーワードを設定し、そ
れに関する作品をエッセイや俳句などさまざま
な表現形態で創作してもらおうというものです。
すでに公表しているように、今年のテーマは

「出会い」と「教室」となっています。最優秀
賞を受賞した学生には、賞金のほか、総長から
直々に賞状を手渡されるという栄誉も与えられ
ます。
　また今年度からは、新たに「FD川柳」とい
う企画もスタートします。FD学生の声コン
クールは、その名の通り学生しか応募できませ
んが、FD川柳では教職員にもエントリーを認
めています。皆様も日頃感じられている授業に
対する思いや悩みなどを、17文字に込めて積極
的にエントリーしていただけないでしょうか。
　また、今年で３回目になりますが、「学生が
選ぶベストティーチャー賞」というコンクール
も開催しています。そのほか、「学生FDスタッ
フ」という学生が主体的に本学の授業を改善し
ていくような活動も進めています。
　さらに、新入生向けに「学習支援ハンドブッ
ク」という冊子を毎年改訂し、発行しておりま

す。同ハンドブックは法政大学の設立の経緯や
歴史的背景などを解説した「法政学」をはじめ、
授業の受け方や調べ物の仕方、さらにレポート
のまとめ方やディスカッションの方法などをガ
イドした「大学での学びの入門書」と言える内
容になっています。他にも、成績評価や授業改
善アンケートの案内など、大学での学びにまつ
わる情報が豊富に盛り込まれています。様々な
使い方が想定されますが、例えば経済学部では、
初年次教育の一環として開講している「入門ゼ
ミ」という必修のクラスの授業で利用していま
す。このハンドブックを用いてレポートの書き
方や議論の仕方を学ぶとともに、論理的な文章
を書くためのアカデミックライティングの指導
なども行っています。
　今年度版から掲載している項目に「学習ポー
トフォリオ」があります。これは、いわゆる

「PDCA（Plan, Do, Check, Action）」を学生自
らに実践させようというものです。もちろん、
いきなり実践しようとしてもなかなかハードル
が高いでしょうから、まずは「目標管理カー
ド」を作ってみましょうというような内容に
なっています。実際に私のゼミでも、年度初め
にゼミ生一人ひとりに、１年間の目標を立てさ
せています。なぜその目標を設定したのか、ど
のような方法でいつまでに達成するのかといっ
たことをまとめさせています。そして、タイム
カプセルのように私が預かり、１年後に返却し
ています。その際、目標が達成できたかどう
かはもちろんですが、「１年前の自分がこんな
ことを書いていたのか！」と多くのゼミ生が
ショックを受けます。裏返せば、そのショック
こそが、成長の証だと理解しています。時間軸
のなかで、学生は自身の成長の過程を把握し、
効果的に次につなげていけるのではないでしょ
うか。とりわけ、こうした作業を積み重ねるこ
とは、就職活動の際などにもかなり役立つよう
です。もちろん、私自身もこのカードを通して、
ゼミ生一人ひとりの考えや直面している課題を
知ることができるというメリットもあります。
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このように、学習ポートフォリオには、ゼミや
授業単位などさまざまな使い方ができるもの
です。

教員サイドからの取り組み

　一方、教員側からの取り組みとしては、まず
「法政教員の輪」というWebコンテンツが挙
げられます。FD推進センターのHPに月一度く
らいのペースで「私の授業のひと工夫」という
コラムがアップされます。授業を改善するた
めのいろいろな仕掛けが紹介されているので、
ぜひ皆さまもご覧になってください。
　また、「FD推進センター Newsletter」とい
うチラシを年８回程度発行し、FD推進セン
ター主催のイベントやプログラムなどを告知し
ています。Web版のみですが、シラバスの書
き方や授業の改善方法などを紹介した「FDハ
ンドブック」も発行しています。また、FD推
進センターの開発プロジェクトでは、現在、こ
の内容を刷新・拡充する方向で動いています。
授業を実施するにあたって、さまざまなテンプ
レートやツールがあるかと思いますが、それら
が教員間で必ずしも共有されているわけではあ
りません。そこで、FDハンドブックを通じて、
情報共有を進めていこうというわけです。こん
なものがほしいという要望があればぜひお声が
けいただければ有難いです。例えば、本学には
授業のレジュメやスライドなどをつくる際に利
用できるテンプレートがありませんので、例え
ば、法政のロゴが入ったパワーポイントのファ
イルをつくったり、ツールを創ったりする作業
を進めていく予定です。
　さらに、「アカデミック・サポートサービ
ス」という、英語での授業をサポートする仕組
みもあります。市ケ谷・小金井・多摩の各キャ
ンパスで、ネイティブの外部スタッフがさまざ
まな観点からアドバイスしてくれます。
　そのほか、イベントのアーカイブということ
で、FD推進センターが実施するイベントを中
心に、動画コンテンツという形でもセンターの

HPに掲載しています。まだあまり普及してい
ませんが、学生によるプレゼンテーションを学
生がスマホを使って相互に評価することを支援
する「PEAS」というシステムも開発プロジェ
クトで制作しています。評価結果をリアルタイ
ムで集計し、可視化できるばかりではなく、学
生が匿名ではなく記名式で自由にコメントでき
る機能もあります。もちろん、評価結果に対し
て、プレゼンを行った当事者の学生もアクセス
できるようになっています。さらに、IT系の
ツールとしては、経済学部で活用しているゼミ
の募集システムなど、繁雑な業務をITによっ
て効率化したり、テストを採点し、その結果が
リアルタイムで出てきたりするようなシステム
も構築しています。
　今回ご紹介した内容はFD推進センターのHP
にも掲載しておりますので、ぜひWebにもア
クセスしてください。要望や改善すべき点など
がありましたら、ぜひご指摘いただきたいと思
います。ありがとうございました。

司会
　竹口先生、有難うございました。学習支援ハ
ンドブックはラーニングポートフォリオ、つま
り、学生が記入する形式になっています。それ
を教員が見ることで、ティーチングポートフォ
リオとして、どう教えれば学生が理解でき、到
達目標に達するかなどのヒントにもなると思い
ます。私のゼミでは、学生の声コンクールを３
年生のプレゼミで授業中に応募してもらってい
ます。理系の学生なので、なかなか文章を書く
機会も少なく、書くこともあまり得意ではあり
ませんが、違う視点から新しいものに取り組ん
でもらうということで、教育の一環として活用
していければと考えています。
　次に、文学部の川﨑先生から「文学部生を対
象とした授業の課題と工夫」についてお話いた
だきます。では、川﨑先生、よろしくお願い致
します。
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話題提供
「文学部生を対象とした授業の課題と工夫」
川﨑 貴子

（文学部 教授）

　文学部の川﨑と申します。私自身はデジタル
好きで、新しいガジェットなどすぐ欲しくなっ
てしまうのですが、本日話す取り組みはアナ
ログなもので、目新しさはないかもしれません。
ただ、即実践できるものなのでハードルは低い
と思います。授業の工夫といっても、講義とゼ
ミでは異なります。本日は、私が担当している
講義で、どのような工夫を行っているかお話し
たいと思います。
　私が法政に着任した16年前、授業で問題だっ
たのは学生が“授業に出席しない”ということ
でした。最初と最後の講義だけ出席して、テス
ト前にノートを友だちから借り、何とか 「Ｃ」
が取れれば良しとする学生が多かった。その対
策として出席を取るわけですが、そうすると今
度は授業に来て寝る、おしゃべりをする、内職
する（笑）。
　これに対して、最近の学生は、授業の出席
率は比較的高く、話も聞いています。ところが、
教室の端の方の席で、ただ私の話をテレビを
見るように聞き流している学生が多い。それ
でわかったつもりでいる、もしくはわからな
くても質問するでもなく、ただ聞き流してい
るというケースが目立つようになってきまし
た。つまり、「受け身」なのです。深く考え
たり、本当に理解できているか自分に問いか
けたりするという行為をほとんどしない。こ
れでは彼らのなかに知識が蓄積しません。知
識というものは積み上げていって、しっかり
自分のなかで固めていく必要があります。そ
うして積み上げた知識を後に発展的に応用し
ていくのですから、授業はきちんと出席すべ
きです。休むと次はわからなくなってしまう。
積み上げて、応用してこそわかる面白さがあ
るということを学生に知ってほしい。 そのた

めにも、何か工夫をしなければと痛感した次
第です。

参加型の雰囲気をつくり、復習の重要性に
気づかせる

　では、どんな工夫をしたかですが、まずは最
初、すなわち１年次の講義科目、それも初めの
２～３週間が肝心だと考えました。ここで学生
の学びに対するモチベーションを上げ、授業を
受ける姿勢も身に付けることが重要だと考えた
のです。残念なことに、私の教える学科では、
第一志望で入学したが学生は少なく、「これか
ら授業頑張るぞ！」という入学生ばかりではあ
りません。彼らのモチベーションを上げるには
どうしたらいいか。私の専門は言語学ですが、
言語学には覚えなければならない基礎事項が多
くあります。そしてそのような基礎事項は正直
あまり面白くない（笑）。なので、初めは彼ら
の興味を引き、モチベーションを上げるために
そのような話はしないようにしています。そし
て、私の持ちネタのなかで「鉄板」だと思われ
るものを最初に紹介し、この分野は面白い、次
の授業も聞き逃せないと思ってもらえるよう努
力します。私自身もテンションを上げ、授業に
臨みます。
　次が、参加型の雰囲気づくりです。私の担当
する講義は 90-150 人が履修していますが、こ
の規模だと参加型といっても、何か問いかけて
すぐにレスポンスがあるわけではありません。
しかし出来るだけ学生とのやりとりが出来るよ
うにしています。例えば私の担当している科目
に『英語音声学』という科目では、必ず学生に
声に出して発音させるようにしています。たと
え大きな教室であろうと、皆が発音する、声を
出すという雰囲気を最初の２～３週間の間につ
くりあげることが重要だと思っています。１年
次に授業で声を出す、発言するという雰囲気に
慣れた学生は、３・４年生でも講義やゼミでも
積極的にディスカッションできる学生が多いよ
うに思います。
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　先ほど知識は積み上げだとお話ししました
が、授業内容の復習をさせるような課題を取り
入れることも多いです。私が英語音声学の最初
の方に紹介する、“ghoti”という有名な「無意
味語」の話があります（バーナード・ショウが
言った話だとも言われていますが定かではあ
りません）。まずこの語をどう読むか、学生に
問いかけます。無意味語なので正しい読み方
があるわけではないのですが、これは 「フィッ
シュ」と読めるということで有名な語なので
す。 “ghoti” の “gh” は “enough”の “gh” か
ら［f］の発音。 “ghoti” の “o” は “women”
という語の “o” の発音で、［ɪ］と読めます。 
“ti” は “nation” の “ti” のように［ʃ］と読め
る。だから、“ghoti” は「フィッシュ」と読め
るのだと。これは英語のスぺリングから発音は
必ずしもわかるわけではないということを表す
話です。ここで私が学生に伝えたいのは、この
話の面白さと同時に、音声表記の記号を覚える
のは面倒ですが、それを学ぶ必要性があるのだ
ということです。このような話を学期の最初の
方にした後で、その日に学んだことを帰ったら
家族や友だちにわかりやすく話し、それを聞い
た人のリアクションを書いて提出するという宿
題を出すことがあります。これが復習への取っ
掛かりになるのです。なぜなら、わかりやすく
説明するには、そしてこの面白さを伝えるには、
まず自分自身がきちんと理解し、学んだことを
整理できていなければならないからです。授業
をしっかり聞き、その内容をきちんと理解して
いるか、家族や友だちに話す前に確認する必要
があるからです。この宿題の結果、話を聞いた
友だちが翌年、この科目を履修してみたいと思
うようになった、という意外な効果も生まれま
した。

講義内で問題を解かせ、知識を積み上げる

　理解し、知識を積み上げるための工夫として、
私の授業では、講義のなかにたくさんの問題を
埋め込むようにしています。頭で理解したよう

な気になっていても、実際に問題を解くとわ
かっていないことに気付くのです。学生同士で
話し合うことで、お互いに教え合い、議論しあ
うという、後のゼミに通じる学習態度も生まれ
てきます。教員である私にとっても、学生の誰
がどこをわかっていないかを把握でき、もう少
し説明が必要な部分は詳しく話すというように、
授業での説明をリアルタイムに修正できるとい
うメリットもあります。
　次にご紹介する工夫は、「授業を超えて知識
をリンクさせる」ためのものです。文学部の学
生には、学んでいることが社会の役には立たな
いと思っている学生が少なからずいます。そし
て、自分が今、履修している授業の内容が、さ
らに先の授業にリンクしているということにも
気づかない学生も居ます。今学んでいることが
どのように発展し得るのか、そして社会に出て
どういかせるのかを認識させることは重要です。
その授業を越えた知識のリンクの手段の１つと
して、テストを“持ち込み可”にしました。た
だし、「Ａ4片面手書きのシート１枚のみ持ち込
み可」という条件付きです。この持ち込みシー
トには次のような３つの効果があります。①講
義の途中でわからないことがあっても、学生は
持ち込み可のテストなので、あきらめずに頑張
る意欲を持ち続けることができる、②持ち込み
シートをつくるために学期末に再度学んだ内容
を復習する、③Ａ4片面手書きという制限があ
るので、学生は要点を要領よくまとめるために
どれが必要でどれを削るべきかを真剣に考える。
学生のなかには、３年次以降の発展的な科目
においてもこのシートを持ち歩いて役立てる者
も多いですし、卒業後、教員になった学生が自
分の授業に生かすために使っているという話も
聞きます。積み上げた知識を発展的に使ったり、
社会に出て学んだことを役立てることができて
いると聞き、とてもうれしく思っています。
　今後は、授業で学んだことが日常生活のさま
ざまな場面でどう活かしていけるのかを知らし
めるため、私自身も日頃から実際の生活でいろ
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いろなことに注意を払い、その成果を授業改善
に活かしていけたらと考えています。

司会
　川﨑先生、貴重なお話、どうも有り難うござ
いました。知識の積み上げでは、最初が肝心だ
ということですが、１年生ではなかなか難しい
面もあると思います。理解し積み上げる。今の
学生は聞いているだけになって、本当に理解し
たかどうか把握するのは教員でも難しいことで
す。授業を超えてリンクさせることも、持ち込
みシートの工夫が最終的に知識の発展につなが
るという話も興味深いものでした。では、次は
スポーツ健康学部の林先生に「保健体育課教員
養成─教育実習経験者・未経験者における相互
参加型演習の試み─」というテーマでお話いた
だきます。では、林先生、よろしくお願い致し
ます。

話題提供
「保健体育課教員養成─教育実習経験者・
未経験者における相互参加型演習の試み─」
林 園子

（スポーツ健康学部 助教）

　今回、授業の工夫として紹介するのは、保健
体育の教員免許状取得に当たっての授業の取り
組みについてです。その前に、まず本学全体
の教員免許状取得状況についてお話しますと、
2014年度の取得者は約315人で、社会科が最も
多く、英語、数学、保健体育と続いています。
本学部は一学年170人前後の小規模な学部です
が、そのなかで毎年40-50人が教員免許状を取
得しており、他学部に比べて高い割合となって
います。

実習現場から上がってきたさまざまな指摘

　４年次に学校現場で行われる教育実習は教員
免許状取得のためには必須で、学生にとっては
最大の山場でもあります。教育実習では、これ

まで授業を受ける側だった学生が“教える”立
場になります。初めての体験だけに、学校現場
の指導担当教員の先生方からさまざまな指摘を
受けることも多く、トラブルも発生しています。
主な指摘として、①実習時の規律が守れない：
時間や提出物が遅れる、指導教員の指示、先生
方への連絡・確認などを忘れてしまうなど。②
教科の指導力量不足：なかには運動部活動の指
導をしたいので教育実習に行くという学生もお
り、肝心な教科に関する指導の力を身に付ける
ことがおろそかになっているなど。③他の就職
活動との調整ができていない：実習期間中にほ
かの企業などの面接が重なってしまい、実習を
欠勤したり、欠勤したいと申し出てトラブルに
なったりというケースなど。④誠実さ・熱意の
不足：そもそも教員免許取得の目的が履歴書の
取得免許の欄に書けるから、といった目的意識
の薄い学生もいて、真剣に教員を目指す態度が
見られないなど。といったことが挙げられてい
ます。
　本学では、教育実習に関する科目として、実
習の準備をさせる、教員免許を取得する理由を
再確認させることなどを狙いとした『教育実習
事前指導』、実習を振り返り、教員免許状取得
に活かす『教育実習事後指導』、それに『教育
実習』を一括りにして単位化しています。今
回ご紹介するのは、この『事前指導』『事後指
導』で実践している取り組みです。

３年生・４年生、ともにメリットが大きい

　３年次秋学期の『事前指導』は１クラス20
～ 25人ほどで、毎回２人の学生が先生役となっ
て模擬授業を行います。また、教育実習の計画
書に当たる「学習指導案」の書き方をマスター
するのも大きな目的です。一方、先ほどお話し
したように『事後指導』は、実際に経験した教
育実習を振り返り、今後に活かすのが狙いです
が、その振り返りの方法として、これから教育
実習を迎える３年生の準備をサポートさせては
どうかと考えました。というのも、私自身、公
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立高校で９年間、保健体育の教員をしていたが、
その経験で得た偏ったノウハウというものを伝
えて、私の色に染めることは絶対にしたくない
と思っていたのです。私の経験やケースを話す
よりも、数か月前に経験した４年生のフレッ
シュな内容、直に実習先の先生から学んだ授業
づくりの工夫、指導案の書き方などを４年生か
ら３年生に伝えてもらったほうが明らかに３年
生にとって刺激になるのではないかと考え、こ
うした場を設定したのです。実習経験者と未経
験者が関わることで、３年生は教育実習の重要
性を再認識し、来たるべき実習への意識を高め
ることができる。一方、４年生は３年生の手伝
いを通して改めて教員としての資質・能力を確
認し、実習経験を今後の教員採用試験や教員と
なった後の生活に、より効果的に活かすことが
できるといったように、双方にとってメリット
が大きいと考えたのです。
　まず、３・４年生は事前指導・事後指導が行
われる秋学期の前の７月に、90分ほどかけて顔
合わせし、これからの流れを確認します。３年
生は夏休み中に学習指導案を作成するという課
題があるので、その立案ポイントを４年生から
アドバイスしてもらい、夏休み期間中に作成し、
指導役の４年生に送ります。４年生は秋学期の
事前指導の初回までにチェックし、訂正すべき
点は赤を入れておきます。事前指導の初回と２
回目は、それを基に班ごとに指導案添削が行わ
れます。夏休み中に作成した指導案は頭のなか
でのイメージをそのまま文章化したものが大半
なので、４年生と共に実際に担当するグラウン
ドやフィールド、プール、柔剣道場などに足を
運び、自分の目や手で教場の広さ、ボールや
マットといった用具の個数・大きさなどを確認
することで、指導案に無理がないか、修正すべ
き点はどこかを再度チェックしていきます。
　３回目以降は体育実技８回、保健の授業４回
程度のペースで模擬実習を行っていきます。授
業担当日には４年生はその場で授業を観察し、
終了後、直ちに全員の前で講評を述べます。自

分の担当日以外には３年生は全員、４年生も一
部生徒役となって授業に参加しますが、ここで
４年生にはよりリアルな生徒役を演じてもらう
ようにしています。というのも、そもそも本学
部の学生たちは皆運動が得意で、先生役になる
べく負担がかからないように真面目な生徒役を
演じようとしますが、実際には学校には運動が
得意・不得意、好き・嫌い、体力がある・な
い、落ち着きがある・ないなど多様な生徒がお
り、それぞれに臨機応変に対応していかなけれ
ば授業が成り立ちません。そこで、４年生には
自分が実習先で出会った、特に目に留まった生
徒、苦労した生徒などを演じてもらうよう頼ん
でいるわけです。模擬授業終了後には、その日
の授業の指導案と授業を見た感想やアドバイス
を記入する評価シートを渡し、率直に評価して
もらうように図っています。では、ここで、実
際の模擬授業の様子をご覧ください。
　この相互参加型演習に参加して、３年生は

「教育実習は生徒と触れ合える楽しい機会だと
思っていたが、そんな甘い認識では務まらない
と実感した」、「４年生の厳しい指導のおかげで
教育実習を乗り切る覚悟ができた」という感想
が寄せられ、４年生からは「もっと意欲や謙虚
さを持って取り組んでもらいたい」という要望
や、「３年生の意欲を喚起させるためにどうす
べきか真剣に考え、自分にとってもいい勉強に
なった」といった感想がありました。彼らは、
実習時間だけでなく、プライベートでもいろい
ろな場面で交流を深めているようで、この試み
は概ね成功だったと思っています。そして、学
生同士が互いに教え合い、学び合うことは、法
政大学の教育の質向上に寄与するものと自負し
ています。これからも、情熱のある教員を数多
く送り出すべく、私自身も学生の力を借りなが
ら、よりよい授業を形成していきたいと思います。

司会
　林先生、少ない時間のなか、有難うございま
した。文系・理系問わず、多くの学生が教育実
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習に行きます。その現場での事前指導・事後指
導のなかで、３年生・４年生の相互参加型のメ
リット、これは法政大学の教育の質の改善を含
めたところのピア、仲間同士の教え合い、学び
合いに通じると思います。では、最後に話題提
供の４つ目として「Webテストを活用した基
礎学力の向上」を廣津先生にお願いしたいと思
います。廣津先生は、今年度学部長でご多忙の
ため、お願いしづらかったのですが、快く引き
受けてくださいました。理系ならではの取り組
みを、私も楽しみに聴かせていただきたいと
思っております。では、廣津先生、お願いし
ます。

話題提供
「Webテストを活用した基礎学力の向上」
廣津 登志夫

（情報科学部 教授）

　情報科学部の廣津と申します。今日は「Web
テストを活用した基礎学力の向上」ということ
についてお話したいと思いますが、先ほどの川
﨑先生のお話も、本学部と共通する点が多いと
興味深く伺っていました。
　情報科学部は2000年に開設され、教員は24
人で学生が650人くらいの小さい学部。学力層
は中の上か中くらいのところです。開設当初は
優秀だったが、2000年代の半ばに急速に学力
が落ち、最近は必死になって回復しようとして
いるという状況です。
　さて、情報科学部では 2009 年から 2011 年
までの２年間、文部科学省の教育 GP を取得し
た「高度情報処理技術者を目指す学習力の育
成」というプログラムに取り組んできました。
それに加え、2014・2015 年にはカリキュラ
ム改革を行い、新カリキュラムによる教育が
スタートしました。ここでは、それに伴って
始めた授業の工夫を紹介していきたいと思い
ます。

「ゆとり教育」と「用意され過ぎた教育」の
弊害

　情報科学部でも、知識がなかなか定着しない
という悩みを抱えていました。基礎知識の欠落
は、高学年次で学ぶ後段科目を学ぶための基礎
ができていないという深刻な問題につながりま
す。先ほど、川﨑先生からも積み上げが重要だ
というお話がありましたが、理系学部は特に低
学年次の前段科目で後段が決まってくるため、
積み上げがとりわけ重要で、基礎知識の不足は
致命傷になりかねません。同時に、中の上・中
クラスは同じことを教えた時に理解度が極端に
違い、扱いが非常に難しいという問題もありま
した。基礎知識の定着の悪さを、ある教員は

「すべてにおいてボンヤリとした理解をしてい
る」と表現していました。これでは後段科目へ
とスムーズに進むことができないため、必然的
に授業に対する満足度も上がってこないことに
なります。さらに困ったのは、理解不足のため、
どの科目をどう体系づけて学んだから知識が得
られたという達成感がないということです。そ
のため、時間割を組むにしても、この日を開け
たいからこの授業は取らないといった後ろ向き
の組み方をすることになってしまう。カリキュ
ラムというものは、ある体系を持って組んでい
るわけで、前段の知識なしに後段の科目を取っ
ても理解できるわけないため、さらに満足度が
下がってしまうという負のスパイラルに陥って
しまうことになるわけです。プログラミングの
試験を行っても、情報科学部なのでプログラミ
ングへの関心は高いと思われるかもしれません
が、合格ラインの 60％に到達しない学生が少
なくなかったのです。
　こうした状況を何とか打破しなければならな
いと教員同士で話し合った結果、導き出された
のは「この科目を何のために学ぶのかわかって
いない」学生が多いのではないかということで
した。特に、基礎科目は高学年で作成するCG
やさまざまなアプリケーション、ネットワーキ
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ングサービスなどとの関連がよく見えない授業
もあるので、よけいに学ぶ目的が理解できない
のではないかと。もう一つ考えられたのは、基
本概念を理解して、それを積み上げて何か問題
を解こうという姿勢ではなく、とりあえず覚え
ておこうという意識がかなり強いのではないか
ということでした。これは、ゆとり教育の弊害
ではないか、知識を“詰め込まない”を、“訓
練しない”と読み違えてしまった結果ではない
かと思われたのです。理系の基礎科目はトレー
ニング的要素が不可欠なため、これでは知識が
蓄積されていきません。さらに、“用意され過
ぎた教育”ということも問題になりました。最
近の小中高校では先生がプリントを用意し、そ
れをノートに張り付けて、そこに先生の話した
内容を書き込むというスタイルが取られている
ケースが多くなっています。プリントをもらっ
てそこに何かを埋めたことでわかったように気
になってしまい、自分で基礎から理解して知識
を積み上げていくプロセスが欠如しているため
に、理解が進まないのではないかということで
した。

カリキュラムマップと基礎力認定試験の
導入

　このような学生の現状に対応するため、情報
科学部では、まず学ぶ意義を理解させるために
体系的なカリキュラムマップを作成しました。
また、知識の定着を図るトレーニングとして

「基礎力認定試験」を導入することにしました。
また、授業についても、情報科学部だから情報
機器を駆使していると思われがちですが、私の
授業ではあえてノートを取らせるようにしてい
ます。資料も配らないし、レジュメも渡しませ
ん。この作業を怠ると、自分のなかで習ったこ
と、覚えたことを消化して理解するというプロ
セスが回らなくなるからです。
　さて、基礎力認定試験ですが、この学部にこ
こ10年間に着任した教員が中心になって取り
組んでいるものです。先ほどお話した教育GP

が2009-2011年度まで行われたわけですが、情
報科学部では学生サポートのピアサポートシ
ステムをずっと走らせていて、今日話すMTと
いう試験はこの取り組みの中で出てきたもの
です。当初はMRと呼んでいましたが、最近は
MT（マスタリーテスト）と呼んでいます。目
的は、各々の科目で最低限身に付けるべき内容
をしっかり理解し、知識の定着を図ることにあ
ります。合格点は高めに設定し、標準の６割
ではなく、85-90％得点できなければ次に進め
ないようにしています。ぼんやりわかっている
だけでは、とても合格点は取れません。この試
験を行ったことで、期末試験ではある程度レベ
ルの高い問題を出せるようになりました。ただ、
このような試験を導入するには学部レベルのサ
ポートが必要です。情報科学部では、FDとい
う時間を設けて、ここに認定試験を組み入れた
り、個別の学生指導に充てたりしています。
　試験を導入するには、当然のことながら授業
計画を練り直す必要があります。試験前までに
は、これだけは理解しておいてほしいという内
容をすべて終えていなければなりませんし、試
験終了後は速やかに結果を出さないといけませ
ん。スタートした年は紙で行っていたのですが、
教員だけでなく、院生のTAをフルに動員して
も、採点結果を出したり、各設問の理解度を測
るために統計を取ったりするのに相当な時間が
かかる。そこで、翌年から授業支援システム
を使用することにしました。現在は、Moodle
というCMSを学部で運用しており、それを活
用して試験を実施しています。これだと、採点
が自動で行えるうえ、統計もすぐに取れるので、
負担はかなり軽減されました。想定される欠点
としては、まず今時の学生はSNSやPCが使え
るし、いろいろな参照ができてしまうのでそこ
をどう守るか。ここは我々専門なのでどうにか
しようと。もう一つは、選択式のテストにして
本当に理解が測れるのか懸念したが、いろいろ
なレベルの問題を用意したうえでWebテスト
をやって似た傾向の結果が出ることを確認した
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のであまり困っていません。選択肢の中に正し
いものがないという答えを含めておいて、それ
が本当に答えになるものをたまに入れておくと、
学生が本当に理解しなければ正答が導き出せな
いので、紙ペーパーテストと大差ない結果を得
ることができました。その後、プログラムの自
動採点システムを採り入れたりもしています。
　小金井の情報センターの端末はネットブート
といって、起動サーバからすべてブートするよ
うになっています。そこに試験用のOSイメー
ジを用意してあって、このイメージには特定の
サーバしかアクセスできない、特定のアプリ
ケーションしか動かないという設定がかけてあ
ります。そのために、例えばマトラボやマセマ
を使って試験をやりたいという先生がいらっ
しゃったら、それを入れそれだけ動くようなイ
メージも用意してあります。
　この試験は、一番多い時は５科目くらいやっ
ていましたが、今は１年生通期で４科目、２
年生が１科目くらいで落ち着いています。現
在は、MTの試験だけで合格レベルと認定し
ないことにしています。というのも、MTに
合格したらもう勉強しないという学生も見ら
れるからです。期末試験と連携したり、試験
回数を多様化したりするなど、さまざまな形
のアプローチをすることで、多面的に学生の
知識の定着度を測り、知識の抜け落ちがない
ように配慮しています。

司会
　すべてにおいて「ぼんやりとした理解」とい
うのは、教員として非常に心苦しいところだと
思います。その原因として、私も普段思ってい
ることですが、廣津先生が御指摘された「用意
され過ぎた教育」というのは現在、さまざまな
高等教育現場で問題になっていることの一つだ
と思います。こうした状況を踏まえての情報科
学部のお話はとても参考になりました。廣津先
生、有難うございました。
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2016年９月2日（金）　13：00 ～ 17：00
法政大学 市ケ谷キャンパス　外濠校舎 ４階 S407 教室

開会の挨拶
佐藤 良一 

（法政大学 教育支援本部担当常務理事）

　今日は、あえて逆説的に「なぜ？」と思わせ
るような、言い方をします。途中で怒る人がい
るかもしれませんが、それは僕の意図で、変に
曲解しないでください、と、はじめから言い訳
をしておきます。
　本日設定されたテーマはご覧の通り、「教学
マネジメントを担う大学職員の可能性 －大学
職員の持つべき資質、技能、能力は何か－」と
いうものです。提示された問いというのが「教
学マネジメント推進のために職員に期待される
役割とは何か、求められる資質やスキルとは何
か」です。これについて、これから話し合っ
て研修しようということになっているわけで
す。このテーマを私なりに捉え直した時にどう
いう問いに言い直されるかということを考えま
した。結局は「大学は誰のものか」ということ
になると思います。これはどういう意味かとい
うと、「大学という組織は会社か？」と問われ
たとき、当然、いろいろな答えがある。一面で
は「イエスだし、一面ではノーだと。ただし、
大学イコール会社」と100％と思っている人は、
ここにはほとんどいないだろうと思っています。
“yes and/or no”という時の“and/or”をどう
考えるかが、今日の研修の眼目なのではないか
というのが私の考えです。
　会社の理屈とは何かを改めて考えてみると、
利益、利潤追求を主目的にして効率を上げ、生

産性を上げるということを目指して会社は成り
立っている。まったく同じように大学をとらえ
ることができるかというと、とらえることはで
きないし、とらえてはいけないというのが私の
立場です。

マネジメントという言葉で思考が制約される!?

　「つかまされた言葉で思考が制約される!?」。
これは、初めに言ったように、皆さんから反感
をもたれるかもしれないということの一つがこ
こにあります。「つかまされた言葉」とは何を
指しているかというと、「マネジメント」とい
う言葉を使った途端に、その言葉によって思考
が制約されるということです。通常、マネジ
メントというと、それと共に使われる言葉とし
て「パーソナルマネジメント」とか「タイムマ
ネジメント」等々、管理する、あるいは人間の
グループがあったときに階層づけるという発想
がある。このように、マネジメントをとらえて
しまうと、それによって思考が制約されてしま
うのではないか。そんなことはないという人も
いるかもしれませんが、あえて言いました。大
学経営やFD云々をすすめる人の間では、総じ
て「教学マネジメント」という言い方が当たり
前になっている。ネットで調べればたくさんの
ページが出て来るし、今回のチラシの最初のと
ころに、中教審の一部が引用されていて、そこ
でも大学経営という言葉が使われている。それ
を全面的に否定するということを言っているわ
けではなく、そこからどういう問題を引き出
すかということが研修の眼目ではないかと考

法政大学　第16回FDワークショップ
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えていますし、考えてみましょうということ
です。私の大好きなアップルのコピー“Think 
Different”。「考えを変える」ということをし
なければいけないのではないかというメッセー
ジです。
　法人組織・大学職員・肩書・担当業務・性
別・年齢という与件がある。これらは皆さんが
身にまとっているものですが、これらに制約さ
れて日々の業務を行っており、そのことで批判
されるべきことは一切ない。当然、本来すべき
ことであるし、それを100％、120％遂行すると
いうことは素晴らしいことですが、そのように
制約してしまっていいのでしょうか。私も今、
常務理事という肩書がついていますが、私は二
重人格です。つまり、この組織のなかの人間で
あると同時に、外側の人間でもある。大学でも
法人と教学という言い方をしますが、私は経済
学部の教員なので経済学部の教員であると同時
に、常務理事という仕事もしているということ
があります。この２つの間に存在する壁という
のはかなり強固だ、というのが二年半の経験か
ら私が実感としていだいていることです。大げ
さにいえばこれをいかに突き崩すかという試み
を私なりにやってきたつもりですが、かなりき
つい思いもしました。

「大学でしかできないこと」を考える

　その時に、マネジメントという言葉が意に
そまないであれば、どういう言い方をするの
か、ということを当然問われると思います。い
ろいろなアイデアがありますが、私が選び取っ
たのは「デザイン」という言葉です。あえて対
比するのであれば候補に上がってくるのではと
思いました。デザインという時に、教学という
ことで言うと、アカデミックということを考え
たうえでのデザインというものを皆さんの頭
に置いてもらう方が思考の制約でなく、広が
りが出るのではないかということです。その
際に、どういう風に、あるいは何を基礎とし
てということになるわけですが、２つの言葉を

出しました。一つは“Development”。もう一
つは“Dignity”です。“Development”という
時に、当然、職員だけでなく、教員も学生も生
徒もさまざまな人が発達する。誰が、何を、な
ぜ、どのようにということをすべて包み込む
形で“Development”という言葉を出しました。
そうしたものをデザインすることが、マネジメ
ントに代わる言葉として選び取る方が、広がり
が出るのではないかということです。そのさら
に下に“Dignity”と置いたのは、人間を対象
とする以上は人間の根本中の根本は何かという
ことですが、私が40年以上経済学をやっていて、
最終的に選び取った言葉が「尊厳」＝“Dignity”
です。つまり、経済システムの在り様を考える
にしても、それが基本中の基本にある。それを
中心に置きながら“Development”を考えるよ
うなアカデミックなデザインをすることが、皆
さんが考えるべきことないのではないか、と
定義づけました。その際に、「大学イコール会
社」かという言い方をしましたが、そうでない
と考えるとすると、考えなければならないこと
は、「大学でしかできないこと」、あるいは「大
学だからできること」を考えるということで
す。会社の基本原則が競争、利潤原理だとす
るならば、それに沿って考えるのでなく、あ
えて同じ言葉で言うと、協力して創造すると
いう意味での競争、コンペティションではな
いものを原理としておかなければならないの
ではないかということです。

カルチャーに基づいたコアを持って協働する

　今回の研修のキーワードとして「教職、協
働」が謳われています。近藤部長がつくってく
ださった、皆さんに配布されている３ページつ
づりのレジュメがありますが、それを仔細に読
むと、他大学の状況を知らせている文書のなか
に「教職、協働」という言葉が３回出てきてお
り、キーワードだということがわかる。その際
に、先ほど皆さんを制約している壁が強固だと
言いましたが、それを壊さなければいけないと
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いうことです。そこに風穴を開けていかない限
り、両者が協働することなどあり得ない。それ
がなぜ必要なのか。境界を超える、越境するア
スピレーション（Aspiration）、つまり熱意を
皆さんがどれだけ持っているかということです。
日常業務をきちんとこなすということだけに終
始するのであれば、こういう発想は出てきませ
ん。こうした発想を持てるかどうかが試金石だ
と思います。
　その時に何が必要か。私は「コア」と「カル
チャー」という言葉を選びました。「コア」と
いうのは、今は大学職員という立場ですが、人
としてこれだけは自分の中心に置きたいもの、
それは全員に等しく適用されるものもあるか
もしれないが、基本的にはそれぞれ持ってい
るコアは違うはずです。そうしたコアを持つ
ことが、アスピレーションにつながる。ただ
し、そのコアは思い付きのものではあってはい
けない。あくまでも、幅広く深い教養に支えら
れたコアであることが求められている。さら
に具体的に言うと、今はショートメールという
ものが流行りですが、あのようなものを使って
いる限りは文章を書く力や構想する力は全く身
に付かない。日々、文章を書くということを意
図的に、繰り返し練習することがコアの形成に
役立つということです。その時にそこで得たも
のを自分の知覚のなかに閉じ込めるだけではダ
メで、あくまでも express、外に押し出す、表
現することが、カルチャーに支えられたコアで
もって生み出されたものを共有することの意味
がある。共有するためには外に押し出さなけれ
ばいけない。表現する必要があるということで
す。ただ、言いっぱなしでは意味がない。併せ
て求められるものとして「アカウンタビリティ

（Accountability）」がある。それは自分が話し
たことに対する責任を負うという意味もあるし、
話されたことに対してどのように答えるかとい
う意味での「アカウンタビリティ」もあるはず
です。両方の意味での「アカウンタビリティ」
を確保しながら express することが今、皆さん

に求められています。教員、職員、学生、生徒、
校友を中心として、あらゆる人々が共同して新
たな社会を創り上げていくというアスピレー
ションを持つことが〈支え合い〉を創り上げて
いくための必要条件ではないかということです。
　ただ、その際、今回も「教職、協働」という
ことが前面に出ていますが、「大学イコール会
社ではない」という立場からすると、そのよう
な考えでは狭すぎる。それをどのように社会に
つなげるかということが重要です。大学という
場を考えてみても、研究の場があって、学ぶ場
があって、職員が働く場があるわけですが、一
歩外に出ると、大学を包み込む市民と呼ばれる
さまざまな人がいて、彼らとの交流ということ
もあるし、これら三者の交流もあるかもしれま
せん。これらを社会の縮図というように考える
のであれば、「教職、協働」の関係を社会に広
げていくことを考えるべきではないかというこ
とです。今回の研修において定義された問いに
対してどう答えるか、それは期待される役割
だったり、求められる資質ということなわけで
すが、私なりの答えは大学はあくまで〈社会的
存在〉である。そのなかで将来の社会を展望す
るときのあるべき人と人の関係というものが
あって、その関係というのは決してディバイド

（Divide）、分断されるものではなく、コーポ
レーション（Cooperation）、支え合い、分かち
合いというものが基本としてなければならない。

「教職、協働」と言うように語るとき、単なる
大学という場での協働関係ではなく、社会全体
を包み込む人と人の関係を示すくらいの気概で
この「教職、協働」という概念を位置付け直さ
なければいけないのではないでしょうか。単な
るスローガンとしての「教職、協働」ではなく、
実のあるものにするためには、揺るぎないコア
を一人ひとりが持つことが求められるというこ
とです。
　私が考えているキーワードとしてアスピレー
ション、アカウンタビリティ、境界という意味
でのバウンダリィ、カルチャー、ディベロップ
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メント、ディグニティ、エクスプレッション、
さらに続けていくとフレキシビリティ、フェア
ネス、フリーダムという言葉が出てくるはずで
すが、それらを勘案しながら自分のコアが何な
のかを考えることが重要だということです。私
が好きな言葉で、僕が敬愛する経済学者の宇沢
弘文さんが「人々が人間的な尊厳を失って惨め
な生活をしなければならないような状況に追い
やられているのを見て、それを何とかして救済
し、あるいはそういうものを生み出す制度を変
えていく。それを考えるのが経済学の任務であ
るはずですが、それは同時に社会的正義だから
です」といっていますが、この「経済学」を

「大学」に置き換えることもできるし、他の言
葉に置き換えることもできるはずです。ここに
述べられていることをしっかり受け止めること
がとても重要だということです。
　無意識に、あるいは意識的に引いている境界
線を超える試み、そして、知らず知らずに自分
を閉じ込めてしまっている思考枠を破壊し、試
みに挑戦する。先ほどデザインという言葉を使
いましたが、創造するというのが今日の研修の
目的ではないかということです。最後に、この
２年間「教職、協働」を私なりに試みてきた経
験から判断すれば“You Can Do It”、皆さん
には成し遂げられるという確信があります。た
だし、それは今の段階ではポテンシャリティに
過ぎないので、それをリアリティに変えていく
ためには日々さまざまな努力をしていくことが
大事だと考えています。本日はそのための重要
な時間だと思いますので、夕方まで長い時間に
なりますがていねいに過ごしていただければと
思います。
　続きまして基調講演となります。本日ご講演
いただきますのは、加藤毅先生です。加藤毅先
生は、平成３年３月、東京工業大学大学院修士
課程修了後、東京工業大学でのご勤務を経て、
平成９年４月、筑波大学にご着任。現在、筑波
大学 大学研究センター准教授を務めていらっ
しゃいます。ご専門は高等教育、特に大学マネ

ジメント、高等教育政策、社会調査法で現在、
筑波大学の履修証明プログラム。こちらは社会
人向けのプログラムとなりますが、大学マネジ
メント人材養成において、大学のマネジメント、
業務創造関連など多くの科目をご担当されて
います。本日ご講演いただくテーマは「教学
マネジメントの課題・アウトカム・基盤」です。
それでは、加藤先生、限られた時間ではござい
ますが、よろしくお願い致します。

第１部　基調講演
「教学マネジメントの課題・
　　　　　　　アウトカム・基盤」
加藤 毅 氏 

（筑波大学 大学研究センター准教授）

　筑波大学の加藤と申します。本日はどうぞよ
ろしくお願い致します。日頃から御校の近藤部
長にはいろいろとお世話になっていまして、御
校に伺う度、お話を伺う度に新しい発見があり
ました、非常に刺激的な機会を持たせていただ
いております。今回、こちらで話をするように
とのご依頼を受け、喜んで参上させていただき
ました。
　先ほどご紹介いただいた通り、もう少し補足
で説明すると同時に、本日の結論をあらかじめ
言ってしまった方がわかりやすいと思われるの
で、最初にご説明してしまおうかと思います。

自分の仕事の足元を見つめてみる

　私は高等教育や大学マネジメントの研究をし
ていますが、研究するには何らかの方法的な基
盤が必要で、それは『教育社会学』という社会
学の一つです。社会学とは何かというと、あま
りに拡散しすぎていて人によって言うことが違
うと思います。そのなかの一つでしかありませ
んが、結局「事実は小説よりも奇なり」という
ことなのですね。世の中でこういうことが起き
ているのではないか、こうではないのか、とい
うことで想像をたくましくすればいろいろな可
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能性を構想できるわけですが、いろいろと事前
に調べて考えていって実際に世の中で何が起
こっているか見てみると、想像を超えた非常に
面白いこと、変わったこと、深いことが起きて
おり、現実の出来事は想像を超えているという
ことが多々ある。だからこそ、現実に起きてい
る創造を超える出来事をいかに描写するか、い
かに理解するか、社会学はそこが学問として問
われるところではないかという構造になってい
るのではないかと思います。
　なぜ、こういうことを申し上げるかというと、
そうした社会学の観点から大学の職員の方が今、
どのような状況に置かれているのか、どういう
仕事をしているのかということについて、これ
までかなりの数のインタビューや訪問調査をし
てまいりました。そこで、いろいろなことがわ
かってのですが、皆さんの立場に立って申し上
げると、一番大事なことは恐らくいろいろな難
しい状況にあって、これから大学が一体どうな
るのかとか、自分の仕事がどうなるのだろうか
とか、自分のキャリアをどのように形成してい
けばよいのかといったことを真面目に考えれば
考えるほど隘路にはまるという状況におられる
方も少なからずいらっしゃると思います。私の
感想、ほぼ確信ですが、皆さんが仕事をするな
かで、何がしか自分なりに考えて、自分なりに
工夫をして行動しよういうことを必ずやられて
いると思います。結局、自分の仕事の足元を見
つめることだと思います。自分の行っている仕
事の見方を少し変えてみたり、考え方を変えた
り、アプローチの仕方を変えてみたり、といっ
たちょっとしたことを積み上げていくと、気が
ついたらすごいことか出来ていた、すごい仕掛
けが組まれていたといったことが多々あります。
そこの部分にうまく取り組んでいけば、いくら
でも価値を生み出すことができるし、結果的に
教職、協働につながることも少なくありません。
今取り組んでいる仕事の延長上で、少し考え方
を変える、工夫することで、いくらでも道は開
けていきます。というのが私の結論なのですが、

それだけだと説明不足なので、その中身をこれ
から説明していきたいと思います。

ますます多忙になっている大学職員

　理論編、実践編と少し硬い表現になっていま
すが、あまり気にしないでください。最初に今、
大学で何が起きているかということですが、最
も言えることは、かつてと比べると大学の職員
の方がすさまじい勢いで多忙になっているとい
うことです。若い方のなかはこういうものだと
思っている方もいらっしゃるかもしれません
が、５年、10年刻みで見ると、相当な勢いで忙
しくなっていると思います。そのために、どう
しても疲弊してしまうケースが起きている。本
日の教学マネジメントということに関して述べ
ると、矢継ぎ早にこれをしなさい、あれをしな
さいというリクエストが次々に来ていて、それ
をキャッチアップするだけで忙殺されてしまう。
何かをしようと思うと、関連していろいろな形
で、いろいろなところで調整しなければならな
い作業が沢山ある。しかも、それは今までやっ
ていない新しいことだったりすると、さらに大
変で、本当に仕事に追われてしまうということ
になります。
　忙しさにかまけて状況に溺れてしまうという
ことであれば、まず自分はどこにいて、何をし
ているのか、溺れている自分を鳥瞰することで、
なぜ溺れているのかがわかれば少し次の活路が
見えてくるのではないか。なぜ混乱しているの
か、なぜわからないのか、その辺りをまず解い
ていきましょう、というのが理論編です。今の
大学職員の方の仕事をめぐる環境を見ると、溺
れてしまうことも無理からぬところも少なから
ずあるのですが、その構図がわかれば泳ぎ切る
ことができるだろうということです。
　理論編ですが、５つの視点ということでここ
に掲げている通り、総長というのは非常に多面
的であると。質保証（?）やバランスの議論が
一体どうなっているのかというところですが、
実際にはねじれています。そのねじれがわかり
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にくくしているのです。であれば、どこがどう
ねじれているかがわかれば、よくわからなかっ
た、そのわからなさが氷解する。理事会と学長
の関係性、これも非常にわかりにくい形で出て
きているんですね。しかし、問題のある程度大
きな枠組みがわかってしまえば、難しい問題で
はありますが、実は混乱するようなことではな
い。何が難しいのかがわからないというのが今
の状況だと思いますが、そこは解けるだろうと。
そして、教学マネジメントの意味が恐らく変
わってきているだろうというところも見ておく
必要があるでしょうし、最後に外的な条件整備
と自律的な達成、この辺りも混乱しているとこ
ろがあるのではと思われますが、こうした混乱
を解くことができると、なぜ今、何をやってい
るのかわからないという状況を少し落ち着いて
整理して見て、自分が今どこに立っているのか
がわかるのではないかと思います。それが２番
目の理論編でやりたいところです。３番目の実
践編では、最近IRという言葉がよく言われて
いて、聞いたことのある方もいらっしゃると思
いますが、IRには問題もたくさんあって、SD、
職員がこれからどうやって成長していくかとい
うことがかなり大きな問題になっているにも関
わらず、今、日本の大学の職員がどういう状況
にあるのかということが、ほとんどきちんとし
た形で調査されていないんですね。そこを少し
調べると、いろいろなことがわかってきました。
それで何ができるかというと、現状がどうなっ
ているかを整理したうえで、現状の延長上にど
ういう形で活路を開くことができるか、という
議論ができるのではないか、というのが実践編
の眼目です。

マイクロマネジメントが職員を疲弊させる!?

　まず、「疲弊する現場」ということで６点挙
げました。実際に皆さんのなかでこうした業務
を直接担当している人もいれば、周りで見てい
る人、遠いところにあるという方もいらっしゃ
ると思いますが、１つ目は「大学のガバナン

ス」です。大変大きなテーマで、このことに関
して非常に多くの仕事が発生して、ここに関わ
る方は大変な目にあわれているのではないかと
思います。審議のまとめということで大学へ
のメッセージということが出ていると思いま
す。こうしたものは既にご覧になっていると思
いますが、このメッセージにはいろいろなこと
が書いてありますが、ここには学長と理事会の
位置づけが難しいといったことも書いてありま
す。理事会と学長だけではなく、教授会と理事
会、教授会と学長といった辺りについても、そ
んなに簡単にスムーズにいくわけではなく、重
要なことを決めたり、状況が変わったりすると
きには、両者の間で難しいことが起こるだろう
ということは当然書いてあります。しかし、い
ろいろな答申が出ていて、さまざまなことが言
われているが、それは遠い世界であまり関係な
い事柄なのですが、こうしたものを受けて、内
部規則の総点検や見直しといった業務をするよ
うにという指示が降りてくる。そこからが大変
になるわけです。
　多くの大学で規則の見直しを担当した方が非
常に大変だという話を聞きます。非常に細かい
指示がくるわけで、これを担当しなければなら
ない。これが実際の業務に反映してくる事柄な
わけです。大きな答申の話があり、理念的な話
はあるのですが、実際に降りてくる仕事は非常
に細かい指示に対応するというのが大きな仕事
になっていて、それで非常に大変な目にあって
いると。たぶん、このなかにもそうした業務を
なさった方がいらっしゃると思いますが、これ
が非常に難しい事柄を生んでいるのではないか
ということです。「マイクロマネジメント」と
いう言葉がありまして、非常に細かい事柄を指
示してくるということですが、なかなか良い日
本語の定義がなかったので、ウィキペディアか
ら持ってきましたが、「監督者である上司が部
下の業務に強い監督・干渉を行うことで、否定
的な意味で用いられる。それをすることによっ
て、意思決定について部下に任せないで、とに
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かく部下としては細かい事柄を指示されてそれ
をやれという形になってくる」と。今の状況を
見ると、規程の見直しであれば、「ここをこう
直せ、この文言はどうだ？」という細かい話に
ばかりなってしまって、大きな話は飛んでしま
うわけです。しかも、細かい上に仕事量も多く
て大変になってくる。ベースにはガバナンスと
いう大きな話はあったが、実際に仕事としてく
るのは、非常に細かく、膨大な、しかも面倒な
話だったりする。その結果、何が起きるかとい
うと、細部に及ぶ具体的な指示があり、それに
対応しなければならない。これはかなり大変な
ことであります。そうすると、本来、なぜそれ
をしなければならないか、目的は何か、という
本質的な問題を考える余裕がなくなってしまい、
考える仕事からだんだん遠ざかっていって、マ
イクロマネジメント、指示から細かい事柄をこ
なすという仕事が、これから教学マネジメント
では増えてくると思われますが、既に実際には
こうしたことが起きています。

見方を変えれば自分の仕事の位置づけがで
きる

　これで終わってしまうと、何をしているかよ
くわからないということになってしまうわけで
すが、もう少し大きな目で見ると、これは当然
ながら今に始まったことではなく、大学ができ
た時から起きている本質的な問題が、たまたま
今日的な文脈のなかに現れているに過ぎないと
いうことなのです。学長、教授会、理事会とい
う構図は大学が存続する限り常にあるわけで、
このなかでいろいろな問題が発生します。今、
起きている規程の見直しは何かというと、形を
変えて定期的に現れる定番の問題の一つのバリ
エーションに過ぎないということです。これは
大きな枠組みのなかで起こるべくして起きてい
る事柄だと見ていくと、何が起きているかとい
う見通しが立つのではないか。今、自分がして
いる仕事の位置づけができるのではないかとい
うことです。ここまで見えてくると、とりあ

えず学長と教授会の関係について議論しかして
いないが、本来は規程の見直しというのはそこ
だけではない。複雑な関係のなかで常に緊張関
係というものがはらんでいて、状況が変われば、
学長と教授会にとどまらずに見直さなければな
らないことで、もう少し視野を広げて、規程の
見直し以外に、余力があれば、ほかにも改訂し
なければいけない規程があるのではないかとい
うことが見えてくるわけです。何かの機会に教
授会と理事会の関係が話題になれば、たぶんそ
の時に規程を見直せという話がピンポイントで
降りてくるはずです。その時に、いずれそうし
た指示が来るだろうということが予測できるの
で、今回見直しに従事していたら、その辺りに
ついても、余力があれば見ておけば簡単に対応
できるわけです。このように、今行っている仕
事の見方を変えれば、いずれしなければいけな
い重要な仕事があることがわかり、今から少し
ずつでも対応しておくと、後々、非常に役立つ
ということです。

疑問を持って仕事に向かう姿勢が重要

　次に、毎年行われている「大学における教育
内容との改革状況について」という調査で、８
月末くらいに発送するものなので、今年度はま
だ到着していないということですが、中身を見
ると、30枚のワークシートに回答しなければい
けない大変な、細かい調査です。この調査を見
ていくと、疑問に思われるさまざまな点があり、
いろいろな問題があるのですが、例えば、当然
ですが、IRに関する質問が６のCに「IRに関す
る取り組みの状況」という質問項目があります。
それを見ると、IRに関する説明があり、IRの
担当部署が大学内の組織でなく、法人直属の組
織として位置付けられている場合に本設問の
回答、つまり“IRがありますか？”という質
問に対して、「設けていない」という整理にな
るのですかというと、“その通りです”と書い
てあるわけです。これは何を言っているかとい
うと、IRは大学のなかの組織でなければIRで
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はありません。法人直属の組織であれば、それ
がいかにIR的なことをやっていてもそれはIR
組織としては認めませんと書いてあります。こ
れを見て「あれ」と思う人も多いと思われます。
こういうことは多々あったりします。この特に、
忙しくてそのまま流してしまうのか、「ちょっ
と待てよ」と思うか。ここが重要なことだと思
います。あるいは実際のIRの中身として、こ
こには学内の意思決定、認証評価対応、自己点
検対応等々AからKまで書かれています。これ
らを全部見るとわかりますが、ここに書かれ
ているのはいわゆる「教学IR」といわれるも
のです。教学IR以外のものは事実上IRとみな
していない。そういう調査になっているわけで
す。少し勉強すればわかりますが、IRは教学
に限るわけではないのに、なぜかこういう言葉
が入ってしまっている。そこで、少し考えてい
ただきたいわけです。これも「マイクロマネジ
メントの完成」と書きましたが、「細部に及ぶ
具体的な指示が含意する前提条件」、すなわち、
この調査にある細かい説明に書かれていること
は何か？ IRば事実上ですが、法人直属でなく、
大学内の組織でなければいけないという調査に
なっているところがあります。IR＝教学IRで
あると言わんばかりの調査になってしいまって
いるわけです。これを真に受けてはいけないの
ではないかと。細かい調査のなかに出てきてい
る説明、その前提はそういうものだと鵜呑みに
してしまうと大変なことになる。IRの定義と
いうのは、ある種の特定の政策的な議論のなか
でされているものでしかなく、限定的なもので
しかない。議論の立て方が変われば IRの定義
も変わるわけで、真に受けてはまずいわけです。
逆に言うと、こうしたものが出た時に、なぜ今、
教学IRだけが、あるいは法人直属のIRを除外
したIRだけが取り上げられているのだろうか、
という視点で見ていくと、いろいろなことがわ
かってくるのです。このように、いろいろなヒ
ントがこの調査のなかにはあるのです。

シラバスの内容を吟味する

　シラバスについても、こと細かに指示があり、
それに対応する方は大変な目にあっているので
はないかと思います。シラバスというのは、各
授業科目の詳細な授業計画、一般に授業名、担
当教員名、講義名称、各回ごとの授業内容、評
価方法基準、学習等について具体的に指示する
ものです。シラバスの機能として言われている
のが、事務的な連絡文書と法的な契約書、レ
ファレンス文書、学習指導書ということが言わ
れています。これらについて知っておけばシラバ
スについて細かい指示がきても、対応していけ
るが、それだとなかなか仕事の仕方を変えられ
ない、先につながっていきません。逆に、少し
見方を変えるだけでかなり違ってきます。具体
的に言うと、これからのシラバスは先に述べた
ような役割だけではなく、新しい役割を果たさ
なければいけないということが、少しずつ議論
されているということが答申などを見るとわか
ります。何をしなければいけないか？ 言われ
ているのが、学習指導における貢献、カリキュ
ラムの体系性を高めるといった観点から、シラ
バスをより発展させていかなければいけない
のではないかという議論がなされているので
す。こうした枠組みが出た時に、年度が変わっ
て、新しくシラバスにこのようなことを書き加
えるようにという指示が振られてきた時に、そ
れはどう位置づけられるか。図のように、綺麗
に位置付けられるわけです。例えば、「他の教
員によるチェックを受けましょう」とか、「学
生に対するフィードバックがなされています
か」「学生の評価がありますか」ということが
あった時に、それはここに書かれているような
新しい狙いがあって、それを実行するためにシ
ラバスの内容についても発展させていこうとい
うことになっているわけですね。つまり、これ
を見ると、何のためにしなければならないかと
いう目的がわかるわけです。教育の充実に向け
た課題を実現するために有効な手段として考え
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られるシラバスの機能の拡張、それをするため
に、こうした新しいことをしなければいけない
ということがわかれば、単にシラバスの項目が
付け加わって、それを先生方に変えてもらわな
ければいけない、ということから一歩踏み出し
て仕事ができるようなっていくのではないかと
いうことです。新しい仕事の意味がわかってい
ることか非常に重要で、それによって仕事が変
わってくると思います。これは「マイクロマネ
ジメント」ということだと思います。こういう
ことがわかると、教育の質向上という本来の目
的に向けて、状況が改善したのか、成果が上
がったのか、という評価をすることで、自分な
りにどういう方向で仕事をすればいいのかが見
えてくると思います。
　「私立大学等改革総合支援事業調査票」とい
う非常に細かい調査には、それぞれ点数がつい
ていて、これも毎年、調査項目が変わっていき
ます。平成25年と比べて、28年度はタイプ１の
位置づけが変わり、タイプ４が新設されたとい
うようなことがあるわけですが、もう少し細か
く見ると、平成27年から28年かけて、かなりい
ろいろ細かい部分で変化が起きてきた。この調
査で「これができていますか？」という質問が
あったとしたら、それは「これに対応しなさ
い」という意味に近いものですから、ここに書
かれているように、調査票を通じて、指示され
たあるべき方向性に向けて対応しなければいけ
ないということが、毎年次々に出てくるわけで
す。新しいことをしなければならないというこ
とは、いろいろな人にさまざまな負担を強いる
わけなので、簡単にできるわけではない。とい
うことで、本来の大きな目的から切り離された
細かい指示が振られてきて、それに忙殺される
ことになってしまうわけです。それをやってい
ると、本来の目的に意図が届かないという状況
下で、指示された外形的な整備の対応に追われ
てしまい、マネジメントを担ううえで、本来で
あれば仕事をするうえで考えてほしいことには
届かない。そうした循環に呑まれずに、自分な

りの足場を立てて、仕事の見方を変える、位置
付けを考えるというようなことができるかどう
かが、それが先につながる仕事になるか、流す
仕事で終わってしまうのかの分水嶺になってく
ると思います。

３つのポリシー、ＳＤなど難題が山積

　３つのポリシーというのも非常に大変な話で、
来年までのガイドラインが出されました。ご覧
になった方もいるかと思いますが、非常に細か
いことが書いてあります。これもあまりよくわ
からないもので、この説明でもって一定の作業
をしろ、ポリシーをつくれと言われても、そう
簡単にはいかない。いくら読んでも、本当のと
ころよくわかりません。例えば、教育課程ごと
に策定するのか、大学全体で策定するのか、ど
ちらでもいいと書いてあるが、それではよくわ
かりませんよね。大学のコースや特色を活かす
のか、社会に求められる能力というものを担保
するのか、２つは全く違う。専門能力を問われ
ているのか、汎用能力を問われているのか、こ
れも書かれている箇所や文章が違うことが書か
れています。出てくるタイミングや媒体によっ
て事実上違うことが書いてあります。知識その
ものが変わりつつある、何が社会にとって価値
ある知なのかが変わっているなかでそれを定義
しろ、というのはかなり無理難題だと言えます
が、それについては全く触れていない。質的転
換と質の保証もまったく違う事柄です。質的転
換、変えることはいくらでもできますが、保証
というのはまったく意味が違う。その辺りがど
のように使い分けられているのかかが、どうも
よくわからない。ある時は転換、転換と言い、
ある時は保証、保証と言っている。本来すべき
は質の保証だったはずですが、いつの間にか転
換に切り替わっていてよくわからないという状
況です。質の保証についても、大学が独自にす
るのか、分野別に行うのか、それとも外部の資
格試験、わかりやすい例で言うと、医師や看護
師の国家試験がありますが、何を持って保証す
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るのかということもかなり多岐にわたります。
どの段階で保証するかということについても、
そう簡単ではない。教育研究環境が整備されて
いるか、従来の質保証はこればかりでした。そ
のほかにも、教育のプロセスが管理されている
か、最近はこちらが多くなっています。GPA
などの評価もありますし、社会からの評価（典
型的なのは、就職活動で学生がどれくらい評価
されるか）等々、一体どの評価なのでしょうか。
また、「学長のリーダーシップの下に質の転換、
質の保証をしろ」ということですが、いくら学
長が優れた能力の高い方であっても、個々の細
かい専門分野の中身について判断できるかどう
かは、今日のように細分化したサイエンスの下
では無理な話です。そうすると、個別の専門性
のなかでされている保証について、学長が一体
どう関わっているのかもよくわからない。そし
て、この議論のなかでは、少なくとも私学に
おいては最終責任者は理事会であるはずです
が、学長しか出てきていない。このように、よ
くわからないことがいろいろあって、どれも基
本的には簡単に解けない問題なのですが、こう
いう状況のなかで細かいポリシー、具体的なポ
リシーを書けとなると、もう勢いで書くしかな
くなってしまいます。そういうことをしている
と、思考停止状態を強いられてしまうというこ
とになってしまいます。本来であれば、どれも
簡単に答えは出ませんが、仕事の質を高め、大
学を発展させていくためには、考え続けていか
なければならないはずの問題なのですが、これ
らを真剣に考えていると具体的な作業が進まな
くなってしまうわけです。具体的なポリシーの
文言を言われた通りに書けという圧力をかけら
れると、本来考えていかなければいけない、問
い続けていくべき事柄が置き去りにされてしま
うわけです。そういう厳しい状況にあるわけで
す。これも言ってみればマイクロマネジメント
の一つで、実質的な内容について消化不良のま
ま、とにかく形だけ整えるということになるわ
けで、そうすると、今の大学の質保証のなかで

出てきている一つの重要なキーワードは、「大
学の自主性」ということであるはずですが、自
主性はないがしろにされてしまいかねないわけ
です。よほど意識的に仕事の仕方を変えない限
り、次々に降ってくる仕事に何とか必死に対応
していると、悪い方向、悪い方向に向かってし
まうという厳しい状況に大学職員の方は置かれ
ているし、この傾向はますます強まるのではな
いかと危惧されています。
　SD（スタッフディベロップメント）につい
てもそうで、来年から義務化されますが、これ
もなかなか問題が多いのが事実です。文科省は、
SDとは何かと言うと、例えば調査を通じてこ
ういうことをしなさいと例示してくるわけです
（コミュニケーション能力や戦略的企画力、マ
ネジメント能力の向上）。それに合わせて、皆
さんは今、プログラムを組まなければならない
状況になっているわけです。本来であれば、ど
のようにすればこれから職員の方たちがキャリ
アを開いていけるか、大学を支えていくことが
できるかということがよくわからないので模索
してみようということでいろいろなことに取り
組んでいるはずなのですが、それらとは無関係
にこういうSDをやりなさいという指示が来る
と、何が起こるか。これも「マイクロマネジメ
ントの完成」と書きましたが、細部に及ぶ具体
的な指示の対応に追われてしまって、地に足の
付いた取り組みのプロセスのなかで、一定の知
識や実績が積み上がっているはずなのが、そう
したものは一時的に棚上げにされて、とにかく
例示やガイドラインに沿った形をつくるという
作業、作業のための作業をしなければならない
という状況に追い込まれてしまうことなるわけ
です。そうなると、一体何をやっているのかと
いうことになってしまう。せっかく良いことを
していても、文科省が細かい指示を出してきた
ら、今までしてきたことにこだわっていては
とても時間的に対応できないし、そう簡単に
できるわけでもないので、今までしてきたこと
は脇においてその作業に忙殺されることになっ
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てしまうわけです。このなかで、キャリアをど
う切り開き、仕事の質を高めていくか、価値を
生んでいくか、非常に大変な問題です。教学マ
ネジメントでは、今後、この状態が悪化するの
ではないかと危惧されています。同時に、学生
の対応も大変になっているわけです。
　某大学の例を見ても、今までどのようなこと
をやってきたかはびっしりと年表に書き込まれ
るように、毎年新しいことに取り組んでいるわ
けです。新しい仕組みを採り入れて、何とか回
していこうと思ったら、次の年にまた新しい仕
組みをやりなさいと来る。この繰り返しです。
毎年、カンフル剤を打たれて走り続けさせられ
ているという状態です。このように、毎年、文
科省からのマイクロマネジメントが増えていく
なかで、どうやって自分たちの仕事をしていく
のか、非常に難しいわけですが、何とかしてい
かなければならない。

理論編
マネジメントのスコープが変化

　以上が第一部で、現状何が起きているのか、
どこに問題があるのか、もし活路を開くならど
のような可能性があるのか、いくつか見てきま
したが、第二部の理論編に進めていきたいと思
います。
　日々仕事に追われて混乱状態にあるときに大
事なことは、自分がどのような混乱状態にある
のかを客観視できるかどうか、これによって変
わってきますので、どうすれば混乱状態を解き
ほぐすことができるか、ということで５つの視
点を設定しました。
　質の保証が多面的だとか、理事会と学長と
いったことは、先ほど見た通り、基本的にどれ
も決着がつかない、解けない問題ですが、こう
した問題を常に考え続けながら仕事をしていく
なかで、少しずつ仕事の質を上げることができ
るのではないか。こうしたことのなかで、特定
の問題だけがフォーカスされて降ってきている

わけですが、それはたくさんある大きな問題の
一つがたまたま出てきただけのことであってそ
れに振り回される必要はないということは先ほ
どお話しました。客観視すれば、混乱状態を脱
し、かなり頭のなかが整理されるのではないか
ということですね。
　また、マネジメントのスコープも変わってき
ました。かつては教学マネジメントという言葉
一本でしたが、最近では教育マネジメントとい
う言葉が徐々に言われ始めています。かつて戦
前に、教学刷新ということで、教育・学問・思
想の統制の政策があったわけですが、この時
代の教学とは、教育研究をしているのは教員
で、その教員をどうやって統制するかという時
代だった。教学マネジメントというのは事実上、
教育研究を行う教員のマネジメントという意味
でした。現在は、教員のマネジメントではなく、
教育活動のマネジメントになっているところが
多々あるわけです。これは非常に大きな変化だ
と思います。マネジメントのスコープが決定的
に変わっているのだと思います。ただ、そこに
至るまでにはいくつか段階を踏んだ変化があっ
て、例えば教育のパフォーマンスというもの
について、従来は各授業科目で教員が先見的に
成績をつけるということをしていたわけですが、
社会からの評価というようなことが徐々に言わ
れるようになってきて、大学もそれを無視でき
なくなっています。課外教育、ボランティアな
どが典型的な例ですが、これも徐々に正規の教
育という位置づけがなされるようになっている。
教育自身が教員だけがするものから広がってき
たのです。そうなると、教員を統制することと、
教育に関与することが同じではなくなるわけで
す。従来の教学マネジメントは教員に対してど
のように関与するかという話だったのが、今の
マネジメントは教育活動にどう関与するかとい
う話に変わっているということです。３つのポ
リシーを起点とするPDCAサイクルをポリシー
の策定単位ごとに確立し、教育に関する内部保
証を確立するというようなことが書かれていま
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すが、これはどういうことかと言いますと、３
つのポリシーに関わることを通じて職員が教育
内容、教育のマネジメントに直接関わるという
ことがむしろ政策的に奨励されているというこ
とになっているわけです。教学マネジメントか
ら教育マネジメントへということで、マネジメ
ントのスコープがかなり大きく変わったのでは
ないかということです。この辺りが整理されて
いるだけで、かなり違ってくると思います。教
育は教員だけがするものではなくなった。実施
する人も、評価する人も、計画する人も、あら
ゆる場面において教員だけが行うものではなく
なってきているのですね。これは非常に大きな
変化でといえます。

改革を進めている大学、進めない大学に
二極化

　そして、外形的な最低条件整備と実質的な高
度の達成と書きましたが、これは例えば文科省
があれこれと細かい指示を出していますが、あ
れは何なのかを考えてみると、簡単にわかると
思うのですが、世の中にはさまざまな大学があ
り、教育の質的向上に向けて熱心に取り組んで
いて、次々と新しい試みを重ねて自発的に質を
高めていく、改善・改革を進めている大学があ
る一方で、なかなか取り組まない大学もある。
政策的には「ここまでは最低ラインとしてやっ
てください」というものがあるわけですが、そ
うしたことはどうしても大学にある種の強制力
を持って迫ることも必要になってくるでしょう。
それが、恐らく細かい指示なのです。マイクロ
マネジメントの形でいろいろと指示を出してく
るのは、もうこの段階に来たので、これくらい
は日本の大学である以上はやってほしいという、
ミニマムな要請なわけです。一方で、それとは
別に、個々の大学が自分たちの問題意識や関
心、裏面に即して、独自に高い達成目標を立て
てトライしている取り組みも当然少なくありま
せん。この両者は異なるものですが、その関係
について、ここに書いたように、細部に及ぶ具

体的な指示の対応に追われて、指示されたある
種最低限の外形的な整備をやらなければならな
いわけですが、それを終えて安心してしまうの
では困るわけでして、当該施策には本来と目的
するところがあり、もしかしたらそうした施策
について、自分たちの大学はより先に進んだこ
とをしているのかもしれないけれど、多忙なた
めに、そうしたことに関心を持たず、ただ言わ
れた制度を整えるのか。それとも、足元を見て
みると、自分たちの大学はもっと進んだ良いこ
とをしているということを掘り起こして、それ
をしっかりと位置づけることができるか、両者
は決定的に違うと思います。どの大学も、それ
ぞれ歴史的な経緯もあれば、文化もあるわけで、
それに基づいて新しいこと、先進的なことに取
り組んでいるのですね。しかし、なかなかそれ
に気付いていない場合が多い。良いことをやっ
ているにも拘らず、自分たちがそれを理解して
いない。こうした状況がいかに多いかというこ
とです。それでは困るわけで、文科省が最低限
の要件を満たしてくださいと言ってきたときに、
形は異なるが、それよりもはるかに高いレベル
での取り組みをしており、達成できているとい
うことを探せばたくさんあると思います。それ
らを探して位置づけることができれば、非常に
大きい。それができるかどうかがキーポイント
だと思います。
　最後に、アジェンダセッティング、議題設定
と書きました。メディア論のなかで言われてい
る話ですが、流通する情報の範囲や頻度によっ
て、受け手のなかにその情報を議論するときの
文脈、枠組みが習得されている。つまり、マス
コミが何を報道したかによって世論が変わると
いうことですね。マスコミの情報の取捨選択に
応じて世論が形成される。そこで、その情報が
隠されている場合に世論は喚起されないという
ことがさまざまな場面で起きています。それと
同じことが、大学の職員の仕事で起きてしまっ
ているのではないかということです。「政策的
に大きく採り上げられることで、数あるなかの
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一つでしかない課題、施策が重要であるという
ように錯覚させられてしまう」ということが起
きています。同時に、その課題を色づける特殊
な文脈、例えば答申のなかの強調点などによっ
て政策が色づけられるわけですが、そうしたも
のに惑わされる場合がよくあります。それに
よって、我々の考え方が強く規定されてしまっ
て、自分たちが積み上げてきた高い親和性を有
する知見や成果との有意義な関係性を見失って
しまうことも多いということです。つまり、文
科省が出す答申には答申ごとにテーマがありま
すが、それに応じてさまざまな施策が打ち出さ
れるわけで、そこでは施策はある方向性を持っ
て書かれる。しかし、その施策について、別の
観点から良いことをいろいろやってきたという
ことがあったとしても、その施策が我々の視点
を強く規定しまった時、それらが見えなくなっ
てしまうことがしばしば起きてしまう。せっか
く良いことをやっているのに、それでは困るわ
けで、時々の政策関心、政策の流行のようなも
のがあって、それを反映して見てみると、振っ
てくる政策に対して必ずしも整合性があるとは
言えません。これらに余り振り回される必要は
ないということです。簡単には解けない数多く
の難問があり、限られた資源で対応していかな
ければならないわけで、そこで問題の全体構造
を俯瞰することができれば、落ち着いて対処す
ることができます。①長期的な視野から取り組
んでいかなければならない根本的な問題、②緊
急に対応しなければいけない顕在化している深
刻な問題、③時々の政策関心を反映して部分的
に切り取られて、そこたけが過度に強調された
問題、といった３つに分けられるというとこが
わかれば、何を言われても驚く必要はないし、
惑わされたり、混乱したりすることもないとい
うことです。

実践編
簡単に習熟できる業務が大半

　最後に第三部、実践編に参ります。５点挙げ
ましたが、マネジメントのスコープについては
先ほどお話しました。次に、大学職員を知るた
めに必要なIRということで、そもそも一般的
な大学の職員はどのような仕事をしているのか
ということです。法政大学といった個別の大学
の話ではありませんが、恐らくそれほど外れて
はいないと思います。調査をして見えてきた職
員の現状をお話していきたいと思います。そこ
からどのような仕事の仕方が可能なのか、現状
を踏まえたうえで、どこをどう伸ばしていけば
いいのか、という話ができるのではないかとい
うことです。
　総合職的に働いている方がほとんどだと思い
ます。異動を繰り返しながら仕事を覚えて初級
管理職になっていく。日本企業の総合職はその
ような働き方をしていると思われます。その仕
事について理解する、継続するときの枠組みと
して何が可能か、ということで立てたのがこの
枠組みです。仕事を６つに分類し、その構成比
率を見ることによってその人がどういう働き方
をしているかについて把握することができる枠
組みになっています。「こんなの当たり前では
ないか」と思ってもらえれば私の勝ちで、これ
は実態に即している枠組みということになるの
ですが、説明しますと、横に二行あるのが定型
的標準化された業務か、それとも手順化されて
いない創造的業務なのかということです。列を
見ていきますと、まず業務内で通常業務と通常
業務外ということですね。通常業務の範囲内に
は、とにかく定型的な単純な作業なのか、２-
３年で習熟できる軽度の習熟業務なのか、４-
５年かかるも少し重い習熟を要する業務なのか。
その先にあるのは定型化されていない、例えば
何らかの課題に対応するといった仕事が出てく
るでしょうし、さらにもう少し責任を負う立場
になってくると、部署を超えた業務、通常業務
を外れたような業務が徐々に増えてくるでしょ
う。ほかに、業務外の自発的な取り組みもある
でしょう。この６つの構成比率を見た時にどう
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なっているか見たのが、図の１です。これをど
う読むかということですが、予想通り大変に
困った状況にあります。一般職員や初級管理職
を見ますと、定型的な作業が仕事の半分以上を
占めています。２-３年で習熟できる軽度の習
熟業務を含めて７割、もう少し習熟を要するが、
所詮は習熟してしまえば終わりという作業を
含めて仕事の８割を占めてしまっているわけ
です。要するに、普通に覚えればできてしまう
仕事しかしていないという状態にあって、企業
で働いている人から見るとビックリするわけで
す。つまり、簡単に習熟できるような仕事しか
させてもらえていないということが、日本の大
学現場の多くで起きているということです。さ
らに困ったのは、一般職員について経験年数別
に見た時に、驚くべきことに、５年未満、10年
未満であれば仕事の８割が習熟できてしまう業
務でもいいだろうと。しかし、実際はそれほど
甘くなく、10年、20年を超えても依然として習
熟業務が大半を占めるという形になっているわ
けです。仕事をさせてもらえていないという状
態にあるということです。この職場でどうやっ
て成長するのか、価値を生むのか、そもそもそ
うした仕事をさせてもらえない、先が見えない
という困った状況にあるということが、調査を
通じて予想通りの結果が出てきました。ただし、
その一方で、こうした厳しい現実はあるもの
の、漫然と働いているわけではなく、自分なり
の創意工夫をしているのは日本人らしいところ
です。正確迅速はもちろん、何かあったら積極
的に相談するということをやりましょうと。多
少でも迷うことがあれば、なるべく柔軟に対応
しましょう。仕事に積極的に情報収集していき
ましょう、仕事でもし工夫の余地があれば簡素
化・明確化していきましょう、可能であれば積
極的に改善していきましょう、といったように
皆さん、自発的な取り組みをやっていらっしゃ
るんですね。働き方について、本人の裁量の範
囲でできる工夫をしていらっしゃるわけです。
ここが、大きなブレークスルーの手がかりとな

る理想的な結果を示していると思います。定型
業務だけでなく、軽度習熟業務でも同じように
いろいろ工夫されています。

新しい課題に自主的な工夫で向き合う

　手順がまだ確定していない、何らかの創造的
な工夫をしないと解けない新しい課題への取り
組みが課されたときに、工夫をしている人の比
率が跳ね上がり、８割の方が情報収集、相談、
専門的な内容の学習、さらには部内にとどまら
ず他の部署に行って相談するといった行動を起
こしているのです。難しい仕事を与えられれば、
より積極的にいろいろな取り組みを行うという
ことを示唆していると思います。働く意欲、い
い仕事をしたいという意欲はあるが、なかなか
それが与えられずに困っているのだろうと思わ
れます。これは、これから大学が職員のSDを
どうするか考えた時に、とても意味のある、明
るい兆候なのではないでしょうか。
　与えられたとごとの難易度を見ても、残念な
がら、低い難度で自分としてはいかんともしが
たいが、自分なりに努力していますという人が
25％くらいいるわけです。難しい仕事を与えら
れているという人はあまりいませんが、そうし
た仕事があれば必死になって工夫しているわけ
なので、もう少し仕事の与え方を変えれば、い
くらでも良い方向に変わっていくのではないか
ということを示唆しているデータではないかと
思います。

外部とコラボしながら新たな課題に取り組む

　もう一つだけ見ておきますと、図の13、「継
続性のある業務への望ましい対応」ということ
ですが、これは何を聞いたかといいますと、最
近の政策的な議論のなかで、大学に専門職、専
門的な人材を入れようという議論がさまざまな
形でなされていますが、あの議論にはまったく
エビデンスのベースはありません。それではま
ずいということで、その議論がどれほど実態に
即しているのかということを検証しようと行っ
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た調査がこれです。継続性のある高難度の業務
が生じた時に、これがもし専門職というものが
必要であれば、こうした状況下で求められるの
だろうと思いますが、その時にどういう対応を
するのが望ましいかということを聞きました。
解答の選択肢は、第一が「管理職が主導して取
り組み、必要に応じて外部の知識・人材を活用
する」、第二は「一般の職員主導で対応し、必
要に応じて外部の知識・人材を活用する」、第
三は「一般職員が勉強して高度化することで、
このくらいの業務は対応する」、これが約一割、
第四は「常勤の専門職の採用・育成」、これも
予想通りせいぜい１割くらいしかないという結
果でした。つまり、継続性のある高難度の業務
が発生した時に、何も内部に専門職を持つ必要
はなく、外部の人材・知識を動員すれば、総合
職である職員でいくらでも対応できるし、そう
していけばいいということですね。まさに、こ
うしたことができるようになるように仕事を通
じて成長できれば、それは一つの望ましい姿で
あると言えると思います。調査結果は、ここに
書いてある通り、大学職員の一部は特定の狭い
領域に特化したスペシャリストではなく、高度
な専門組織や専門家の力を借りることで、積極
的に彼らと協働することで、自分たちの組織が
直面する難度の高い問題群であっても、それを
自分たちで解決することをしている総合職とし
て働いているし、そのやり方で行きたいと考え
ているということですね。そこでは、特定の専
門職に閉じこもるということではなく、高度で
複雑な課題に専門を超えて取り組んでいくとい
う意欲が見られるということですね。ただ、そ
の一方で、実際の仕事の環境は従事する仕事の
大半は定型業務、軽い習熟業務になっていて、
勤務経験を重ねていっても、なかなかこの構造
は変わらず、そこで成長するという観点から言
うと、あまり良い環境にはまだなっていないの
ではないか、ということがわかりました。ただ、
そうした環境にあっても、少しでも良い仕事を
したいと、さまざまな工夫・改善に取り組んで

いるという高いモチベーションを持った職員が
相当数いるという結果でした。

「フロントランナー型作文」とは？

　次に、私が昨日創った言葉なのですが、「フ
ロントランナー型作文」というものがあるので
はないかと。これは何かというと、先ほどから
シラバスや３つのポリシーなどについてのマイ
クロマネジメントについて話しましたが、これ
を図式化したものがご覧の通りです。高度化す
る文科省等による施策・要求に対応するパター
ンは３つくらい想定できるのではないかと作っ
てみたものがこれです。下から行きますと、ま
ず「底上げ型モデル」。日本の大学であれば最
低限これだけはやってほしいというものができ
ていないのであれば、それはある程度権力的で
あってもやってもらわないと学生の質が保証さ
れないということで、ギリギリのラインで追い
かけている大学があるでしょうと。第二が「連
続的改革モデル」。文科省に合わせてやってい
こうと。昔の護送船団方式はこういうことだっ
たのだろうと思います。それに対して、「先導
的改革型モデル」というものが想定できる。こ
れは、文科省がいってくるようなボトムライン
のはるかに上をいっている大学。これがかなり
あるのではないかということです。大学教育の
充実や質的転換に向けて高度な目標を独自に設
定し、それに向けてさまざまな方針や仕組みを
自分たちで立て、試行錯誤している。そうした
状況であれば、文科省からボトムラインの要求
が来た時に、単にそれを形として入れるのでな
く、それらは過去に既にできてしまっているの
で、それを少し読み替える、作文することに
よって終わりだろうと。過去に自分たちがして
きたことが、やっと今になって文科省が評価す
るところまで来たのだということです。あるい
は、より高い到達目標の場合は、少し落として
書く、作文というか、再評価ですね。先方から
降りてきた枠組みに沿って、自分たちがやって
きたことを少し表現し直すということもできる
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のではないか。言われるままに形をつくるので
はなく、こういう仕事ができれば大学の個性も
生きるし、自分たちがやってきたことを位置付
けるとても良い機会にもなる。自分たちがやっ
てきたことが、時代を先導していたということ
がわかるわけです。そうした例は、たくさんあ
ります。それを改めて価値づけることによって
全く違う景色が見えてくるはずです。先ほどの
マイクロマネジメントの完成に形だけ対応する
のでなく、遅れて提示される政策要求に応える
ために、過去の実績や既に実行しているより高
い達成目標を想定した取り組みとの関連性に着
目し、うまく要求されている枠組みに即して書
き直せばよいでしょうと。それができれば、自
分たちがやってきたことも確認できるし、その
先の展望も開けるでしょう。そして、次にどん
な策を打っておけば、次に来る要求の先をいく
ことができるかわかるわけです。このように先
手先手を打つことができる大学は発展していき
ますよね。そうしたことを、自分たちの仕事の
延長線上で何らかの形で試行錯誤できれば、と
ても良い仕事になるはずです。
　先に見た、仕事のなかでいろいろ工夫してい
る、それはまさにそこなのですね。どうして工
夫しているのか。もちろん効率化もあるでしょ
うが、やはり仕事の質を上げましょうとか、い
い仕事をしましょうということで取り組んでい
る。そうした工夫のなかから、時代の先を行く
試みが生まれてくるはずで、そうしたものがた
くさん生まれれは大学は活性化するし、そのプ
ロセスに関わった職員の人たちは成長するし、
周りからの評価も上がっていくでしょう。
　このように仕事上の工夫を、時代を先駆ける
ような、いわば“イノベーションのタネ”との
ようなものにつながることができればよいので
はないでしょうか。
　そろそろ時間ですので、最後に、どういう形
で成長していくのかということを簡単に図式化
しましたので、これについて説明します。垂直
方向が習熟、横が業務範囲の幅を示していま

す。最初に初心者が入職します。２－３年で習
熟します。そして中級者になります。中級者が
ローテーションして仕事の幅を広げていくこと
によって総合職として成長していくわけです
ね、日本の場合、不思議なことに中級者を専門
職と言ったりするので、多くの場合、専門職の
真の正体はこれです。さらに、管理職となって
いくわけですが、欧米では専門職の上に上級専
門職がありますが、この中身をよく見てみると、
やっていることはマネジメントなんですね。そ
こは日本も実は変わりません。IRに関したマ
ネジメント業務を行っている人たちが、上級の
IRの中身なんですね。専門職という言葉の使
い方については、少しおかしいということは
知っておいた方がよいと思います。
　ただ、これだけでは済まなくて、普通に仕事
をしているだけでは解けない、高度な難問とい
うものが出てきます。先ほど見た通り、こうし
た状況になったとき、専門職がどうするかとい
うと、外部のプロフェッショナルを呼んできて、
彼らとコラボレートすることによって問題を解
決するという形、それを今後もやりたいという
のが先ほどの調査の結果でした。最近、こうし
た図式のなかで起きているのが、外部から高度
のスキルを持った中途採用の人が来ているとい
うことです。特に広報や就職関係、これらの人
たちは非常に高いスキルを持っているので、彼
らは大きな成果を挙げている。彼らが来ること
によって、外部のプロとのコラボレーションの
クオリティが跳ね上がり、大きな成果を生んで
います。それはさておき、管理職の業務的には、
何らかの問題が解けた時に、そこで専門職とい
うことで凍結せず、業務を再構築して誰でもで
きるように落とし込むということだと思います。

問題解決に向けたアプローチこそがIR

　次に、IRとは何かということですが、先ほ
ど見た通り、文科省の教学IRの定義を見ると、
認証評価、自己点検評価、学習の把握と評価、
学生の募集と管理などがIRだと具体的に例示
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されています。これを先ほどの図式のなかに位
置付けてみると、右下の２-３年で習熟できる
ような狭い範囲の仕事、ひとまとまりになった
狭い範囲の新しい習熟業務、これを持って文科
省が最近やるといっているという状況がありま
す。しかしながら、ほんとうにそれだけかとい
うと、本当のIRというのはそうではないので
す。何か新しい問題が起きた時に、何が起きて
いるのかを研究的なアプローチで解決を図ろう
ということで、業務ではないのですね、問題解
決のための研究的なアプローチ、これが IRな
わけですね。したがって、IRの理念は何かと
いうと、自組織を知ることによってマネジメン
トを強化するということになります。これは先
ほどの図式で言えば、「難しい問題が起きた時
に何とかしなければいけない。その時に、自分
たちでうまくいかなければ外部の力を借りても
何とか解いていく。リサーチ的な要素も入れる
ことによって、何とか新しい、難しい問題を解
いていく」。これが本来のIRになるのだろうと
思います。この２つのIRを比較すると、業務
としてのIRと、本来の理念のIRという位置づ
けになります。ここで、多くの職員の方は先ほ
ど見た通り、いろいろな形で、たとえ定型的
な業務であっても、さまざまな改善の工夫に取
り組んでいます。その時にもどこを向くか。何
とか課題ごとの質を上げるというところにとど
まらず、せっかくこうした大きな問題があるわ
けなので、それに関連付けることができないか、
問題にアプローチすることもできるのではない
か。こうしたことができれば、仕事の質は飛躍
的に向上します。改善業務を重要な経営課題に
結びつけることができれば、それは立派なIR
だということです。恐らく、そうした試みの延
長線上に、先ほど見てきたような時代を先取り
する新しいイノベーションのタネを蒔くことが
可能になってくるし、それに向けた改善は既に
なされているので、これをもうすこしうまく方
向づければ、その延長線上でいくらでも成果が
期待できるし、それに関わる職員も成長できる

でしょう。それは職場の総合力で対応できると
思われます。
　私がインタビューした数多くの大学職員の方
は既にこうしたことを行っていらっしゃるわけ
で、先行世代が切り拓いてきたことがその方向
が選択肢として十分考えられると思います。
　これで私が準備してきた話は終わりです。
ご清聴、有難うございました。

第２部　学務部職員研修会
全員参加によるワークショップ

第２部は職員研修の為、掲載省略
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2016年10月29日（土）　14：00 ～ 17：05
法政大学 市ケ谷キャンパス　ボアソナード・タワー ３階 ピア・ラーニング・スペース

開会の挨拶
小林 一行 教授 

（FD推進センター長）

　本日、お忙しい中、法政大学にお越しいただ
きまして誠にありがとうございます。本日ワー
クショップは学生、職員、教員の協働による
「大学教育」への取組みと題しまして、芝浦工
業大学 教育イノベーション推進センターの榊
原先生よりご講演いただきます。
　本学、法政大学のFDの定義は、いわゆる
広 い 意 味 で のFDで あ り、FD＋SD（Faculty 
Development + Staff Development）、 さ ら に
教職員だけでなく、学生参加型FDも入ってい
るのが特徴です。現在では多くの大学もこの学
生FD活動への取り組みが盛んに行われており、
例えば、学生FDサミットや関東圏の学生フォー
ラム等も開催されています。 
　これらの活動において、「学生発案型授業」、

「ベストティーチャー賞」、「新入生ガイダンス」
を含む成果も得られつつあります。本ワーク
ショップでは、さらなる活性化及び新しい方向
性の検討による「学生FD」の質向上を目指して、
今回のワークショップを開催いたしました。
榊原先生より提供された話題を元に、後半のグ
ループワークこれからの「学生 FD」の在り方、
学生・職員・教員のスキルアップ（ファシリテー
ション及びコミュニケーション能力等）を目指し
た合同のグループワークとなります。限られた時
間ではございますが、よろしくお願い致します。

話題提供
授業支援プログラム「SCOT」の
役割と狙い
榊原 暢久 教授
芝浦工業大学 教育イノベーション推進センター（理工系教
育共同利用拠点）

　芝浦工大では授業を実施するためのいくつ
かの体系的FDプログラムを用意しています。
Planにあたる部分としては「授業外学習を促す
シラバスの書き方WS」および「授業デザイン
WS」です。授業のファシリテーション方法に
関するWSとしては、企業のコーチをトレーニ
ングする立場の方に来ていただいて、大学の
授業を実施する場合にカスタマイズしたワー
クショップを行っています。これはDoの段階
です。SCOTが威力を発揮するのは次のチェッ
クの段階です。計画をして、授業をどう進めて
いくかをやって、実際に授業を行ったら何が起
こったかを知りたいわけですよね。その何が
起こったかを知るための一つの術がSCOTです。
SCOTは授業観察をしたり、情報収集をしたり
して、それを先生にフィードバックし、その
フィードバックを以て先生はアクションの段階
で授業改訂をして次年度のサイクルに回してい
く。こういう考え方で、学内のプログラムは成
立しています。
　一番上にあるTPというのはティーチング
ポートフォリオのことですが、ティーチング
ポートフォリオのワークショップというのは、
Plan→Do→Check→Actionという授業の回し方

法政大学　第17回FDワークショップ
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よりも、もっと大きなところ、なぜ先生方は教
員という仕事をしているのか、ということをも
う一度考えてもらうワークショップです。なぜ
それを考えるのかというと、大学の先生方、特
に理工系の先生方は非常に忙しい。日頃、自分
がなぜ教員であるのかということを考える時間
はどんどん後回しになってしまいます。なぜ自
分は教員なのか、何を大事にしているのかとい
うことが、自分のなかで自覚されないと、授業
内で行っているさまざまなことが、自分のなか
で整理できず、理論づけできないことになりま
す。整理ができないと、場当たり的に「これが
よくないからこれをやる」というアクションに
なりやすいのですが、ティーチングポートフォ
リオを書いて整理することで、もしかするとあ
る効果を見越してやっているのに、重なって
やっているものがあるかもしれません。もしか
したら、先生が大事にしていることに対して、
時間を割けていないことがあるかもしれません。
自分のポリシーに従ってやっていることを整理
していただいて、重なっているところはもしか
したら省くことができ、足りないところに時間
を回すことで、結果的にご自身のなかで教育活
動を整理して腑に落ちてもらう、というのが
ティーチングポートフォリオなのです。ティー
チングポートフォリオのワークショップを行う
と、自分のなかの良いところや改善した方が良
いところ、足りないところなどを意識下に収め
ることができます。それができれば、それは人
から言われたことではないので、人は何か新し
いことをしたいというように変わっていき易い。
皆さん、ご自身のことをかんがえてみてくださ
い。親からでも先生からでも同僚からでもいい
のですが、「あなたにはこれが足りない」と言
われたときに、なかなか素直にやろうとは思わ
ないですよね。しかし、ティーチングポート
フォリオを書くことで、自分で口にしたことは
人間はそれをしたくなるものであり、何となく
気になるものです。行動変異をすることのハー
ドルが低くなるわけです。その目的のために、

全体を見渡すためのものとして、私はティーチ
ングポートフォリオを支援プログラムとして
行っています。
　Checkの段階のSCOTによる授業観察・情報
収集ですが、授業を新しく変えた時に、新しく
変わった状況を把握する方法は、SCOT以外に
もあります。典型的な例が３つくらいあり、一
つは初等・中等教育、小学校・中学校・高等学
校で、伝統的に日本では授業研究会が行われて
います。教員相互で授業を見学して、授業検討
会のようなことをしている。これは旧・大同工
業大学、現在の大同大学ではずっと行われてい
ます。本学（芝浦工業大学）でもJABEEに認
定されている学科では、JABEE認定の一つの
エクスキューズとして学科ごとにやっている
ところもある。第二は、私のようなFDのデベ
ロッパーが授業に実際に入ってコンサルティン
グをするタイプ。これは愛媛大、徳島大など四
国の大学で主に行われています。SCOTは第三
の選択で、研修を受けた学生が実際に行う。国
内だと帝京大学、芝浦工業大学、さらにはここ
に記されているような北米の大学が採り入れて
います。

SCOT採用の決め手は学生主体のプログ
ラムだから！

　なぜ、本学がSCOTを選択したと思われます
か？ 選択肢としてはどれもありました。なぜ
かというと、私が忙しかったからです。半分冗
談ですが（笑）、教員相互の参観はかなりハー
ドルが高いものです。他の先生の授業に他の先
生が入っていくというのは、綿密に授業検討会
を設定しないと、粗探し、非難の応酬になりか
ねない。授業コンサルティングは本学もできま
すが、本学には３名のデベロッパーがいますが
３名で１学期にできることはそんなに多くあり
ません。では、学生はどうか。学生は先生方の
授業に実際に出ているわけで、それがたまたま
SCOTということになれば、先生方のハードル
は少し低くなると考えて選択しました。しかし、
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SCOTですらハードルが高いと感じられている
先生もいます。恐らく、授業参観やコンサル
ティングはもっとハードルは高いでしょう。
　経緯を少しだけお話すると、PODというア
メリカの我々のようなデベロッパーがあつまる
年次大会があり、そこに我々が行き、SCOTと
いうプログラムがあることを知りました。帝京
大学がその1年後、即座にSCOT研修を始めま
した。帝京大学の第一期生の研修に私ともう一
人のデベロッパーが参加し、すべての研修を見
させていただきました。ただ、帝京大学の研修
は八王子キャンパスで行われたため、研修生全
員が文系学部の学生でした。本学は理工系の大
学なので、そのままの形で導入することはでき
ませんから、少しカスタマイズして半年遅れで
SCOTの研修をスタートしました。その時受け
てくれたのが樋口君です。一期生は８人で、そ
のうち樋口君一人だけがSCOTになってくれま
した。研修は何期か行っていて、昨年の4月か
ら、学内的にはStudent Job制度下にTAやSA
とともに規程化され、SCOTが学内制度として
確立しています。学内の規程のなかにSCOTが
入るというのはどういう意味かというと、学内
的に正式な仕事として認知されるだけでなく、
SCOTという制度があるからにはそれを回すた
めの予算が裏側についてくるわけです。こうし
た組織を維持し続けるのはなかなか難しいと思
います。予算を維持し続けるのはもっと難しい。
常に、予算削減のプレッシャーは感じるので、
規定化されたことでそれが少しでも和らいだと
いう面はあります。ここまでがSCOTの講義の
ようなものです。

座学と実施研修で構成されるSCOTの研修
プログラム

　では、SCOT研修について説明します。配布
資料を閉じてください。グループのフリーの
ディスカッションで構いません。SCOTを担う
うえで、必要な知識・スキル・姿勢、どんなも
のがあるかをグループ内でフリーにディスカッ

ションしてみてください。3分くらい差し上げ
ます（この後、グループごとにディスカッショ
ン）。
　（3分後）どんな意見が出ましたか。このグ
ループではどんな意見が出たか、聞かせてくだ
さい。

グループ①
　最初に、学生がまず先入観を持たずに授業を
フラットな目線で見ることが大事だと思いまし
た。見るポイントを伝える時に報告をしなけれ
ばいけないので、ダラダラと見たままを書くと
いうよりも、見る時のポイントを絞り、端的に
まとめて伝えられることが大事だと思いました。

グループ②
　授業の粗探しではなく、改善策を立てること、
それと、クラス全体としてその授業がどう動い
ていくか、さらにマナーとして先生にどう伝え
るかという伝え方、などが意見として出ました。

　いろいろな意見がありますよね。案外、スキ
ルのようなものは座学４回の研修と実施研修２
回で、表面的には身に付くが、すぐに何かが上
達するわけではありません。どちらかというと、
我々が研修をするなかでうるさく言うのは、姿
勢の部分が多いかもしれません。最初にも言い
ましたが、先生の授業を評価するといった仕事
では決してないということを徹底的に学んでも
らいます。その先に、大事なキーワードは「学
生目線で」ということなのですが、我々のよう
なデベロッパーが言えるようなことは実際に学
ぶ時間がそれほど多くないので、限られてきま
す。取って付けたようなことを学生が言っても、
それは薄っぺらになってしまうので、学生だか
らこそ見えること、学生だからこそ感じられる
ことで、尚且つ先生が感心するようなことが言
えれば一番いいわけです。 
　それでは、それに対してどのような研修をす
るかというと、100％それに合うような研修と
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いうのはなかなか難しいのですが、研修の様子
を少しお知らせします。
　まず、そもそも研修生がいないと研修は始ま
りません。研修生の募集には毎回、非常に苦労
します。募集ビラはたぶん2,000枚くらい配布
しています。このほか、学バスにポスターを
張ったり、学生が受ける講義棟の入り口にポス
ターを張ったり、研修を担当している３人が
持つ授業でビラを配布したりしています。た
だ、10期までやってわかったことは、ビラを配
布するだけでは研修生は集まりません。ビラを
配布した後、SCOTにはこんなにいいことがた
くさんあるということをある程度伝えないとな
かなか来てくれない。後はSCOT生同士でビラ
を配布してもらう。9期生までは増減があっ
て、一番少ないときは３名くらいでした。そ
れまで最も多かったのが12名だったのですが、
今期（10期）は24名来て、うれしい悲鳴を上げ
ていますが、このようにまずSCOT研修生の募
集をします。
　到達目標は、「授業コンサルティングに必要
な基礎的技能の習得」。本当に基礎的な部分で
す。どちらかというと、（2）のSCOTとしての
責任感や態度を身につけることが大きい。これ
まで行ってきてわかったのは、「常に自らの活
動を省察し」という部分、理工系の学生は特に
そうだと思いますが、自らの活動を振り返り、
それを文章にすることが非常に苦手です。
　半期の研修の流れを大まかに述べますと、２
時間の座学の研修が４回あります。ここで毎
回、A４判の振り返りシートを書いてもらい
ます。それをメーリングリストで流してもら
い、我々が添削をして戻した後、再提出しても
らい、ダメならもう一度それを繰り返し再提出
してもらうということを全研修生に課していま
す。それが終わると、実施研修として、実際の
業務とまったく同じ流れの教育実習のようなも
のを２セット行います。まず、教員と事前面談
をする日程調整をしたうえで日程を決め、事前
面談を行い、授業観察に入り、報告書を作成し

て、それを基に事後面談をするという一連の流
れを２セットやります。そして、最後に卒業発
表会のような「課題発表会」というものを行い、
グループごとに 15 分くらいで発表し、それに
対して質疑応答が 45 分、最近は 45 分では収ま
らなくなり１時間程度になることもあるのです
が、発表後、現役の SCOT 生と我々がいろい
ろなコメントを述べながら発表が終わる。それ
が終わると、研修で書いたものをすべてまとめ
たポートフォリオを作成し、登録申請書を提出
してもらいます。それを持って審査を行うので
すが、最近は審査１回で登録される SCOT 生
はあまりおらず、資料の不備といった理由で１
回は書き直しとなり、それで通る学生もいます。
まだ SCOT としてやっていくには不安だとい
う学生には、追加の研修や面談があり、何度か
やっているうちに登録という流れになります。
これが半期の研修の流れです。
　次に１回ごとの研修の話をしましょう。まず
座学の１・２回目では、１回目はそもそもＳＣ
ＯＴとは何かがわからないので、SCOTについ
て理解してもらい、SCOTの業務と責任につい
てしっかり理解してもらいます。後は、研修を
どう受けるべきか、振り返りシートを書かなけ
ればいけないし、４回の座学は必ず受けなけれ
ばいけない。アルバイトや部活で来られないと
いうことは許されません。万が一そのようなこ
とがあると、次期の研修を受けることになりま
す。また、研修生同士の仲間意識づくりもそう
だか、上級生との仲間意識もここでつくられま
す。実は、毎回の研修に我々が講師として立つ
以外に、現役のSCOT生が研修補助として入っ
ていて、そこで顔合わせをして仲間意識づくり
をするということがあります。新米のSCOT生
にとって、そこが人前で話をするなど練習の場
になります。２回目はSCOTのことはわかった
が、まだ業務に入るにはずいぶん話は遠くて、
大学は何を基に動いているか、すべてはわから
なくても、例えばFDとは何か、組織的なFDは
なぜ義務化されたかといった大まかな話をしま
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す。時々、研修のなかで芝浦工業大学の歴史と
建学の精神をなぜ知らなければいけないのかと
いった質問が出るのですが、芝浦工大の臨時職
員として働くからには芝浦工大について知って
もらわなければなりません。建学の精神からブ
レイクダウンしていろいろな学内のポリシーや
シラバスが決まっているのでその大本である建
学の精神を知っておく必要があるわけです。
　それから単位制。週１回、半期科目２単位、
授業が15回あると思いますが、一つの授業を大
まかに２時間の授業だとして30時間受講します。
30時間授業を受けた結果、２単位が出て来ると
思う人、手を挙げてください。実は、単位は授
業時間2時間×15回＝30時間、プラス60時間の
授業外の時間がセットになって２単位なのです。
学生はこれをあまり聞く機会がない。授業外の
時間が必要だという前提で業務に入ってもらわ
ないと、授業のなかだけですべてを終えて授業
外学習時間はいらないという先生が、実際はい
ないが、もしいた時にちょっと困るわけで、単
位制の意味とか、なぜGPA制度が入って来た
かといった話はすこしだけでも理解をしておか
なければなりません。
　１回目でSCOTとは何だろうという話があっ
て、大学の制度はどんなものを基盤に動いてい
るのかという話があり、３回目には、では授業
はどういう風に動いているのかというブレイク
ダウンした話があります。３回目は学びについ
てということで、深い学習・浅い学習の話。皆
さん、どういう学習をしていますか、例えば、
先ほど知識をひたすら注入する先生がいると言
いましたよね。学生によっては、特に理工系の
学生に多いのですが、先生がただひたすら話を
して、テストに出そうなところを効率的に教え
てくれればよいという学生がいるんですね。し
かし、それは本来の大学生の学びなのかどうか。
といったことで深い学習・浅い学習の話をしま
す。また、アクティブラーニングはなぜ必要な
のか、アクティブラーニングにはどんな種類が
あるのか、そもそもシラバスは何のためにある

のか、といった学びに関する話が３回目にあり
ます。

SCOT業務のキーは教員とのコミュニケー
ション

　ここまでやって、初めて業務に入る話になる
のですが、業務に入るときに一番問題なのは、
教員とコミュニケーションを取ることです。箇
条書きになったノウハウに従って行えば、業務
が進むわけでは決してありません。教員とうま
くコミュニケーションが取れなければ業務は進
んでいかないわけですね。コミュニケーション
とは何か、それを知ってコミュニケーションの
ためのトレーニングを行うのが４回目の研修で
す。このように、大きな話から徐々に業務の話
にブレイクダウンしていくのか座学です。
　この後、イヌバラ法というのを体験してもら
いますから。自分の深層心理が見えるかもしれ
ません（笑）。イヌバラ法というのは、カウン
セリングの研修などで用いられるロールプレイ
です。２人１組になっていただくのですが、や
り方はこれからお話します。各自がイヌ、ネコ、
庭のバラ、道端の雑草になりきってお話をしま
す。話してはその立場になりきって悩みを話し
ます。聞き手はいくつかの方法で聞いてもらう
という研修の一つです。３段になったシートを
お出しください。まずは個人作業ですが、三回
同じ話をしますので、１回目は何になるか、1
回目はバラ、２回目はイヌ、３回目は雑草とい
うように、自分の立場を決めてください。マル
をつけてくだされば大丈夫です。では、これか
ら５分間差し上げますので、イヌならイヌの悩
みをザーッと書いてください。一つ注意がある
のですが、一つ目の立場の悩みばかりザーッと
書いていくと、２つ目、３つ目の立場の悩みが
書けなくなります。そうすると、後から話すと
きに台本なしでひたすら悩みを話し続けなけれ
ばならなくなりますので、３つともある程度均
等に悩みを書いてください。では、悩みを書く
タイムにします。どうぞ悩みを書いてください。
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２分間で語れる悩みを書いてください。

イヌバラ法を実際に体験

　（５分後）では、イヌバラ法の研修をやりま
す。始める前に説明をします。まず２人ずつペ
アになってください。ペアと握手をして頂けま
すか。まず、立場１の悩みを語るのですが、立
場１のときは悩みを語る方は悩みをどんどん
喋っていただいて構いません。聞き手側は相槌
しか打てません。言葉は一切発することができ
ません。相槌だけです。これを立場を変えて相
互に行います。これが１パターン目。２パター
ン目は方は悩みを語る方は同じく何の制約もあ
りません。聞き手は相槌を打つことができませ
ん。できることは、相手が言ったことのある部
分を切り取ってオウム返しにすることしかでき
ません。うなずいてはダメですよ。これを交代
で行います。３パターン目は、聞き手は相槌も
言葉の繰り返しもすることができます。これを
交互に２分間ずつ行います。恐らく、すぐに用
意した悩みはなくなります。なくなっても、２
分間、頭に浮かんだ悩みを話し続けなければな
りません。もし悩みがなくなっても、その立場
になりきって悩みを話し続けてください。では、
ペアの先に話し始める方を決めましょう。タイ
マーをかけますので、「どうぞ」と言ったら始
めてください。では、行きますよ。立場１はう
なずきしかできません。スタート。（立場１始
まる）。
　はい、では立場を変えて同じことをやります。
うなずきしかできません。スタート。
　はい。結構２分間は長いですよね。では、
また元に戻って今度は同じ言葉の繰り返しし
かできません。うなずいてはいけません。で
はどうぞ。
　はい。では立場を変えて同じことをやります。
うなずいてはいけませんよ。どうぞ。
　はい。では最後のセットです。今度はうなず
きも言葉の繰り返しもして構いません。ただし、
質問は出来ません。ではどうぞ。

　はい。では立場を変えて最後のセッションで
す。はい、どうぞ。
　はい。よろしいですか。では今、ペアで考え
ましょうと書いてありますが、まず個人作業と
して、３つの場面で自分の気持ちが受け取られ
た感じがしたか。相槌、言葉の繰り返しの両方
がうまくできたか。この２つについて個人作業
で考えてみてください。では、途中で構いませ
んので、今お書きになった最初の２つについて、
ペアでシェアしてみてください。２分間ほど差
し上げます。
　はい。どうでしょう。割と３番目の方法が話
しやすいとか、受け入れられたという方もいる
のですが、皆が皆、３番目がいいというわけで
はなかったりするんですけど、3 番目が一番話
しやすかったという方はどれくらいいらっしゃ
いますか？ １番目は？ ２番目は？ ２番目は少
し難しくてよく SCOT の研修で言われるのは

「小馬鹿にされている気がした」という意見で
した。言葉の切り取り具合に実は微妙に問題が
あって、何も考えずに切り取ると相手から顰蹙
を買いがちです。では、またグループ全体で 3
番目の SCOT 業務を行うに当たって、本日学
んだことはなぜ必要なのかについてフリーで話
し合いをしてみてください。３分間くらい時間
を差し上げます。どうぞ。
　まだ、時間がほしい方、では２分追加します。
　はい。ではこのテーブルの方にお聞きしま
しょうか。SCOT業務を行うにあたって、なぜ
この研修が必要なのか、学生の方に応えていた
だきましょう。
　「今、グループで話したのですが、今回のペ
アで考える３つのパターンの意味なのですが、
繰り返し答えるという部分で、先ほど馬鹿に
されている感があるというお話がありました
が、それは相手の話の要点をきちんと捉えて言
わないと馬鹿にされている感が出てしまうと思
うので、授業を聞く時なども、話を聞きながら
特に重要な点などを使うための練習になると思
うことが一つと、単純に話して聞くという行為
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で意思疎通が必要で、先生との信頼関係がない
と、フィードバックなどに活かせないと思うの
で、そうしたことのためにも必要な訓練なので
はないかと思いました」。
　有難うございます。では次の方。
　「この立場３のときに、相槌や相手の言葉を
繰り返して話を聞いたわけですが、教授との
打ち合わせのときにも、自分たちの聴く姿勢
によって先生も話やすくなるのでは、と思いま
した。より話しやすくなることで、授業をどの
ように進めるかをきちんと話し合えると思いま
した」。
　有難うございます。SCOTに入ったときに、
先程どの観点から業務に入ってみるのかという
ことがありましたが、どの観点で見るかという
のは基本的なパターンはいくつか確かにあるの
ですが、あくまでこれは先生の授業改善のため
の支援プログラムとして動いている話なので、
見てほしい観点は先生の中にあります。依頼さ
れた先生が何を見てほしいかをSCOTが事前面
談でうまく引き出さなければいけないわけです
ね。引き出すときに先生に気持ちよく、何を悩
んでいるのかを言っていただかないと、恐らく
授業観察は何に焦点を当てて見るべきかわから
なくなるので平板になってしまいます。その点
で、事前面談・事後面談のコミュニケーション
スキルというのは非常に重要です。今の研修は、
どちらかというと聞き手側のスキルがより求め
られている。今、あまり例の中にありませんで
したが、相槌と言葉の繰り返しの両方なのです
が、ただ相槌であってもその仕方は千差万別で
す。相槌の仕方によって、深く共感していると
か、単に「わかった」ということなのか、いろ
いろな意思表示ができます。非言語のコミュニ
ケーションということですが、それも学生は気
づくかもしれません。これはコミュニケーショ
ンを取るうえで必要なことですよね。共感しな
いと、人間はなかなか話したいことを話しては
くれない。繰り返しの言葉の使い方も先ほど申
し上げたようです。それと、皆さんを見ていて

そうだったのですが、（座る位置を示して）こ
うだと割と話しやすい、（また位置を示しなが
ら）聞き手側もこうやって聞くのと、こうやっ
て聞くのとではかなり話す側も違ってくる。そ
れも研修生の様子を見ながら、「こうやって聞
かれた感じはどうだった？」とか「これはない
よね」といったように細かく研修のなかで言い
ます。実際に先生方のところに学生２人だけで
入っていって話をしなければいけないので、最
大限に聞きたいことが聞ける、先生が話しやす
い状況を創り出さなければいけないわけですね。
ほぼ初対面なので、SCOTとしても怖い場面で
す。なので、なるべく安全で安心な環境を創り
出せた方がいい仕事ができる。そのための研修
という意味合いがあります。

登録申請から審査、承認へ

　グループのメンバーはお戻りですか？ では、
あと30分ほど話を進めていきたいと思います。
座学研修が４回終わった後、実地研修がありま
す。研修生の実地研修先に限りがあるので、研
修生全体の人数に依存するのですが、望ましい
のは３人くらいのグループに分けて私もしくは
他のデベロッパーの授業に実際に入ってまず日
程調査をし、日時面談場所を決め、その後、事
前面談を１時間半くらい行い、授業で特に何を
観察してほしいか話し合います。授業観察を実
際に行ったとき、学生が作る報告書の３点セッ
トというのがあり、一つは報告書、もう一つは
タイムテーブル、これには授業が１分刻みでど
のように進んでいったのか、その進み具合のな
かで学生や教員がどういう振る舞いをし、どう
いう言動をしたか、SCOTがどういう気づきが
あったかなど、すべての情報が含まれます。そ
れから教員が教室内でどういう動線で動いたか、
極端な例では、教員によっては教卓のところに
しかいなかったり、一方向ばかりに動く教員が
いたり、視線もこちら側だけ見るという傾向が
あったりなど、教員によっていろいろな癖があ
ります。それを客観的な情報として知らせるも



54

法政大学教育研究第八号

の、以上の３点セットです。事後面談でその報
告書を基に、教員と話し合う。学生の視点で見
ると、例えばこういう提案があります、といっ
た話し合いをします。これが実地研修で、これ
を２セット行います。最後に課題発表会と称し
て、「ティップス先生からの７つの提案」とい
うのがあるのですが、この７つの提案から1つ
で題材を選んで、それに関してどのような発表
をしても良い。例えば、学生に調査をした結果、
こんな結果が出た、それについて我々はこのよ
うに思いますというように、テーマだけが決
められていて後は自由です、そこにSCOT生や
我々がいて、フィードバックしたり、意見交換
をしたりして一連の研修が終わることになり
ます。
　SCOT登録申請、審査、承認というのは研修
ポートフォリオ、毎回の資料と振り返りシート、
実地研修の報告書、課題発表会資料などを綴じ
たポートフォリオがあるので、それとSCOT登
録の申請書をつけて登録申請をします。我々デ
ベロッパー３人でその登録申請書を読んで、ま
だSCOTとしてやっていくには何か足りないと
ころがあればもう一度戻しますし、良ければそ
のまま承認され、次学期からSCOTとして活動
できます。ここに来る前に数えたのですが、９
期の研修まで研修を受けた学生が62名いました。
そのうち、SCOT登録をしてSCOTの仕事をし
たのは29名とおよそ半分です。今現在、21名が
活動中で８名は卒業しました。10期性が24名、
今研修中なので、このなかから10数人がSCOT
になってくれれば有難いと思っています。
　登録申請したうち、半数くらいしかSCOTに
なれないので、申請を却下することがあるので
すか？ とよく聞かれます。今まで却下したこ
とは一度もありません。却下はしませんが、申
請して足りないところがあれば戻してもう一度
書いてもらう、あるいは面談する、あるいは追
加研修を行うというように、追加のルーティン
が発生していきます。その過程で、やはり自分
はSCOTに向かないと判断して辞める学生はい

ます。しかし、我々から「君はなれません」と
いってシャットアウトした学生は今のところ１
人もいません。そうしたとき、例えば追加の研
修が発生して３月に研修が終わったのに、５月
になっても、６月になっても登録できないとな
るとモチベーションか下がってきますね。そう
したとき、学生はすごくすまなそうに「モチ
ベーションが下がってきたので辞めようと思い
ます」と言ってきます。その時に、我々が必ず
言うのは「大丈夫だ。研修を受けたことで、キ
ミは、あなたは、普通の学生よりもたくさん良
いことを勉強したよね。今の段階ではならなく
ても、半年後などにまたSCOTとしてやってみ
たいと思ったら、その時点でもう一度申請すれ
ばいいじゃないか」と伝えます。学生にとって
は、決してマイナスになるという話ではなく、
研修を受けるだけで、普通の学生が受ける以上
のことを学び、それが必ず進学や就職の時にプ
ラスになるはずなので、それを最大限褒めるよ
うにして送り出します。これが研修ですね。

SCOT経験者の体験に基づいた業務の実際

　次に業務の話ですが、先ほど実地研修のとき
にあったように、業務の流れは図のような形で
進みます。私が話すより実際にやったOGに話
してもらった方が良いと思うので、林さんにお
話をお願いします。

林
　ここから数分間、私からSCOTの業務につい
て、それと経験を通じて何を学んだかを話させ
て頂きます。初めに、お配りしたリーフレット
を開けてまず顔写真が出てきますが、これは
私です（笑）。現役中は、かなり業務回数が多
かったこともあってメディアへの露出が高かっ
たと自負しています。このなかにSCOTについ
てかなり詳しく書かれているので、ゆっくり読
んでいただけたらと思います。SCOTはまず業
務に入る前に、依頼された先生と事前面談を行
います。事前面談で何を話しているのか、ざっ
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くり挙げるとこの５つになります。最初に面談
を始める前に、チーフが相手の先生と何回か
メール交換をしているのですが、とは言え、顔
を合わせるのはここが初めてなので、まず自
己紹介をします。自己紹介では「SCOTで来ま
した。○○学部の何年生です」というような話
をします。挨拶のついでに観察授業の確認とい
うことで、「今回依頼された授業は何曜日の何
限で、どこの場所で行われているこの授業で間
違いないですか？」ということを確認します。
間違いないということが確認されたら、次に
SCOTの説明をします。SCOTを利用したいと
思われている先生は、そこはそんなに聞かなく
てもいい、とおっしゃる先生もいらっしゃいま
すし、何回目なのであなた方のことは良く知っ
ていますので、説明はいいですという先生も
いらっしゃいます。これとは逆に、もう少し詳
しく説明してほしいという先生もいらっしゃい
ます。
　ここから先は先生にお話いただくことなので
すが、観察する授業の概要を説明していただき
ます。ここでは、授業の規模、受講生は何人
で、何年生を対象としているのか、さらにシラ
バスを持参していくのですが、観察する授業は
シラバスの何回目の授業に当たるのか、それは
どのような内容で行われるのかを確認しておき
ます。私たちは、基本的に自分が所属している
学科の先生の授業は観察しません。したがって、
必ず違う学科の先生の授業を観察することにな
るのですが、一応内容はしっかり確認しておき
ます。最後に、内容を理解したうえで、観察事
項の確認─先生が何に困っていて、何をSCOT
に求めるのかを確認します。今まではそういう
ことはなかったのですが、SCOTにできないこ
ともありますので、「それはさすがに我々の手
には負えません」とお答えする場合もありま
すし、「一回、センターの榊原先生に確認しま
す」と返事を保留する場合もあります。最後に、
面談の締めとして、今後の確認─いつ何の授業
を観察するのか、その後の事後面談をいつ行う

のかもこの段階で決めておきます。事前面談で
気を付けたことは、一番上のひと言が一番大事
で、依頼された先生も、業務を担当する学生も
忙しいので、事前面談の日程を組むのがかなり
大変なのです。事前面談の日にちとして２週間
くらい候補を挙げたのに、1日のそれも30分間
だけというようなケースがかなり起こるんです
ね。そうすると、限られた時間のなかでいろい
ろな情報を引き出さないといけないので、大事
なのは聞く姿勢になってきます。先ほどのイヌ
バラ法がここで威力を発揮することになります。
もう一つ大事なことは、できるだけ自分たちの
情報を開示するようにすることです。SCOTの
業務に関しては言えないことも多いのですが、
自分たちがどういう人間かをしっかり説明しな
いと相手はなかなか信頼してくれないので、信
頼してもらうためにできるだけ多くの情報を伝
えます。芝浦工大の学生は結構まじめで、先生
と２対１で面談するとなると、かなり緊張して
いる学生が多い。過去の事例なのですが、私の
相手の学生がかなり緊張していて、事前面談の
際に決められた通りのやり取りで、イエス・
ノーでしか情報が集められないので、他のチー
ムで必要な情報を補完するようにしたのですが、
これだとまじめな印象は持っていただけるので
すが、必要な情報は得にくい。役割分担も進め
ていて、面談前にまずこの面談を取り仕切る担
当SCOTを決めます。大体はメールを出してい
るチーフが取り仕切る場合が多いのですが、若
い学生にも経験させたいというベテランの思惑
もあって、意識的に新米に投げる場合も少なく
ありませんでした。その新人が少しヘマをした
ときに、我々ベテランが上手くフォローできれ
ばそれでいいので……。面談を終えた後に、こ
ういう依頼が起きたので、誰が何を担当するか
を分担します。同じ業務を２人でやることもあ
りますし、分けた方がいいと思ったときは分担
します。
　面談が終わると、次に授業観察に入るわけで
すが、観察で注意することは、観察しなければ
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いけない授業は基本的に普段の授業であって授
業参観ではない、というのが大事なポイントで
す。普段どういう授業をしていて、どういう問
いかけがあって、どういうアクションがあるの
かというのを観察します。ここで大事なことは、
我々は観察をしているだけで評価はしないとい
うことです。こうした方がいい、ああした方が
ベターだといった感情は基本的に抱かずに、何
時何分何秒に先生がどういうことをしたかとか、
どのタイミングで学生が何をし始めたのかと
いったことを基本的に見ています。こう話すと、
SCOTというのはかなり怪しい人たちの集まり
だと思われるかもしれませんが、できるだけ教
室内では目立たないようにしています。普通に
教室のなかで座って授業を受けているようなふ
りをしてメモを取るといったことはよくありま
す。芝浦ならではの少し困ったことなのです
が、男女比がアンバランスで、一つの授業で女
子が一人しかいないという授業を観察するとき
に、女子のSCOTが入ると明らかに目立つので、
そういう場合は事前に先生の方から今日はこう
いうわけで新しい学生が入っているが気にしな
いでください」と注意されたことはありました。
ともあれ、できるだけ、目立たない工夫をする
ようにしています。また、他に私自身が一番気
をつけたのは、先ほど自分の学科以外の授業を
観察すると言いましたが、極力授業内容につい
ていこうとしていました。というのも、学生の
視点でというポイントがあるので、授業内容が
さっぱりわからないというのは、我々が専門外
なのでわからないのか、専門なのにわからない
というのは質が違うと思うので、ある程度事前
面談でこういう内容の授業をすると聞いたとき
に、先生には授業内容をできるだけ細かく説明
していただいて授業内容をイメージできるよう
に心がけました。受講者としての感覚をできる
だけ持つことが大切だと思ったからです。
　授業観察が終わると、事後面談を行います。
事後面談は事前面談よりも時間がかかるので、
綿密に準備をして取り掛かります。最初にタイ

ムテーブルや報告書をまとめた資料を相手の先
生にお渡しして、その報告書を基に説明してい
きますとお話します。面談の流れの確認として、
我々が説明した後にディスカッションしたいの
で、何か質問があれば教えてくださいと伝えま
す。最後に事務手続きがあるのでご協力下さい
と最初に申し上げて面談に入っていきます。結
果報告では、見てほしいと言われたことに対し
て「これについてはこうでした」と報告する時
間になります。その後のディスカッションが結
構盛り上がるのですが、この報告に対して、先
生がどう思ったのか書いてもらって、それに対
して誤解があるようだったら説明したりして誤
解を解くと共に、先生自身のなかで答えを見
つけていただくということを大事にするために、
このような話し合いの時間を設けています。そ
れが一段落した後に業務終了書に先生の印鑑を
いただいて業務が終了します。我々はその後
に、事後面談をこう行いましたという報告書を
書いて、それと業務依頼書を合わせて事務課に
提出して終わりになります。事後面談で気を付
けたことは、もう一度言いますが先生もSCOT
生も忙しいので、限られた時間で今度は情報を
伝える工夫をしなければいけないわけです。そ
のときに何を考えたかというと、どういう面談
の流れなら一番スムーズに進むのかというの
をSCOTのなかでまず話し合いました。それと、
見やすい資料づくり、パッと見ただけで書いて
ある内容がわかるように注意しました。報告書
は作文のように文章で書くのではなく、基本的
に箇条書きにして作成しました。一つの項目に
ついて２文程度で収まるように心掛けました。
解放感から、事務手続きを忘れて業務から戻っ
てくる学生もいるのですが、事務手続きが終わ
らないと業務は終わらないので、先生から印鑑
をいただくことを忘れないということにも注意
を払いました。
　ここから先は、我々がどういう依頼をされて、
どういうアドバイスをしたのかを少し簡単に説
明します。
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コミュニケーション力、責任感、マナーが
確実に身に付いた

　提案内容１として、よくある話かもしれない
のですが、授業の後半で学生が寝てしまうのだ
が、どうしたらいいかというのを事前面談でお
話いただいたときに、観察していると、寝てし
まう学生が増えるタイミングというのがあるこ
とを発見しました。それがどういう時かという
と、スライドを使った授業だったのですが、一
枚のスライドで５分以上話していると学生が飽
きてきて次々と寝ていくんですね。その後、ス
ライドが変わるとパッと起きる学生もいるので
すが、寝始めてからさらに２〜３分間同じスラ
イドで話していると、そのまま寝続けていると
いう状態が見られたので、我々は時間がかかっ
ていたスライドを二枚に分けた方がメリハリが
つくのではと提案しました。
　次に、これもスライドを使う授業だったので
すが、学生にメモを取ってほしいのに取ってく
れないと。先生も「メモを取りなさい」と言っ
ているのに全然その様子がないということだっ
たので、観察してみると、その場面は式変形を
追っていくという、理工系ならではの部分だっ
たのです。スライドを使って式変形を説明して
いくと、かなり理解するのに時間がかかるんで
すね。私自身、学部の時は数学科に所属してい
たので式変形がパッとできないということは経
験済みで、私が３年間かけてできるようになっ
たことを、初めて見た学生がパッとできるわけ
がないと感じました。途中式の計算が教科書に
書いてあるのでそれでよいだろうと思っていて
彼らは飛ばしているというのがわかったので、
式の計算は先生が実際に黒板を使って書いてい
く速度でないとついていけないとアドバイスし
ました。
　３つ目は、かなり多い案件で、毎年授業アン
ケートに「はっきり話してほしい」と書かれる
と。しかし、その先生は毎年書かれるので、毎
年ゆっくり話しているつもりだと。それでも毎

年こう書かれるのは何がいけないのだろうとい
う依頼でした。実際に授業にいて観察してみる
と、確かに聞き取れない箇所はあったのですが、
それは早く話していたから聞き取れないのでは
なく、実は聞き取れない言葉の特徴というのが
あって、この先生の場合は、ナ行で始まる単語
が出てくると聞きにくかったのです。その先生
に対しては「ナ行を意識して話すとだいぶ印象
が変わります」とお伝えしました。
　最後に、これは気持ちの問題なのですが、授
業中の先生の印象と、面談中の印象が違う先生
がいらっしゃるのです。授業中の表情が硬くて、
まじめな先生であることは間違いないのですが、
それでも硬すぎるくらいだったので、「授業中、
もう少しリラックスして微笑む感じでも学生は
大丈夫だと思います」と話したら、「そのやり
方がわからない」とおっしゃったので、事後面
談では冗談を交えたりして笑顔が見られたので、
「我々と話している今のような感覚で授業に臨
めば、もっとリラックスしてできるのではない
でしょうか」と提案しました。これらが具体的
な提案の例です。
　SCOTとして身に付いた力ということで、先
日、SCOT内で勉強会を開いたときに話し合っ
たのですが、コミュニケーション力は確実に身
に付いていて、なかでも特に対話の力、相手に
ただしゃべらせるのでなく、こちらからもレス
ポンスするという意味での対話力がすごく付い
たという実感がありました。次に、議論をまと
める能力、グループワークなどいろいろな意見
が出るところでどうやって意見をまとめていく
かというスキルなのですが、これがSCOTとい
う業務を通じて、事前・事後面談で話した内容
をまとめるということもそうですし、授業を観
察した結果を先生にお伝えするときにどうやっ
てまとめるか必死に考えたことで、身に付いた
と現役生は話していました。そして、責任感が
非常に付いたこと。さらに、報告書を出すとき
に、誤字脱字や間違った表現は許されないので、
非常に気を遣ったことで文書作成能力も身に付
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いたと思います。これは、奨学金の申請書など
普段の学生生活で作成する書類を書く時にも意
識が働くようになりました。Word、Excelもき
ちんと使えるようになりました。また、先生と
の事前の連絡手段としてメールを使っているの
で、メール上の礼儀作法というのを非常に大事
にするようになりましたし、SCOT内でも勉強
会の連絡などは基本的にメーリングリストで流
すのですが、きちんと宛名を書く、CCに入れ
る場合は誰なのか書く、どういう目的でメール
を送っているのかを書くという練習を徹底して
いるので、メールでの礼儀作法が身に付き、自
分が受けている先生に対してメールで質問する
ときなどに心理的なハードルが下がったという
意見もありました。行動力がついた、前向きに
なったという意見もありました。授業を受ける
態度というのもかなり変わってきていて、授業
観察の時などに学生がきちんと授業に臨んでい
ないのを見て自己反省する場面も少なくないの
で、自分も授業を受ける時に気をつけようとい
う気持ちになり、授業態度が改善されるという
学生もいました。
　最後にOGとしてひと言。SCOTとしての活
動を終えた今、自分にとってSCOTとは何だっ
たのだろうと考えてみると、やってみないとわ
からないということが多くて、SCOTにチャレ
ンジしてみようというのが取っ掛かりとしては
あったのですが、学部２年生の４月から正式に
SCOTとして採用されたのですが、１年生の間
に研修を受けたことで、物事に対して物怖じし
ないという態度が身に付いてきたのです。ただ、
その反面で、忙しくなることは事実で、どこで
何を失敗するとこういうことが起きるので、そ
れを防ごうとか、こういう時期に自分にこうい
うタスクが降ってくるのでそれまでにやること
は済ませておこうといった、リスクマネジメン
トができるようになりました。それと、人を信
頼するようになったこと。新しくSCOTに入っ
てきた学生は、経験を重ねている自分と比べた
ら頼りないことは間違いないわけです。最初の

うちは、取り返しのつかない失敗をされたら困
るという気持ちがあったのですが、研修を通し
て彼らも成長しているし、個人的に若手のミス
をフォローできないベテランは問題ありという
気持ちがあって、失敗されることを恐れるので
なく、失敗をどうフォローしてあげるのかをす
ごく考えるようになりました。そうすると、失
敗するかもしれないが、ここは彼らを信じてや
らせてみようという気持ちになりました。そし
て、自分一人でやる方が作業的に早いことが
わかっていても、できるだけ人に頼るように
しました。周りにチャンスを与えるだけでな
く、自分の仕事も軽減できますし、人を信頼
して頼るということをSCOTを通じて学びま
した。まとまりがない話で申し訳ありませんで
した。私からは以上です。

現状と今後の課題

　頼りになるでしょう（笑）。彼女がいた頃は、
ほとんど任せきりということがたくさんありま
した。実際にSCOTがつくった報告書は守秘義
務があるのでお見せできないのですが、例えば
ということで、研修生が私の授業に入った報告
書の一部をお見せします。報告書は、学生に強
く言うのですが、まず良かった点を書きなさい
と。どんな人間も、いきなりダメな点、直すべ
き点を指摘されては、新しいことを始める気は
起きませんよね。そこで、ここはよかった、あ
そこは良かったということをまず報告書に書き
なさいと言います。研修生も、私の授業から良
いところを何とか探し出して書くわけです。良
いことを書いた後で、提案したいこと、個々が
もう少しよくなったらいいという点を優先度の
高いものから、良いことより少ない数で伝えな
さいと言います。３つくらいしか良いことがな
くて、悪いことを100くらい書かれては先生は
凹んでしまいます（笑）。例えば、研修生は２
つの提案をしてきました。「挙手で学生から先
生にわからないところを聞く際に、質問者の学
生の声が小さくて他の学生に質問内容が聞こえ
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ていないときがありました。質問者以外の学生
は先生の説明を聞かずに、学生同士で話をした
り、手元を見たりと集中力が切れている面があ
りました」というのが、学生が見つけた気に
なった点。もう一つは「目線については、学生
が座っている席の後ろの方を見る回数が多かっ
たように思います。また、先生は学生とあまり
目を合わさないように感じました」。この２つ
に対して、初めの意見だと、「質問者の質問を
他の学生も共有するようにもう一度言ってから
話すと、他の学生も集中力が途切れず、他のこ
とをしなくなるのでは」といったように、なる
べく具体的な提案をしなさいと話しています。
そのときに言うのが、先生がその提案を聞いて
「わかった。次から直す」というのは、割とス
キル面のものが多いので、先生としてはそれほ
ど有難くない提案になります。本学には授業自
動収録システムがあるので、授業収録して自分
の動画を見ればわかることもあるでしょう。そ
うではなくて、「どうしようかな？」と思うよ
うな提案をしなさいと話しています。どうして
もスキル面に目が行きがちになるのですが、ス
キル面に偏ることなく、学生が提案して「どう
したらいい」と学生にアイデアを求めるような
提案をしなさいと。難しいのはわかっています。
研修生は初めはそういう提案はできません。た
だ。そこで何か一つひねり出して1 〜２つ提案
しなさいと指導します。これが報告書です。ベ
テランになると割といい報告書をつくるように
なりますが、新米は当然、またまだ内容の浅い
報告書しかできないので、業務にはベテランと
新米が組んで先輩から学んでいくような状況を
なるべくつくるようにしています。
　次にタイムテーブルですが、教員側が何をし
た、学生側が何をした、気になる点などを書い
てあります。ひたすら実際の授業の様子を書き
とっていき、まとめたものになります。これは
すべての研修生ではありませんが、ある研修生
が１コマ、90分がどういうパーセンテージで進
んでいったかをまとめたものがあって、これは

非常に役に立ちました。1時間のなかで私の授
業がどのような流れで進んでいったかを示した
ものです。人間は短期記憶のなかで、何かを考
え続けられるのは20分以上はできませんと検証
されていますので、できれば授業は20分のブ
ロックで進んでいった方がいいという話をして
います。したがって、このときの私の授業は割
とうまくいった回で、最後の小テストを除くと
すべて１桁台ですよね。10分以内の塊で授業が
進んでいったわけです。短期記憶に残したまま、
いろいろな作業が進んでいったと。小テストを
25分ほど行っていますが、これは学生同士が話
し合いをしながら小テストを受けていいとして
いるので、25分間、集中力が途切れずに済んで
いるわけです。このようなデータをSCOTが出
してきた。これは自分以外がデータとして起こ
してくれないとわからないことです。次に動線
図。授業内に私がどう動いたかを示す図です。
この３点セットが基本的に学生がつくる報告書
になります。後は必要なデータを先生が依頼す
れば、可能な限りつくる。これが業務です。
　おおよそ１学期に５名前後の先生がSCOT
を使われています。５名前後ということは、
SCOT10名前後が業務にはりっているというこ
とになります。先ほど21名いると申し上げまし
たが、４年生や就職を控えた学生は忙しく、今
は21名中12ないし13名が業務に入れる状態なの
で、入れる学生は大体毎学期業務に入っている
状態です。これまでに延べ39名の先生がSCOT
を使われました。これは、先ほどお配りしたパ
ンフレットの最後に書かれているものの抜粋で
す。後ほど、さらに詳しいことは樋口君に直接
お聞きください。
　最後に今後の課題ですが、研修生の募集は非
常に大きな課題で、学期によって人数の多寡が
起こります。これは何ともし難いので、なるべ
くいろいろなところにチャンネルを増やして研
修生が集まるように図っています。また、先
ほど林さんが勉強会の話をしてくれましたが、
SCOT生は半期に１回は集まって自主的に勉強
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会を開いてくれています。どれだけ自主的な運
営を任せられるか、活性化できるかというのは、
我々の問題もありますが、SCOT側の問題も
あって、SCOTの学生としての組織がどれだけ
活発に動いていくためにはどうしたらいいのか、
いつも試行錯誤があります。先ほど、事前に予
定調整をすると30分しか取れないという話があ
りましたが、SCOTは基本的に大宮キャンパス
にいる学生が多いのですが、大宮にいるSCOT
が大宮に授業に来る豊洲の先生と事前面談をし
たいと思うと、顔を合わせて面談するには、大
宮に来るその一日のどこかで面談スケジュール
を組まなければならなくなります。それはかな
り難しいことなのです。学内のテレビ会議シス
テムで行うことは可能ですが、顔と顔を合わせ
ないと、うまく意思疎通ができないことは少な
くないと思います。特に、最初の関わり合いを
つくる事前面談などはテレビ会議システムでカ
バーできない部分が多いので、あまりテレビ会
議システムは大っぴらにはしていません。最後
の手段として使うことはあります。また、守秘
義務と情報共有というのは、SCOTの能力開発
をしていくときに、過去の経験で学んでいくこ
とは必要ですが、過去の経験をどれだけ共有す
べきか、非常に悩ましい問題があります。業務
に入った先生が特定されるようなことは決して
言えませんし、特定の事項も話すことはできな
い。しかし、そういうところに能力開発の種と
いうものはあるものなので、それをどれくらい、
どのように共有するか、そもそも共有していい
のか、といった問題があります。これも試行錯
誤が続いています。以上です。有難うございま
した。
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2017年3月18日（土）　13：30 ～ 16：15
法政大学 市ケ谷キャンパス　外濠校舎 ５階 Ｓ505 教室

司会
　法政大学第13回FDシンポジウム「グローバ
ル化とオンライン教育について考える」を開催
したいと思います。私、本日の司会・進行コー
ディネーターを仰せつかりました法政大学FD
プロジェクトリーダーの川上と申します。どう
ぞよろしくお願い致します（拍手）。
　では、まず開会のご挨拶を教育開発支援機構
長の中釜先生に頂きたいと思います。

◇基調講演

「法政大学におけるグローバル化とオンライン教育について
� ─HOSEI2030の観点から─」

田中 優子
（法政大学 総長）

◇話題提供１

「アジアを中心としたオンライン教育のグローバル化」

福原 美三 氏
（一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会
（JMOOC）常務理事・事務局長、明治大学学長特任補佐）

◇話題提供２

「高等教育の国際動向と我が国の政策について」

河本 達毅 氏
（ 文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室改革

支援第二係長）

◇話題提供３

「法政大学理工系教育におけるグローバル化の現状と展望」

八名 和夫
（法政大学副学長・理工学部 教授）

開会の挨拶
中釜 浩一 

（法政大学 教育開発支援機構長）

　皆さん、こんにちは。本学の教育開発支援機
構長を務めております中釜と申します。今回は
第13回FDシンポジウムということで、「グロー
バル化とオンライン教育について考える」とい
うテーマで、講演と話題提供、質疑応答という
プログラムで行う予定となっています。ご承知
の通り、本学はSGU（スーパーグローバルユニ
バーシティ）に選定されて以降、さまざまな試
みをしておりますが、具体的なプログラムが今、
動き出しているところです。やはり、実際に動
き出してみると、思ってもいなかったような問
題点などが出てまいります。そうしたことにつ
いて、忌憚なく現状をお話するとともに、さま
ざまなことを皆様に教えていただければ、本学
にとっても、他大学にとっても参考になるよ
うなことがいろいろとあるのではないかと思
います。
　オンライン教育についても、本学はJMOOC
に参加させていただいてから、既に田中総長、
法学部の杉田先生がプログラムをアップして多
数の受講者を集めております。第３番目の計画
も具体的に進んでいます。では、オンライン教
育、オンデマンド教育を具体的に正規のカリ
キュラムのなかにどうやって位置付けていくの
か、どうやって活用していくのかということに
ついてはまだ手探りの状態です。実際にやって
みればいろいろな問題点も出てくるでしょう
し、効果も出てくると思います。そうしたこと

法政大学　第13回FDシンポジウム
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についても、やはりある程度経験を積んでいか
なければ本当に適切な形にはなっていかないと
思います。そして、その成果をいろいろなとこ
ろで公開し、問題点を指摘し合うことで、法政
大学はもちろん。他大学にとっても実りある教
育が少しずつ成長していくことになるのかと思
います。今回のシンポジウムがそうした今後の
グローバル化、オンライン教育の発展の手がか
りになっていくことを祈念しております。長時
間になりますが、充実したシンポジウムになる  
ことを祈っております。本日はよろしくお願い
致します。

司会
　中釜機構長、有難うございました。
　では、さっそく基調講演を始めさせてい
ただきたいと思います。「法政大学における
グローバル化とオンライン教育について─
HOSEI2030の観点から─」。田中総長、よろ
しくお願い致します。

基調講演
「法政大学におけるグローバル化と
オンライン教育について
　　　─HOSEI2030の観点から─」
田中 優子

（法政大学総長）

法政の将来像を見据えたHOSEI2030

　本日はHOSEI2030の観点からお話させてい
ただきます。HOSEI2030は、私が総長に就任
した2014年から策定を始めた長期ビジョンです。
長期ビジョンを必要としているのは法政大学だ
けではなく、少子化に向けてどこの大学でも必
要なことなのですが、やっているところとやっ
ていないところがある。しかしとにかく、目の
前にあることを解決していくだけでは足りない
わけです。何十年先までも考えて、そこから逆
算して今何をすべきかを私たちは考えなければ
ならない。財政的にもそうですし、授業をどう

組み立てていくかという方法についてもそうな
のです。2030年を焦点に据えたのは、法政大学
が150周年を迎えるということがあります。そ
れからすでに少子化に向かっていますが、2030
年から2040年にかけて18歳人口が大きく減少し
ます。現在、120万人と言われている18歳人口
が、2040年時点で80万人まで減少します。これ
は日本人についてですが、日本人が減っていく
という現実にどう直面していくか。ある意味で
は、学生の人数が減ることは悪くはない。つま
り、少人数教室もつくれますし、教員の数が確
保できれば非常にいいことなのです。しかし、
何といっても、私立大学は授業料によって成り
立っていますので、学生が来なくなってしまっ
た場合には、成立しなくなくなってしまうとい
う問題を抱えています。しかも、質を高めなけ
ればならない。大学の質は12－13世紀と今の大
学は全く違う。時代によって大学の質の意味が
違います。その時代における、高い質を保って
いく。そして、その時代に必要とされる能力を
学生たちが身に付けて卒業していくことが望ま
しいわけで、そのような大学を保っていくため
にはやはりある程度の財政力も必要で、何より
新しい教育体制が必要になってきます。そうい
う意味で、HOSEI2030は多くのプロジェクト
で策定を進めてきました。

2050年、アジアの人口は急増する

　まず、どういう世界になるかというお話をし
たいと思います。これは、人口増加のグラフな
のですが、ある時に横の線が縦になってしまう
くらい極端な人口増加をしているのかがわかる
と思います。江戸時代が終わった頃から、横線
が縦線になっていきます。世界全体がそうなっ
ていきます。さらに、2050年までに93億から97
億、2100年までに約112億という人口増になり
ます。ところが、その割合は国によってずいぶ
ん違います。ご覧になってお分かりになるよう
に、2050年時点で、アフリカで急激に人口が増
えていきます。インドも増えます。中国は伸び
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がだんだん緩やかになっていくことがわかりま
す。日本とそれ以外の世界の国ではずい分大き
な現象の違いが現れます。これを地域別に見る
と、面白いことがわかります。アジア、イン
ド、中国、アセアン諸国などすべて含めたとこ
ろと、それ以外のところを見てみると、アジア
の人口が2050年辺りで非常に多くなっている。
つまり、日本だけのことを考えるわけにはい
かない。これは大学の財政的なことだけでは
ないのです。世界全体の安定性や秩序というこ
とでお話しているのです。教育がなぜ必要なの
かを考えてみますと、教育は教えると書いてい
ますが、実際には学ぶことですよね。一人ひと
りの人間が学ぶことがなぜ必要なのか。文字が
読めるということ、情報を獲得することができ
る、世界のことを知っていることがなぜ必要な
のか。それは皆さんお一人お一人がおわかりに
なるように、それを知って、論理的に考え、表
現することによって人とコミュニケーションで
きる、自分の立場を正確に捉えることができる、
冷静に課題を解決できることにつながっていき
ます。つまり、戦争に依存しない社会を構築し
ていくためには、やはり教育環境が必要です。
そうすると、アジアがこれだけの人口を抱えて
いくのであれば、私たちは、アジアの教育にも
責任を持たなければならなくなるのです。それ
が世界の安定につながっていく。

持続可能なグローバル化が不可欠

　法政大学はサステイナビリティ＝持続可能性
ということを、グローバル化の主軸に据えてい
ます。グローバル化は単に英語ができて外に
どんどん出ていきなさいという意味ではなく、
持続可能な世界を創ることが目的なのであっ
て、そのための教育・研究を法政大学はします、
ということを約束しているんですね。アジアの
なかの持続可能性ということが、これから非常
に重要になります。環境政策をはじめ、社会の
安定、経済の安定ということです。そのために、
法政大学には人間環境学部があるほか、社会学

部のなかに環境学もありますし、サステイナビ
リティを専門に研究する大学院組織もあるなど、
非常に重要な研究組織があります。そうした価
値観を持って臨んでいます。
　真に必要なグローバル化とは何か。私は今、
第４次グローバル化と呼んでいますが、グロー
バリゼーションは今に始まったことではなく、
大航海時代から始まっています。地球が一体化
するという意味ですから。そうすると、江戸時
代より前にグローバリゼーションを迎えていて、
日本の場合は江戸時代に第１次グローバリゼー
ションの時代があり、それに対応するためにで
きたのが江戸時代という社会なのです。第２次
グローバリゼーションは明治維新なのですが、
これはヨーロッパを基準とした。第３次グロー
バリゼーションは戦後社会です。アメリカのよ
うになるという方法を取ったわけです。しかし
現在は、モデルがどこにもないのです。日本は
独自のグローバリゼーションを進めていかなけ
ればならない。しかも、全世界に先んじて大変
な高齢化社会・少子化社会を迎える。日本は原
子力や核の被害を今まで最も受けてきて、問題
も抱えている国であるということは皆さんご存
知の通りです。つまり、世界の抱えている問題
のほとんどを日本も抱えているといってよいと
思います。しかも、先んじて抱えている。これ
を課題先進国というのです。その課題を先進的
に解決していく国であることが求められていま
す。そうした意味で、法政大学のグローバル化
は、サステイナブルという理想を持っているわ
けです。

他大学に先んじてグローバル化を進めた
法政大学

　グローバル化のことをまずお話してから、オ
ンライン化のことをお話しようと思うのですが、
法政大学はそもそも、創立されてから中国から
の留学生を大量に迎えて法律学を勉強しても
らったということがあります。それでアジアが
近代化に入っていくわけですね。1970年代に非
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常に早く国際交流センターができて、留学生を
世界に出し始めます。その後、国際文化学部が
設置され、全員か留学するという体制が出来上
がります。それが出来上がると、他学部もそれ
に倣うようになります。さらに、グローバル教
養学部という、英語で講義を受けて卒業できる
学部が早くも設立されます。こうして今に至る
わけですが、このように法政大学ではグローバ
ル化を非常に早く進めてきたといってよいと思
います。そして、スーパーグローバルユニバー
シティとなり、今はグローバル教養学部だけで
なく、経営学部や人間環境学部、2018年度には
経済学部も英語で授業を受けて卒業するという
コースが次々にできてきました。つまり、日本
語のできない留学生がキャンパスのなかにいる
という環境がもう始まりつつあります。

課題解決先進国からグローバル大学を創生
する

　このように、グローバル化が進み、多くの学
部がSA（スタディアブロード）制度を採用して
海外留学する学生が増えているという環境にあ
ります。そうした試みの結果として、スーパー
グローバル大学創成支援の時の申請のタイトル
は「課題解決先進国日本からサステイナブル社
会を構造するグローバル大学の創成」となりま
した。これが法政大学のグローバル化の目的で
す。スーパーグローバル大学創成支援に採用さ
れた大学は全大学の4.7％しかありません。本
学の海外派遣学生数は右肩上がりです。海外か
らの受け入れ学生数も増えています。ここで、
最初に申し上げたこと、非常に大事なことなの
ですが、中国・韓国からの留学生がいるのはも
う当然のことで、その次に今、ベトナムをはじ
めとするアセアン諸国から留学生が入り始めて
います。東南アジア諸国連合のアセアンコミュ
ニティというものができていて、日本・中国・
韓国プラスアセアンの協議体がさまざまなとこ
ろで立ち上がっています。先ほど申し上げたよ
うに、アジアの人口が膨れ上がっていくなかで

教育をどうしていくかを、アジア全体で一緒に
考えていく時代に入ったということなんですね。
法政もアジアの大学として、ベトナムで法政大
学の日本語スピーチコンテストを行っています。
「さくらサイエンスプラン」という、小金井
キャンパスでベトナムからの学生たちを迎えて
授業を受けてもらっているという試みも行って
います。多くの留学生が日本語の短期留学にも
来ています。日本語教育プログラムも始まりま
す。これは日本語を学びながら科目等履修生と
して単位を取得して出ていく学生がキャンパス
のなかに増えていく、ということです。

オンライン化はグローバル化に対応する

　それを前提としてオンライン化をどのように
考えればよいか。つまり、オンライン化、オン
デマンド化は大学のなかだけの課題として捉え
ることもできるのですが、本当はグローバル化
に対応した課題なのです。先ほど、冒頭に申し
上げましたが、HOSEI2030のなかにそれがど
う位置づけられているか。「大規模授業のオン
ライン化システム構築」をアクションプランの
作業部会で進めてきました。

時間・空間を超えた学習機会の提供

　オンライン化の有効性ということを考えてい
ます。時間・空間を超えた教育機会の提供、つ
まり空間で言うと、地球の裏側に住んでいる人
でも授業を受けられるということになります。
これは、インターネットの時代に入ったからこ
そできるわけですね。履修機会の増大のなかに
は時間という問題もあります。時差があっても
学べる必要がある。そうした教育機会の提供、
曜日・時限に縛られない科目履修が実現できる、
授業時間の重複による履修機会の喪失が解消で
きる。例えば、仕事をしながら大学に来ている
という人たちにとって、その時間に来られなく
ても履修が可能になるということです。履修授
業の重複も回避できる。就職活動期の学生、体
育会の学生、社会人学生に対するフレキシブル
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な授業機会の提供もできます。教育資源の相
互活用・有効活用もできるのではないかと思
います。

オンライン化の基盤となる通信教育部

　ところで、オンライン授業というと、いきな
りそんなことができるのかと考えてしまうので
すが、法政大学は通信教育部を持っています。
しかも、非常に歴史が古く、戦後すぐ1947年に
設立された日本で最初の通信教育部です。しか
も、スクーリング（夏休みの一定期間、まとめ
て１週間程度、大学に来て授業を受ける制度）
が充実していることで知られています。私も通
信教育部で教えたことがあります。そうした機
会に通信教育部の学生たちと交流します。通信
教育部の学生は日本のいろいろなところに暮ら
していますので、そこに行って交流するという
こともしてきました。つまり、大学と通信教育
部の学生は空間的な隔たりがあるにも関わらず
交流を今までもしてきましたし、これからも可
能です。そうしたなかで新しく起こってきたこ
と、それがメディアスクーリング、eラーニン
グですね。これは今、実際に行っています。通
信教育部のなかでブロードバンドのネットワー
クを利用してオンデマンド配信しています。す
べての授業ではありませんが、開講期間中であ
れば何度も繰り返して受講が可能です。一講義
90分、15講で構成されていて小テストなども
実施されています。つまり、そうした基盤が既
にあるということです。

ダブルディグリーにオンライン化を活用

　それを海外に広げることができないだろう
かと私は思っています。不特定多数のMOOC
型ではなく、特定の大学や高校と共有する場
合、例えばどんなことが可能なのかというと、
ダブルディグリーというものがあります。これ
は、既に大学院ではいくつかについては実施し
ていて、大学院や学部で学位が２つ取れるとい
う制度です。学位を２つ取ることによって自分

の専門性を広げることができます。しかも、そ
のためには８年間いなくても短い時間で２つの
学位を取る方法がある。海外の大学との協定の
ダブルディグリーは、日本と中国の大学の学位
や、修士号を取ることができる仕組みです。実
際に始まっているのですが、これを円滑に行う
ためには、行ったり来たりの時間は惜しい。し
かも、中国と日本ならまだしもアメリカや南米、
アフリカなどということになると往復できませ
ん。こうした環境でダブルディグリーを実施す
るにはどうしたらいいか。それにオンライン化
が対応できそうです。日本語教育についても、
こちらに来てもらう前にあらかじめ日本語を勉
強する、あるいは帰国してから日本語を勉強し
続けることができる。渡日前入試も今やってい
ます。留学生がわざわざ日本に来なくても、自
分の国で入試を受けられるシステムです。私は
国際日本学インスティテュートの教員でもある
のですが、そこではこちらから教員が現地に行っ
て、中国のいくつかの大学で入試を行っていま
す。オンライン化はそうしたことの準備に使え
るのではないか。また、通信教育部の学生募集
を世界に広げることも有り得るのではないか。
　例えば、海外在住日本人の社会人教育。これ
は実際にパリで出会った日本人女性から聞いた
話です。法政大学にはまだそうした仕組みがな
いので、残念ながら他の大学の通信教育で修士
号を取った、という話でした。最後に１度だけ
日本に来て教員とディスカッションするだけで
済んだということです。インターネットでフラ
ンスに居ながら勉強できたわけですね。彼女の
場合は日本人ですから日本語で勉強していたわ
けですが、逆も可能なわけです。こちらが英語
のコンテンツをすべて持っていれば海外に居な
がら英語で学位を取れる。もう一つ考えられる
のは、こちらに来てもらわなくても、一斉に同
じコンテンツを流すのではなく、１対１のやり
取りを、スカイプを使ってできるので、そうし
た方法も可能なんです。そうすると、大学院教
育、社会人教育の世界化ということも念頭に置
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いておかなければならないわけです。

法政大学の教育・研究を世界に発信する。
デジタルミュージアムも構想

　今申し上げたのは特定の大学や高校との連
携のなかで行うことです。もう少し広げる
MOOC型の可能性は、法政大学の教育・研究
の特色を、講義を通して世界に発信するという
ことです。お金を取るのではなく、常に発信し
ている。法政大学とはどういうところであり、
どんな教員が何をやっているのかということを、
いつでもどこでもアクセスできるようにして、
こういう大学なら行きたいと感じてもらうとい
うことです。
　もう一つ、エクステンションカレッジの充実
につなげるということです。法政大学エクステ
ンションカレッジには社会人の方はなかなか来
られないし、聴きたい授業があまりないとよく
言われます。ところが、実際には世界中、日本
中に法政の授業を聴きたいという人はいるわけ
ですね。エクステンションカレッジというのは
授業外の社会人向けのカレッジで、学位にはつ
ながりませんが、いつでも学ぶことができます。
これはオンラインに相応しいです。
　さらに、デジタルミュージアムとも連携して
いく。法政大学は2019年に法政大学ミュージア
ムを開設します。２年も３年もかけてこの計画
を練ってきました。これは私が総長になるとき
の当初からの考えの一つです。市ケ谷校舎には
もはや博物館などつくれないんです（笑）。だ
からデジタルミュージアムなんです。モノを実
際に触ったり、見たりすることは大事です。そ
のモノはどこに行けば見られるのか。いろいろ
なところに展示できるんです。展示する場所は
あります。しかしそれは一カ所でなくてもいい。
それを補足するのがデジタルミュージアムです。
展示物をできるだけデジタル化していって、こ
ちらに来なくても世界中から見られる。ご存知
のように今、世界的な美術館は皆デジタル化し
ており、インターネット画面のなかで歩きなが

ら美術品を見ることができます。もちろん、実
際に触れるのとは違いますが、どんなものがあ
り、何をしていて、どんな情報が得られるのか
といったことは少なくともわかるわけです。そ
のデジタルミュージアムのなかに、法政大学が
今まで持っている資源を発信することができる。
こうしたこともインターネット型の非常に重要
な働きです。

2018年度から100分授業に移行

　通信教育部のコンテンツと学部授業のコンテ
ンツを共有化することが可能になってきます。
ディスカッション授業の事前学習にも使えます。
既に社会学部ではNHKと提携して授業に出る
前にNHKのアーカイブを見る。具体的に言う
と、水俣病事件についてのアーカイブでしたが、
小林直毅先生の授業では、ビデオを見てきて授
業でディスカッションする。この授業の履修者
しか見られないわけですね。履修者だけにパス
ワードが与えられるので、権利を侵すようなこ
とにはならない。この方法がNHKとの提携で
できるわけなので、コンテンツを持っていると
ころと提携できるという実例が既にあるのです。
フィールドワークの事前・事後資料に使うこと
も可能になってきます。
　2018年からは100分授業になりますが、なぜ
100分にしたかというと、一方的な講義ではな
く、半分なり３分の１ずつに授業を分け、例え
ば３分の１だけ先生が話し、後はプレゼンテー
ションやディスカッションをおこなう。私は大
量のパワーポイントを使って授業を行っていま
したが、この時間がもったいないと思うことが
よくありました。真っ暗になってしまうし、非
常に授業がやりにくい。予め見てきてもらった
方が本当はいいんです。そうやって授業を分け
ていくということができる。
　さらに100分授業になるとサマーセッション、
スプリングセッションという、夏や春に特別な
授業を行って単位を取ることができるようにな
ります。そういう時にもオンラインは活用でき



67

第13回FDシンポジウム　「グローバル化とオンライン教育について考える」

る。著作権や制作コスト、教師のメディア対応
能力、ルールといった課題はありますが、それ
らは緩和される方向に今、向かっています。私
は実際にJMOOCで昨年流していました。「低
成長時代を生き抜くための江戸文化入門」とい
うテーマで行っていたのですが、これは著作権
問題が大変でした。まだそれらがクリアできて
いなくて、資料を例えば国立国会図書館のも
のを使っているので、所蔵を書くわけなので
すが、ただ書くだけでなく許可を取っていか
なければならない。所蔵先によってはお金を払
わなくてはならない。これがものすごく大変で
す。教室ではパワーポイントで使っていました
が、JMOOCではそうはいかない。そうやって
インターネット環境のなかでも、こうしたこと
ができるようにしていくというのが非常に重要
で、今はそういう動きになっています。

授業の可能性を広げるオンライン化

　大学設置基準というものがあり、設置基準第
25条で「大学は多様なメディアを高度に利用し
て当該授業を行う教室等以外の場所で履修させ
ることができる」と書いてあります。外国にお
いて履修させることができるということも書い
てあります。ただし、条件が付いており、「授
業計画をあらかじめ告知する」「成績基準をあ
らかじめ明示する」「試験などを行ってきちん
と単位を取得できるようにする」という条件
さえ守れば、外国であろうと、どこであろう
と、教室以外のところで授業を受けて卒業でき
る仕組みにはなっているのです。法律上、何の
問題もないわけです。そうしたことを物理的に
クリアしていくことが非常に重要になってきま
す。早稲田大学は、かなり早くから進めてい
るのですが、早稲田からのヒアリングで見えて
きたことがあります。学生とこまめにコミュニ
ケーションを取り、テストができるので履修後
には対面授業で行っていた時よりも学生のレベ
ルが上がったという結果が出たということです。
教室で多くの学生たちに一方的に話していると

いうだけではなく、インターネット上で質問に
答えることができる。私の授業の場合は、リア
クションペーパーを配ってそれに最後に質問を
書いたりして出してもらう。何か書かなければ
出席したことにならないという方法を採ってい
ました。そうすると、紙でもらってそれを全部
読んで、次の週の授業でそこからピックアップ
して答えるんですね。すごく時間がかかります。
学生からはその時間がもったいないという感想
が出たりもするんですね。しかし、それしか大
教室授業で学生に対応する方法はありませんで
した。それがインターネット上で行えるとなる
と、質問が来たらすぐその場で答える、それを
皆で共有してもらうということができるんです。
それができれば、もっとコミュニケーションが
できます。先生は授業以外の時間を使っていろ
いろなことをやることになりますが、必要なこ
とであれば、その方がいいわけですね。そうし
てオンデマンド授業は、今までの授業のやり方
をさらに広くして、新しい可能性を拡大してい
くと思っています。
　オンデマンド化はオープン化とも言いまして、
授業を広く社会に開放するという意味もありま
す。ですから、今お話してきたような社会に向
かって何を発信するかということを同時に考え
ていく方法でもあります。グローバル化の問題
をより進めて、法政大学が世界の大学になるた
めにどうしても必要である。ご存知のように、
法政大学は受験生数が日本で２番目になりまし
たので、日本のなかでは非常に大きな大学であ
り、社会的信用を確立した大学と言ってよいと
思うのですが、世界の大学としてはまだまだで
す。日本の大学は押しなべてそうですが、それ
は一つには英語で世界中に発信する力がまだ弱
いからなんですね。さらに、その方向に向けて
法政大学の教育力と研究力を伝えていく方法で
オンラインを使って探っていきたいと考えてお
ります。
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司会
　田中総長、どうも有難うございました。
HOSEI2030の観点から真のグローバル化の意
味、そしてグローバル化に対応したオンライン
化、そしてキーワードとしてアジアの連携をつ
くることでの質の向上、メディアスクーリング
の可能性、エクステンションカレッジの可能性
と今後のオンデマンド授業を含めてお話をいた
だきました。では、続きまして話題提供１とし
て、「アジアを中心としたオンライン教育のグ
ローバル化」について、一般社団法人日本オー
プンオンライン教育推進協議会（JMOOC）常
務理事・事務局長、明治大学学長特任補佐の福
原美三先生、よろしくお願い致します。

話題提供１
「アジアを中心としたオンライン教育
� のグローバル化」
福原 美三 氏

（一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会
（JMOOC）常務理事・事務局長、明治大学学長特任補佐）

MOOCの学習登録者は5,800万人以上

　「アジアを中心としたオンライン教育のグ
ローバル化」というテーマをいただきまして、
一般社団法人日本オープンオンライン教育推
進協議会（JMOOC）の常務理事・事務局長を
しております福原でございます。明治大学の学
長特任補佐という役目も仰せつかっていまして、
ICTと次世代教育について学長のサポートをし
ています。本日は、MOOCの活用と展開を中
心としてということで、お話させていただきた
いと思います。
　初めに、世界のMOOCの動向、アジアの
MOOCについてですね。そして、アジアのな
かで今後連携を深めていこうということを始め
つつあります。これについてもお話します。そ
れから、現在のJMOOCの近況とか最近の特徴
についてもお話させていただこうと思っており
ます。

　まず、おさらいとしてMOOCとはという
ことですが、皆さんご存知の通り、Massive 
Open Online Course、大規模公開講座ですね。
2012年、アメリカで大ブレイクしましたが、最
初は数週間で学べるきわめて短期のものが多
かったですが、大学の先生が中心となってオン
ライン講座を行い、それを無料で誰でもどこで
も見られる形で公開する。MOOCについての
レポートを定期的に出しているサイトがありま
すが、そこの昨年末のデータによりますと、学
習登録者5,800万人以上というデータがありま
す。オンライン登録で誰でも無料で好きな講座
が受講できますと。事前に登録してスケジュー
リングしたオンライン上で学習するわけですね。
スケジュール通り、課題や宿題に答えていけば
最終的にコース修了認定基準を満たした人には
修了証が提示されるという枠組みなわけですが、
端的にどんな特徴かというと、大学・企業が講
義を提供する。それがプラットフォーム上に登
録されて、公開されるわけですね。その公開さ
れている公開時期に学習者がその講座にアクセ
スする。学習者の履歴はすべてデジタル的に蓄
積されるという構造になっているわけですが、
学習者から見ると、オンラインで無料だという
こと、高品質の講義が提供されている。最近、
スマホやタブレットを皆さん積極的に使われて
いますが、それらを学習にも使えると。電車に
乗っていると、最近はほとんど皆スマホを見て
いますが、あの何パーセントくらいが学習して
いるか。どうも見ているとゲームが多いのです
が、もう少し学習する人が増えたら、日本全体
の力は上がるのにと思いながら私もあまり学習
していませんが（笑）。重要な要素は「学び合
い」だということなんですね。デジタル講座に
一人ひとりが黙々とアクセスして勝手に学習す
るというのでは、そうした人も、もちろんいま
すが、それではもったいなくて、一緒に学習し
ている人たちがたくさんいて、その人たちの間
で情報交換やディスカッションが行われ、質問
したらすぐに誰かが答えるという、いわばソー
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シャルネットワークを使ったソーシャルラーニ
ングの枠組みだというのが重要な要素です。

アクティブラーニングにも活用できる
MOOC

　講義を提供する側、大学から見れば多数の学
習者、極端に言えば世界中の学習者に広く提供
できる。学習者の学習履歴が蓄積されて、この
活用については世界的にもまだ端緒についたと
ころですが、本質的には学習履歴をしっかり分
析することで、新たな学習上の知見、ないしは
学習者そのものの学習履歴について、しっかり
と分析できるという特徴があります。学習評価
についても多量に分析できる。AIの発展によっ
て、より学習履歴の分析は緻密に、個々人向け
になってくるだろうと思います。これは将来課
題でもあります。
　それから、先ほど田中先生のお話でもいくつ
か示唆がありましたが、事前にこうした学習機
会が提供されていれば、実際の対面の機会を一
方通行の講義に使う必要はなく、積極的なディ
スカッションや課題解決のために使うという、
いわゆる反転授業、アクティブラーニングを積
極的に活用するためにMOOCを利用しようと
いうことがあるわけですね。
　MOOCを一度つくっていただければ、しっ
かりとした講座の体系的な整理ができますので、
実はハーバードなどはこれが積極的に推進され
てくると、最終的には大学講座をカスタマイズ
して個別カリキュラム提供にまでできるだろう
というようなことをイメージとして描いている
ようです。

欧米のMOOCに日本の大学も参加

　世界的に２大MOOCという大きな枠組みが
ありますが、どちらも2012年スタートの老舗
で、西海岸のCourseraと東海岸のedxがありま
す。Courseraはスタンフォード大学の先生が
ベンチャーキャピタルから200億円くらいの運
用資金を調達しているのではないかと言われて

います。世界中から230万人以上が登録。147の
機関が2,000講座くらい出ていると言われてい
ます。東海岸のedxはMITとハーバードが最初
の設立資金を拠出してつくったコンソーシアム
が中心になっている。こちらも1,000万人以上
が登録しています。100以上の大学が1,300クラ
スの講座を提供している。日本の大学も京都大
や東京大、大阪大、東京工業大、早稲田大がこ
のedxに参加しているという状況です。2013年
以降、続々とヨーロッパでもMOOCが立ち上
がっています。有名なのはイギリスのFuture 
Learnで、500万人以上登録。日本では慶應大
が講座を提供しています。フランスは国がやっ
ていて、スペインでも200–300万人規模の学習
者がいます。アメリカのグローバルなMOOC
と異なる特徴は、どちらかというと積極的に講
座を公開しているのは英連邦系の国が多いです
ね。フランスは典型的でフランス語の講座を出
していこうと。スペインはスペイン語が中心で
すが、ポルトガル語も一部あります。スペイン
語・ポルトガル語圏に対する学習機会を提供し
ています。
　先ほどお話したレポートサイト、これはクラ
スセントラルというサイトですが、昨年暮れに
世界のMOOCの現状というレポートが出てい
ました。5,800万人以上、700以上の大学、7,000
近い講座が出ていると。講座を出しているトッ
プ５のプロバイダというのがCourseraが2,300
万人、edxが1,000万人、それから漢字で「学
童」と書く中国、メインランドの中国のサイト
が中国が人口が非常に多いことを反映してい
ると思いますが600万人の登録があると。イギ
リスのFuture Learnが530万人、アメリカ第３
のMOOCであるUdacityが400万人というデー
タがありました。これが主な世界のMOOCで
すが、半分シリアスな問題がここに入っていま
すが、ちょっと面白いデータがあって、世界最
大のMOOCであるCourseraが1,800万人の登録
だった時にこういうデータを出してきました。
1,800万人がどこから来ているという情報なん
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ですね。これを見ますと、1位がアメリカなの
は当然ですが、2位が中国、3位はインドです。
インドは英語ですからね。4位はブラジル、5位
はUK、6位メキシコ、7位カナダ、8位スペイ
ン、9位ロシアというように、10位のなかに非
英語圏が半分以上を占め、しかも驚くべきこと
は非英語圏の国々の方が伸び率が高いことです。
ブラジル82％、コロンビア92％、メキシコ96％
といった具合です。アメリカは45％、UK46％
に比べると倍以上伸びています。中国も69％、
インドも70％。典型的にBRICSの人たちが非常
に多く学習し、かつ学習者の伸びも高いという
データが出ています。

モバイルラーニングのトップ10に入ってい
ない日本

　この次にショッキングなデータがあります、
モバイルラーニングですね。モバイルで学習し
ている人が28％いました。モバイルだけでやっ
ている人も13％います。モバイルの学習という
ことで出ているデータのなかで国のランキング
のトップ10があります。一位が中国、二位が韓
国、三位がシンガポール、四位がイタリア、以
下、UK、オランダ、メキシコ、オーストラリ
ア、台湾、アメリカと続き日本はいません。あ
んなにたくさん電車のなかでスマホをやってい
るのにベスト10に入っていません。中国は人口
が多いので当然でしょうが、韓国は日本の人口
の半分です。シンガポールに至っては英語圏と
は言え、韓国と台湾がここにいて、何で日本が
いないんでしょうか。
　一つ問題提起をしたということで、最近の
状況をお話すると、アメリカ第３のMOOC、
UdacityとトップのCoursera、edx、イギリスの
Future Learnだけを取り出しましたが、2012
年くらいにスタートし、最初は無料に修了証と
いうのがそれぞれに共通の特徴でしたが、だん
だんいろいろなことが始まっています。試験会
場でより信頼性の高い試験を提供すると、より
修了証の価値が高まる。それから、Udacityは

企業とタイアップして、企業から講座を出して
もらったものに対して、一定の、これは“勝手
学位”なんですね。Udacityと企業が連携して
勝手に学位を出しますよと。ナノディグリー
と言っていますが、大学は関係ないと。しか
し、これに対して、このUdacityに登録してい
るリクルーティングパートナーという企業があ
りますが、そこはこのナノディグリーの修了者
のうち成績優秀者に積極的に就職機会を提供
しようというモデルをつくっています。一方
で、その枠組みをジョージア工科大学のコン
ピュータサイエンスのプログラムは終始プロ
グラムとしても活用していて修士号が出ます。
Courseraも同じような形で、個人認証付きの
ほか、まとまった修了認定に対してスペシャ
リゼーションという認定をしています。さら
に、それに対して、イリノイ大学が修士プログ
ラムをCoursera上で提供するような形も動い
ています。edxは、試験会場での試験を有料化
する。まとまった修了認定、Xシリーズという
認定を行っている。さらに、アリゾナ州立大学
がプロフレッシュマンアカデミーということで、
１年生の科目を、まだ全部ではないと思います
が、基本的にはすべてオンラインで提供してい
こうと。世界中どこにいても１年の科目につい
てはアリゾナに来なくても取れますよと。かつ、
修了した後でお金を払えばよいと。お金を払っ
た後、アリゾナに来たいと思ったら、そこから
初めてアリゾナの単位として認定しましょう
と。来た時には２年生から編入できるという枠
組みになっています。このアリゾナ州立大の単
位を他の大学も認定したいというところもいく
つか出ていて、同じような枠組みで２年生から
アメリカに留学できる。１年分ショートカット
できるわけですね。もう一つは、edxでMITが
始めたのですが、マイクロマスターという名前
でMITが認定しますと。ただし、オンライン
で取った修士号なので実際の通学のものとは少
し名前を変えておこうということで、マイクロ
を頭に付けているんですね。しかし、認定物は
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あくまでMITです。MITの学位として出てく
る。このマイクロマスターを取った人が、一定
のすごく短い期間、MITの通学の方に入れば
マイクロが取れた正式のマスターとして認めま
すというプログラムを始めています。Future 
Learnも同じようなプログラムを採り入れてお
り、全体として見ると、フォーマルなラーニン
グとの連携がどんどん進みつあるというのが、
海外のトップMOOCの最近の傾向です。先ほ
どのMITのマイクロマスターに対しても、他
の大学も積極的に右に倣えをしているというこ
とで、非常に増えてきています。

アジア各国が参加したサミットを開催

　では、アジアはどういう状況なのか。個別
の事例はさておき、実は昨年３月に、アジア
リージョナルMOOCステイクホルダーズサ
ミットというのを明治大学で開催して、各国の
MOOCの組織の責任者を呼んで、今後、アジ
アでMOOCをどうしていこうか、どう連携し
ていけるか、という議論をする場を設けました。
韓国、インドネシア、マレーシア、台湾、タイ、
そしてユネスコからも呼び、日本を含め参加者
150名で行いました。
　非常に実のある議論ができたのですが、その
なかの一つの成果として、こういう枠組みを続
けていこうということを最後に合意しました。
合意の結果として今年、３月の２・３日、タイ
のバンコクで敢えて２回目ですが、The First
とし、本格的な会議の第一回目ということで会
議を開きました。アジアリージョナルMOOC
としてですが、名称は「アジアパシフィック
MOOCステイクホルダーズサミット」としま
した。これは、開会の挨拶をタイMOOCの
ディレクターがしているところですが、タイ
MOOCというのは政府が推進していて、タイ・
サイバーユニバーシティがサポートしていま
すが、タイの教育省も連携しています。この
タイ・サイバーユニバーシティ（TCU）とユ
ネスコがメインのホストですが、JMOOCと韓

国、ここも国の組織、ナショナル・インスティ
テュート・フォー・ライフ・ロング・エデュ
ケーションという組織がありまして、そのな
かでKMOOCというのが推進されていますが、
JMOOCとKMOOCがこれを共催するという形
で開催しました。

質保証、ブランディッドラーニング、単位
認定がキーワード

　そのなかで、いろいろ出てきた話について少
し触れます。議論としては、質保証の話、ブラ
ンディッドラーニングを積極的にMOOCと連
携させて進めていこう、そして、先ほど海外の
話で出ていた単位の認定、こうした話がキー
ワードとして採り上げられました。
　そのキーワードのなかから象徴的な話をい
くつかします。質保証の話ですが、韓国の
KMOOCは国が行っているのですが、KMOOC
のなかに出ているすべてのMOOCのコンテン
ツは100％単位認定の前提となって提供されて
います。このMOOCを提供したら、大学のな
かで単位として認められるという形です。その
ために、質の認定をする枠組みをつくっていま
すというのが、KMOOCからの話としてありま
した。質保証委員会でしっかり講座を認定して
いくと。この認定を経たものが公開されて、そ
れを学習し、修了した人は正規の単位として位
置付けられるというわけです。
　ブランディッドラーニングについては、これ
は非常に有名な大学である香港科技大学、ここ
はJAVAのプログラミングが数万人レベルの学
習者を集めたものですが（edxで提供されてい
るものです）、それを実際に反転授業で活用す
るパイロットトライアルをやりましたと。その
結果として、MOOCを受講してアセスメント
をして対面サマーセッションを２週間やります
と。最終的にそれをベースとして単位認定の試
験をするという枠組みを提供しましたというわ
けです。対象としたのは香港と中国本土の学生
で、結果については、学生からのフィードバッ
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クを見ると非常に高い評価を得たということで
した。MOOCを交換留学プログラムの拡大や
高校生への？（聞き取り不能）として拡大する
モデルとして位置付けているということです。
積極的にこういうものをどんどん広げていこう
というのが香港科技大の発表としてありました。
MOOCはキャンパスでの学習改善のためのカ
タリストであるという位置付けで展開している
ということでした。
　単位認定の話もそのなかで少し出てきまし
た。韓国のポステックのケースですが、基本的
に社会貢献、幅広い学習機会の提供、学内の教
育改革としてこれを位置付けていますと。この
ポステックでMOOCを出すために極めて高い
絶対条件があります。担当教員は90％以上の学
生評価を得た優れた教授能力を持つ教員でなけ
ればならない。科目としてはポステックの特徴
的な分野、科学技術の普及に寄与するものを出
しますと。これは単位認定をしますということ
で、韓国で初めてMOOC修了証を通常単位と
して認定しました。成績証明書にMOOC修了
書を記載します。有料で取った場合には単位
認定の時にかかった金額の半額を大学が支援す
るという枠組みを提供しています。彼らは今後、
MOOCベースのコンピュータサイエンスを学
位プログラムの提供として広げていくというこ
とを話していました。
　同じような位置付けで、コリアユニバーシ
ティ・オブ・サイエンス＆テクノロジー（UST）
も同じような枠組みで提供しているという発表
がありました。目的は似ていますが、最新の研
究機関への共有というところもこの目的に位置
付けていると。具体的な中身は聞けませんでし
たが、教員の授業負担をより軽減させていこう
と。MOOCにすることで、実際の授業の回数
を減らすというようなことをやっているのだと
思いますが、正確なデータは聞けませんでした。
当然、大学の認知度アップにも使いたいと。選
択基準は、やはり90％以上の学生評価を得た優
れた教授能力を持つ教員を選んでいますと。こ

ちらは科目としては学術・ビジネス分野で実用
性のあるものを出しますということです。成
績証明書にMOOCの修了証を記載する、単位
認定として認めるというのは同じなのですが、
こちらは全額大学がサポートするということ
でした。
　USTのなかで、もう一つ、積極的にMOOC
を使っているという面白い発表がありました。
リメディアル教育、リメディアルのプログラム
としてMOOCを使う例で、通常のあるカリキュ
ラムがあります。普通は、これを受ける時に個
人差、さまざまなレベルがあって授業が成立し
にくい。そこをしっかりレベル合わせをしたい
というわけですね。レベルを満たしていない学
生に対してどうするか。満たすまで、キャッ
チアップするためのMOOCを勉強してほしい
というリコメンドがあるのだと。そのために
は、いくつかのカリキュラムに相当する前提知
識を満たすためのMOOC群がここにあります
と。これを学習したうえで、初めて満たしたと
してこのコースを受けたうえで通常カリキュラ
ムを受けましょうというプログラムをスタート
させているということでした。実際の結果はど
うだったかまでは聞けていませんが、こうした
使い方を始めているという話がありました。
　バンコクでの会議のなかで、連携していこう
ということで、KMOOCとタイMOOC、JMOOC
の間で覚書の調印をしました。JMOOCの白井
理事長、KMOOCのキ所長、タイの高等教育局
の局長の３人で調印しました。今後、アジアに
おけるMOOC拡大を相互に協力していくため
に互いに交流していこうと。技術協力・技術交
流、ノウハウの交流、実際の講座の相互交換と
いったことを、これから積極的にやっていこう
とスタートしました。これ自身は３か国でス
タートしていますが、共通のコンセンサスとし
て、次年度に向けてもっと他の国々にも呼び掛
けていこうということになりました。
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JMOOCの延べ学習者数は70万人。講座数
は約170

　JMOOCの話も少しさせていただこうと思い
ますが、今までの講座の数は170強ございます。
学習者数ですが、34万ちょっとです。総学習者
数・延べ学習者数が70万弱というのが現状です。
　最近の特徴的な話として、大学の皆さんに
MOOCを出していただくことは引き続きお願
いしているわけですが、まとまった体系的なも
のをJMOOCとしても積極的に出していこうと
しています。典型的な理工系の基礎科目、政府
の施策のなかで理工系人材の育成に関する産学
官円卓会議というものがありまして、そのなか
でもっと理工系人材を効果的かつ積極的に育成
していくための議論や課題がありました。
　その課題解決の一つとして、実際に就職して
みて基礎的な技術がまだまだ足りない、もう一
度学び直しているという実態が浮かび上がって
きました。我々も経団連と共同調査をして、若
手の技術者に実際に学び直しをした時に、どん
な科目を学びましたか、と聞いてみると、１人
当たり10科目も学んだという人がたくさん出て
きました。この調査をべースに、たくさんの人
が学び直した科目をMOOCで出していこうと
いうわけです。
　大学基礎レベルのもの、ここには一つの例と
して金属材料学を示しましたが、今進めている
のは機械系、電気系の科目で国立高専機構と長
岡技術科学大学に協力いただいてこうした講座
群を集めています。この講座群は各大学が勝手
に決めているのではなく、JMOOCから依頼を
してアンケート結果で上位のもの、ニーズの高
いものを選んで講座を提供していただいていま
す。今、国立高専機構の４科目分はスタートし
ていますが、４月から残り８科目が始まります。
これは少し今までのものとは違って、学び直し
のためにということで、例えば制御工学、こう
いう単元構成だとすると、どこから学習して
いってもよいですと。一つ終わるごとにバッジ

が修得できます。全部にバッジがついたら修了
証が出ます。期間も一定の開講期間があるので
すが、次に第２クールに残りのものを取り直し
てもよいという、履歴を引き継ぐ型の運用をし
ます。さらに、ここに情報系のプログラム、化
学系のプログラムを入れていくことを予定して
います。これについては、大手のメーカーのな
かでの研修や大学のほか、長岡技術科学大の
ケースですが、ベトナムからの留学生に積極的
に見てもらおうという計画を持っておられるよ
うです。さらには中小企業で活用していただく
ということで今、品川区を核に呼びかけをして
各自治体から各事業所に案内いただくという流
れになっています。

アジアのコンソーシアム設立を提案

　先ほどの海外の話は、次年度に向けて実は来
年も決まっています。今度は韓国・ソウルでや
りましょうと。ここへ向けて、私の方からの提
案で皆さん乗ってきたのですが、アジアパシ
フィックMOOCコンソーシアムという組織を
つくりましょうという話をしています。ユネス
コ、JMOOC、KMOOC、タイMOOC、そして
香港とマレーシアが賛同を表明していますので、
もう少し拡大すると思いますが、こうしたコン
ソーシアムを通じて講座交流、研究交流、およ
び積極的な企業の人材マッチングのようなもの
も絡んでくる話だと思います。そうした流れに
つなげていきたいと考えているところです。国
内もまだまだ講座の数が大変少ない。法政大学
も、その他の大学も３講座、４講座出していた
だくと数百講座に早く近づくのですが、もう少
し講座提供のスピードがほしいと正直なところ
思っております。やはり海外の例を聞きますと、
500講座くらいまとまっていないと学習する側
にとってメリットにならないということです。
先ほど出ました質保証、ブランディッドラーニ
ング、単位認定、この辺りも積極的に日本のな
かでも議論につなげていきたいと思っていると
ころです。ちょうど時間になりましたので、私
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のお話は以上とさせていただきます。どうもご
清聴有難うございました。

司会
　 福 原 先 生、 ど う も 有 り 難 う ご ざ い ま し
た。MOOCの 概 要、 世 界 のMOOCの 動 向、
Coursera、edx、それからモバイル活用のラン
キング、日本が入っていないところも指摘して
いただきました。アジアのMOOCの動向のと
ころで３つのキーワード、最後にも出てきまし
たが質保証、昨今非常に話題になっているブラ
ンディッドラーニング、単位認定についてもお
話いただきました。では、次の話題提供といた
しまして、「高等教育の国際動向と我が国の政
策について」。文部科学省高等教育局大学振興
課大学改革推進室改革支援第二係長の河本達毅
様、よろしくお願い致します。

話題提供２
「高等教育の国際動向と
� 我が国の政策について」
河本 達毅 氏

（ 文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室改革
支援第二係長）

内部質保証をどう充実させていくか

　皆様こんにちは。ご紹介に預かりました文部
科学省の河本でございます。こうしたお時間を
頂戴してうれしく思っています。
　「グローバル化とオンライン教育について考
える」ということで大きなお題をいただいてお
りまして、タイトルを設定しろというお話をい
ただいたときに、恐らくグローバル化のお話は、
こんなにグローバル化が進んでいる法政大学に
お話することはあえて言うことはないと思いま
した。オンライン教育についても、福原先生の
前でお話すると恥をかくということもありまし
たので、少し毛色を変えて話題のご提供ができ
ればと考え、このようなテーマを設定いたしま
した。

　最近、高等教育・大学教育というところで、
一番ホットなイシューが「内部質保証」いうも
のです。聞き慣れない方もいらっしゃるかもし
れませんが、こちらをどう充実させていくか、
ほとんどこの政策に尽きるといっても過言では
ないというように考えています。それを進めて、
各大学が取り組んでいただくに際して議論がか
なり分かれるんですね。それは、これだけ大学
が数多くあって多様な先生方・職員の方々・学
生さんがいらっしゃるのでいろいろな議論が、
この内部質保証というテーマについて起こって
いくのは好ましいことであります。ただ、ドメ
スティックな議論になっているところが多い。
実は大学教育の内部質保証というのは、国際動
向、グローバルという視点抜きでは語れないと
いう構成で本日、お話させていただければと思
います、ですので、私がお話させていただいた
後に、「全然オンラインの話がないではないか」。
グローバルの視点がないじゃないか」という話
になるかもしれませんが、考えとしてはそうい
うところです。

軽視できない労働市場のグローバル化

　示したデータは、日本に来る留学生で、日本
に就職する人が増えているという話です。よく
言われる話ですね。次が、企業の方も留学生の
採用を希望するところが増加している。話題提
供ですので、それが良いか悪いかはいろいろと
議論があると思います。ただ、こうした傾向が
見られるということがあります。これは多分世
界各国で見られるのであろうと。グローバルと
いうなかで、教育のグローバル、英語教育を強
化していくことは非常に重要ですが、それだけ
ではなく、ひょっとしたら労働市場の方がボー
ダーレス化してきているということですね。オ
ンライン教育もボーダーレス化していくのです
が、学生が大学で学んだ後、社会に出ていく労
働市場というのが無視できないほどグローバル
化しているという現状は踏まえないといけない
のではないかと考えます。特に高等教育ですね。
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そうなったときに、一番上のタイトルと中身が
合っているかどうかは自信がないのですが、し
かもデータは古いのですが、最近、文部科学省
では「知識基盤社会」という言葉を使うことが
多いのですが、これから社会に出ていくときに、
知識・能力・スキル・コンピテンス等いろいろ
言い方があるかもしれませんが、それが基盤、
当たり前になってくるという社会が、既に世界
では起こっている。GDPがこういう伸び方を
していて、日本は最近伸びていない。田中総長
がおっしゃった低成長社会ですね。

日本の大学は本当に多すぎるのか？

　こちらが日本の課題になっているのですが、
大学進学率というものを見てきたときに、諸
外国はこういう動きをしているというところ
です。これも正解はないと思うので、いろい
ろなところで議論していただければ私も参加
したいのですが、日本は大学の数が多すぎる
という世論はまだまだ強いと思います。この
ときは進学率50％ですが、最近は60％、専門
学校を含めると70－80％になってきたときに、
そんなに大学はいるのかということはよく言
われます。あれを言い出したのは恐らく田中
真紀子大臣だったのだと思うのですが、メディ
アでもセンセーショナルに報じられ、「確か
にそうだ」と。国の財政が縮小していくなか、
私立大学に助成させていただく私学助成の補
助金はずっと横ばいなんですね。ただ、私立
大学の数は増えていくので、１校当たりに行
きわたる補助金はどんどん減っているという
大学の現場から見ても、大学の方も大学数が
多すぎるというようになっていく。それは確
かに一つの事実としてあるかもしれませんし、
言葉は悪いですが、Fランク大学と言われた
り、漢字が書けない、分数計算ができない大
学生がいるとか言われたり。それは教育して
頑張らなければいけませんが、だからといっ
て大学が多いのか、少ないのかというのはま
た違う議論なのかなと。これを見た時に、あ

えて中国のところだけカッコ書きで人数を書
いてみたのですが、日本の場合、専門学校を
入れて進学率は70－80％ですが、中国は100万
人を少し超えるくらいです。中国の進学率は
この時で17％、今はもう少し増えているかも
しれませんが、既に260万人に達している。そ
れで、先ほどの話に戻ったときに、海外に留
学して留学先で就職していくという労働市場
のボーダーレス化が起こってきたときに、世
界で毎年中国の大卒者、知識を獲得して大卒
というステータスを獲得した人が260万人出て
きている。日本は100万人。では、果たして日
本は大学が多いのかというグローバルな視点、
ドメスティックで考えると８割も高等教育に
進むことが必要なのかどうかという意見はあ
ると思いますが、グローバルな目で見た時に、
日本の大学進学率は果たして高いのか、とい
う一つの問題提起です。オーストラリアは
90％、韓国も日本と制度は似ていますが、少
し違うところもあり、最近は日本でも取り組
もうとしている専門職業大学というのが韓国
をモデルとしたケースが多いのですが、大体
70％ではあるものの、専門職大学を含めると
もう少し高くなってくのかもしれません。と
いった一つの問題提起があります。高等教育
の大学進学率もグローバルな状況という背景
で考えた時にどうなるのか。

進む高等教育の国境を超えた自由化

　そして、先ほど申し上げた内部質保証という
話ですが、これも大学のシステムとして無視で
きないというところがあります。これは有名な
1999年のボローニャ宣言で、EUで高等教育と
いうものを各国バラバラだったヨーロッパの高
等教育システムをなるべくチューニングして合
わせていこうと。EU間の、国を超えた労働市
場のボーダーレス化がここで意識されたという
ことなんですね。例えば、フランスの学位をド
イツでどう見ていくか、雇用可能性とか、労働
者として、訓練を受けた人間として、社会人と
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してドイツでどう評価するのかといったことを
各国でそれぞれの高等教育システムをチューニ
ングし、それぞれの高等教育システムを認め合
いつつ、実はそこから競争が生まれていく。こ
うしたことを1999年のボローニャ宣言から動い
ていったということです。
　ヨーロッパがこういうことをし出しますと、
これはWTOと書いてありますが、2000年、ア
メリカの動きです。WTOとはアメリカらしい
と思うのですが、高等教育サービスの自由化と
いうことをWTOで提言します。ヨーロッパで
こういうことをやったので、アメリカの大学シ
ステム、高等教育システムを国境を越えて自由
化する。つまり、アメリカの大学システムを海
外展開していこうと。だからWTOに訴えるん
ですね。
　こうしたアメリカの動き、すぐにカウンター
パンチが入った。2004 年にはエラスムスムン
ドゥスという、ヨーロッパ圏にいかに留学生を
呼び込むかという政策をヨーロッパがやり返し
ます。さらに、このエラスムスムンドゥスに関
係する動きかどうかは研究者によって意見が分
かれるでしょうが、例えばカタール・ドーハに
パリの大学が出来るなど、ヨーロッパの大学シ
ステムがアジアに出ていく。先ほどのオンライ
ンの話のように、ロンドン大学の学位を諸外国
から取りに行くという動きも見えてくる。2005
年には、「国境を超えて提供される高等教育の
質の保証に関するガイドライン」というのが
ユネスコ OECD で設定されたというところ
で、どんどん自国の教育システムを海外に展
開していく。ひょっとしたら、敢えて言いま
すが、アメリカの大学を出た方が日本の大学
を出るより質が高いということを、アメリカ
が仕掛けてきているということですね。逆も
やらなければいけないというわけで、高等教
育システムのデファクトスタンダード争いと
でも言いますか、そうした形で、自国の教育
システムが優れているから留学生を呼び込む、
労働者も呼び込む、そして経済力を上げてい

くということが行われたわけです。そのなか
で、日本の今の大学教育改革を考えていくと
いうグローバルな視点が必要です。

大学間の競争を促したドイツ

　では、各国がグローバルな視点でどういう動
きを取っているのか。例えばドイツですが、ド
イツの大学というのはご承知の先生もいらっ
しゃるかと思いますが、もともと国家施設型、
国がガチガチに管理していて、州が創るのです
が、国が管理する国の施設で大学に格差はない
んですね。入学も入学試験という競争ではない
のですね。入学者を学籍割り当てと言いまして
割り振る。大学はすべて平等で、一定の質で、
すべてそれはドイツという国のシステムという
のが特徴的だったのですが、2004年以降、2005
年でエクセレンス・イニシアティブという徹底
した規制緩和を行ったのです。大学間の競争を
促していく。学籍配分という比率も少なくして
いって入学者の希望する大学に行かせるべき
だと。大学間で競争していくべきということ
をやり始めたのは、ドイツではかなり注目され
る動きです。何が言いたいかですが、世界的に
各国の大学教育、高等教育システムの競争環境
は国と国との争いではなく、国の中のそれぞれ
大学に権限を移して、大学同士で競争してもら
おうという、徹底した規制緩和をしているわけ
なんですね。それが特徴的なのがドイツだとい
うことです。ですので、国の法律、教育法やシ
ステム、補助金に守られた大学で世界と果たし
て戦えるのか、世界の動きを見るとそうなって
いるということなのですね。
　よくタイムズ・ハイヤー・エデュケーション
とか、大学ランキングというものが世の中を騒
がせていて、どんな指標とKPIでランキングが
付けられているのかというところで、いろいろ
議論がありますが、これはアメリカのランキン
グですが、日本でも最近、ベネッセさん辺りを
中心に、日本の大学の特徴を生かすようなラン
キングをつくらないといけないという動きがあ



77

第13回FDシンポジウム　「グローバル化とオンライン教育について考える」

りますが、日本の場合ですと教育者の皆さん、
先生方が学生の教育に携わったときに数値で大
学を序列化するのはいかがなものかという反応
が見られ、私もそれはそれで適切な反応だと思
うのですが、ドイツの場合は国家主導型で、自
分たちでランキングをつくって競争を促して
いった。もともとドイツの大学をモデルとして
世界の大学は発展してきたという歴史があるの
ですが、もう一度ドイツの大学が世界を席巻し
ようという動きがあるということです。

日本型の教育を世界に発信しようという動き

　では、日本はどうなのかということですが、
資料を一つ持ってきましたが、EDU-Port日本
という動きがあります。これは、簡単に言うと、
日本型教育を外に出していこうという動きなん
です。いろいろな国が日本の教育システムを評
価してくれているので、日本の教育を輸出して
いこうという試みを日本でもやっています。た
だ、インドは小中学校制度、UAEは日本人学校、
エジプトは道徳教育、ベトナムは専門学校、ペ
ルーやタイは先ほど福原先生のお話にもあった
高専というモデルが面白いのではないかと。ブ
ラジルのところでやっと高等教育、職業教育が
入ってくる。マレーシアでも高等教育が入って
くるということなのですが、主に初等・中等教
育システムです。例えば、日本の○○大学のシ
ステムがすごくいいので海外に積極展開しよう
という話には残念ながらまだなっていないとい
う状況です。法政大学で取り組んでいただいて
いるスーパーグローバルユニバーシティという
のは、まさにこうしたことをどんどん促してい
きたいという思いがあってつくられた事業なの
ではないかと思います。すごく頑張っていただ
いているという認識ですが、日本もこういうこ
とをやっているというのが一つあります。

徹底した規制緩和で大学に権限を委譲した
この25年間の流れ

　こうした動きを踏まえて、今申し上げた国際

的な競争環境に日本の大学が対峙していくとき
にどうなっていくのかとなると、国も頑張らな
ければいけないのですが、各大学にできるだけ
権限を委譲して頑張っていただかないと世界と
戦えないということで、こういう流れでまとめ
ることができるのではないかと。
　一番象徴的なのは1991年、この時点でそこま
で考えてやっていたのかはわかりませんが、大
学設置基準が大綱化されました。要は規制緩和
ですね。徹底した規制緩和をしました。それま
では「こういう科目はこのように置きなさい」
とか「講座制はこうで」といったいろいろな縛
りがあったのですが、この時の一番特徴的な文
言は「必要な科目を大学は自ら開設して授業を
行う」ということです。法政大学がこういう学
生を育てて、このような学生を社会に出したけ
れば、どういう科目を設置してカリキュラムを
つくるのか、大学で自ら考えましょうという決
まりになった。それ以降、示したような流れに
なっていくのですか、こうして規制を緩和する
と、質を保証・担保するには別のやり方が必要
だということになってくるのですね。ですので、
自己点検というものをしっかりやりましょうと
いうことを努力義務化します。今までは大学設
置基準という文部科学省令に従っていれば、国
の大学システムは保証されているという建前が
あったのですが、そうではなくて、そこは緩め
て各大学に権限を委譲するので、その代わりに
自分たちで点検評価し、改善してくださいとい
うことを義務化していくわけですね。そして、
８年経って自己点検・自己評価を義務化します。
　もう一つが、努力義務化ということですが、
自己点検してくださいというだけではなく、質
の保証というのはやはり外部の視点が重要だと。
アカウンタビリティをしっかり果たしてもらお
うということですね。そのためには、大学は
しっかりやらなければいけないということにな
りますよねという話で、規制というよりは、皆
さんが行っている活動を公表してくださいと。
大学の取り組み・プランは自由にやってもらい
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つつ、どういう成果が出て、どういう動きに
なっているかを公表してくださいという話なん
ですね。さらに、2003年には大学・学部・学科
等の設置認可の審査が緩やかになり、学部・学
科がつくりやすくなった、改組・転換がしやす
くなったというように、より規制緩和を進めた
わけです。2004年にはかなり大きな動きがあり
まして、大学人の皆さんはこの言葉を聞くと虫
唾が走るかもしれませんが（笑）、認証評価制度、
外部評価が入ってきます。自己点検評価だけで
なく、外部の評価も入れていくということです。
いわゆる外部質保証という話ですが、規制が増
えたように見えますが、質を保証するための外
からのアプローチなんてすね。ですので、大学
内部の取り組みと大学の方向性・考え方という
のにはまだ手をつけていないのです。
　ここに並んでいるように国立大学の法人化、
私学法改正、法人化は公務員ではなくなり、国
の施設ではなくなり、それぞれの大学に権限を
渡すので切磋琢磨してくださいというものです。
私学法改正は、法人の監事の権限や理事会のあ
り方を明確化して、法人としてのチェック体制
をしっかり固め、アカウンタビリティをしっか
り果たしてくださいということです。私立大学
にも国立と同じような動きということです。
　2010年には、いよいよ教育研究活動情報の公
開、要はアカウンタビリティ、情報公開を義務
化していきます。違う観点から見れば規制が増
えているというかもしれませんが、あくまで大
学の中の活動には手を付けていない。

学長のリーダーシップを強化し、改革から
内部質保証へ

　ここで、学長のリーダーシップというガバナ
ンス改革が入ってくるわけです。これは、経済
界の要望があったように、あのような改革が必
要なのか、私立大学はこれはどうか、などいろ
いろ議論はありますが、この流れで見た時にガ
バナンス改革がどういう意味を持つかというこ
とを改めて捉えていただくと、ガバナンスの議

論というのは実は面白いのかなと思います。あ
えて私の思いは言わないでおきます。昨年です
が、この流れで３つのポリシーというものを義
務化しました。認証評価制度というものが少し
変わってきたということで、一貫して大学の自
主・自律を91年に大きく拡大して、そこを担保
しながら日本の大学システムというものを保証
していこうという動きでずっと来ているという
ことです。
　「改革から内部質保証へ」ということですが、
大学改革というものを国の政策として推進して
いるわけですが、実は改革ではなくて、各大学
の内部質保証なのです。大学改革という言葉は
実は違うのではないかという研究者の先生もい
らっしゃいます。というのも、こうした主要な
３つの中央教育審議会の答申を見ても、それが
見えてくると。2005年の「我が国の高等教育
の将来像」答申では、大学の自主・自律が必要
で、個性が必要で、それぞれの大学がどういう
機能を強化していくのかというのは見ていくべ
きだし、先ほど申し上げた評価は必要だし、学
生が卒業してどうなっていくのかという出口の
管理が必要だという確認なんですね。

現在の答申は大学へのメッセージ

　それまでの中央教育審議会答申というのは、
大臣にこうしなさいというと、大学設置基準が
大きく変えられて規制が変わっていくという話
だったんですが、この主要な３つの答申は、大
学関係者へのメッセージのような感じなんです
ね。この答申が出たから何かが変わったという
ことは実はあまりないのです。2004年には国
立大学も法人化されていますから、大学に権限
がさらに委譲されて規制が緩和されたときに、
我が国の高等教育は将来的にどう考えていくべ
きかがこの時に言われたと。
　その３年後に、これは有名な答申で学士課程
答申といわれるものですが、ここでラーニング
アウトカム、学習成果とか、GPAなどいろい
ろなツールが、海外の動きなどを見ながら紹介
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された。今回行われたFDとか、職員の皆さん
のSDとか、国際的に日本の大学の学位がどれ
だけ通用するのかという視点も必要だとこの時
言われました。ただし、GPAというものを法
律で義務化したわけではありませんし、ただ紹
介されたというものなのですね。そういうこと
で、学士課程教育・学部教育というものを再構
築する必要がありますねという、大学関係者に
向けた中央教育審議会の有識者の方々からの
メッセージだったと。
　その４年後に、質的転換答申と言われるもの
なのですが、さらにそれが突っ込んだ形で、教
育プログラムとしての学部教育が必要だと。各
先生がバラバラに授業を行うのではなく、カリ
キュラムをプログラムとして見ていく必要があ
ると。そのなかに、アクティブ・ラーニングと
いう学生の主体性を促すことが必要だし、学生
がどれだけ力が身に付いたのかをアセスメント
していきましょうと。しっかりアセスメントし
て、大学の教育プログラムがよいものになって
いるのかを点検し、改善していきましょうとい
うことが公然と言われたということです。
　一つ、これは私の今の持論を裏付ける象徴的
な事例なのですが、先ほどの「学士課程教育の
構築に向けて」で審議まとめというものが１回
出ています。左側です。右側は実際の答申、最
後の報告なのですが、１回目に出た時の書きぶ
りと（特に青字のところ）と右側の赤字のとこ
ろを比べていただければおわかりと思いますが、
自主性・自律性は少し入っているのですが、要
請とか、必要、目指すという、国が何かやると
いうような書き方なんですね。そうではないだ
ろうと。我が国の将来像答申の時に、そもそも
大学の自主・自律が必要だと言っていたのにこ
の書きぶりはないだろうということで、実は答
申の時は各大学の自主的な改革を通してという
ように、大学の自主・自律というのは今後も担
保していくのだろうということが、この経緯を
見てもわかっていただけるだろうと思います。

学生が何を身に付けたか、質保証していく
ことが重要

　そうした流れを踏まえると、高大接続改革と
いうのは一体どうなのかということですね。学
生の力がどれだけついたか、大学が自分たちの
質を保証していくという狙いのなかで高大接続
改革というものがあると。その背景には国際
化・情報化があると。極めて日本的な文脈では
ありますが、その学生の力とはどういうものな
のかは各界で言われていると。よく言われるの
は社会人基礎力ですが、キーコンピテンシーと
いう言葉も最近よく聞かれるようになりました
が、文部科学省としては学士力が必要なのでは
ないかと。ただ、いろいろな団体がさまざまな
ことを言うのですが、学生が最終的にこういう
力を身につけるというのを規定して、それに対
して大学がいろいろなプログラムをつくって活
動し、学生はどういう力を身に付けることがで
きたのかを証明していく。質の保証をしていく
というところです。これはキャリアデザイン学
部を持っておられる貴学の前で言うのも何です
が、キャリア教育としてもこうしたことが言わ
れているということです。
　各国もやはり同じようなことになっていまし
て、例えばドイツ・フランス・アイルランド、
ヨーロッパ系は緩やかな標準制、単位や学位の
互換性・等価性を保証するということです。ア
メリカや韓国、ひょっとしたら日本もこちらか
と思いますが、多様性・自律性を強調して、こ
ういうカリキュラムがあれば、こういうカリ
キュラムがこうした考え方で出来ていればその
大学の質が保証できるというタイプですね。い
ろいろなタイプがあるのですが、全世界的に学
習成果というもので大学の質を説明していくと
いう動きに変わりはないと思います。
　日本もそうした参照基準というものですね。
いろいろな分野で、こういう考え方でこうやっ
ていけばいいのではないかということが議論さ
れている。これはホームページなどで見ていた
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だけるのでご覧ください。ただ、これらはあく
まで参照基準ですので、各大学に押し付けるも
のではありません。
　もう一つは３つのポリシー。学生が身につけ
るべき資質・能力というのも掲げて、それを達
成できるための教育が行われているか、改善サ
イクルを大学の中で回していってくださいとい
うメッセージです。質の保証です。３つのポリ
シーというのは極めて日本的なやり方ですが、
実は国際的な高等教育の考え方と非常にマッチ
していますし、これから日本の大学が国際社会
に打って出る時にやはり必要な考え方なのでは
ないかと。もう一つは、認証評価制度の改善と
いうことですが、外側の視点でも大学が内部
で３つのポリシーを定めて、常に改善し、質
を保証していく活動をしていることを、外部
からの認証評価でも評価していきましょうと
いうことで制度改正が行われているというと
ころです。
　ですので、最終的に先生方が何を教えるのか
ということが非常に重要だと私は思っているの
ですが、一旦、学生が何が身に付いたのかとい
うこと見るためにサイクルを回していく、そし
て、教育を不断に改革して質を高め、世界に
打って出ていくということが国際的な動向なの
かなということで、論点としましては、国とし
ての、日本の大学システムとしての学位を今後、
国際的にどう保証していくのか、それを支える
各大学の単位、授業の質をどう保証していくの
かという話で、学生が最終的にどのような学習
成果を得るのかというのが、大学教育にとって、
最も重要なことなので、そこをどう質保証して
いくのか。そのために、今申し上げた内部質保
証ということを、大学の中でしっかり議論して
いく、加えて、大学の自主・自律を高めつつ、
誇りを持って大学の運営に当たっていくという
ことが、今後ますます必要ですし、国際的な流
れにも沿っているのだと思います。
　今月、新しい中教審への諮問が出ています。
こうしたことを議論してくださいという大臣か

らの諮問文が出ています。ホームページでも見
ていただけますので、お読みいただければと思
います。このなかにも、国際化、ICTといった
言葉も出てきますので、グローバル化とオンラ
イン教育という観点は今後、日本の大学教育で
も不可欠、田中総長が当たり前なので計画に
入っていないと言われていましたが、当たり前
で、それを前提でバックグラウンドを共有して
日本の大学教育改革に取り組んでいただければ
と思います。有難うございました。

司会
　河本様、どうも有り難うございました。内
部質保証の実質化に向けて高等教育のグローバ
ル化、大学教育の質保証システムをめぐる国際
競争等の観点からお話いただきました。では、
続きまして「法政大学理工系教育におけるグ
ローバル化の現状と展望」と題しまして、法政
大学副学長・理工学部教授の八名先生、お願い
致します。

話題提供３
「法政大学理工系教育における
� グローバル化の現状と展望」
八名 和夫

（法政大学 副学長・理工学部 教授）

留学生3,000人受け入れへの貢献

　ご紹介いただきました、法政大学理工系教
育・研究プログラムを担当しております副学長
の八名と申します。今日は、本学理工系教育に
おけるグローバル化の現状と展望についてお話
させていただきたいと思います。
　まず、グローバル化の現状と現在の取り組み
についてお話させていただきます。続いて、今
回のテーマがオンライン教育ということですの
で、以前文科省オープンリサーチセンター整備
事業の補助を受けてオンライン教育に携わった
経験をお話させて頂くことによって将来につな
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げられればと思います。
　法政大学は４つの柱からなるグローバルポリ
シーを掲げ国際化に積極的に取り組んでいます。
それらは「世界のどこでも生き抜く力をもった
グローバル人材の育成」「留学生の受け入れと
派遣の拡大によるキャンパスのグローバル化の
実現（留学生3,000人を目指す）」「教育・研究
体制の高度化・グローバル化の推進」「グロー
バルネットワーク（卒業生, 高校生など）構築」
の４つです。理工系教育・研究分野においては、
グローバルポリシーにそって英語の学位コース
を充実させる、留学生の受け入れ3,000名への貢
献、先進的教育・研究拠点の整備とグローバル
化といった点の実現が重要になってくるかと思
います。こうした点について、どういう取り組
みをしているかについてお話しさせて頂きます。
　本学全体で学部受験者数が増える傾向にあ
り、特に本年度は東日本でトップに立ったという
お話が先ほどありましたが、理工系留学生志願
者数も本年度急増し３桁を超えました。留学生
の増加については日本に来なくても海外で入試
を受けられるようにした、という入試改革が功
を奏したこともありますが、年々増加のトレンド
を示しています。志願者は増えているのですが、
その分入学基準をシビアにして、入学者数は微
増で頭打ちという状況にあります。留学生の質

を適正に評価し、質を落とさないように留意し
ながら留学生志願者数増加に見合う入学者増に
向けた取り組みを進める必要があると考えてい
ます。
　大学院では、総長からもご紹介がありました
が、情報科学研究科がダブルディグリープログ
ラムを採用しています。これは中国の大学のグ
ループと協定し毎年約10名前後の修士課程の受
け入れを実施しています。今年は、そのなかか
ら２名の学生が博士課程に進学しました。

グローバル化を先行して進めている情報
科学研究科　

　情報科学研究科では英語の講義か整備されて
いて、通常の大学院課程で留学生受け入れの実
績があります。短期の交換留学生、今もフラン
スからの留学生がいますが、も受け入れており、
かなり先行してグローバル化を進めています。
理工学研究科は、従来英語による学位プログラ
ムは提供していませんでしたが、大学院の場合
は研究指導が主なので、日本語が話せない留学
生も受け入れの実績はありました。最近では、
中国からの博士課程学生、ドミニクからの国費
研修生、チェコから短期間のインターンシップ
生などを受け入ています。

インターンシップ学生の受け入れ

　さて、昨年の９月から、大学院の英語学位プ
ログラムをスタートさせ、情報科学研究科と理
工学研究科が共同して、総合理工学研究イン

スティテュート、IISTをスタート致しました。
昨年９月入学は７名。定員は15名となっており、
目標を達成すべく現在鋭意努力しているところ
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です。
　海外への送り出しの状況ですが、本学が主催
する奨学金留学生について、理工系の学生はや
はり少し英語力が落ちるということでこれまで
あまり採用例がないのですが、徐々にグローバ
ル志向を持つ学生も出てきており、今年採用さ
れた奨学金留学生のなかでは理工系の学生が
トップの評価を得ています。徐々に奨学金留学
生で海外に留学する学生も増えてくるものと期
待しています。また、ここ５年間、理工学部・
生命科学部が主催する短期の語学研修プログラ
ムをカリフォルニア大学デービス校とアイルラ
ンド、リムリック大学で行っており、毎年、30
－40名程度の参加があります。夏休み・春休み
に１ヵ月間の語学の研修プログラムで単位認定
を行っています。 
　先ほどグローバル志向の学生が増えてきたと
いうお話をしましたが、日欧産業協力センター

など経産省の団体のインターンシッププログラ
ムを利用して１年間研修をする学生も２年続け
て出ています。また、文科省のトビタテ！留学
JAPANプログラムを利用した海外研修・留学
への応募、採用実績もあります。
　海外送り出しに関して、学部はこのような現
状ですが、大学院については研究成果を国際会
議で発表させるということを奨励し、補助を出
しています。年間70－80件、国際会議での発表
が出ておりますので、理工系大学院生はアク
ティブに研究活動していると言えると思います。
教員レベルでは、海外の研究者と活発な研究交
流が行われています。
　国際会議の主催も、昨年機械工学のチャピ教
授がゼネラルチェアを務め、小金井キャンパス
でロボット工学のIRIS2016という国際会議を
実施しました。

小金井キャンパスで開催したIRIS2016参加学生

　併設して、ロボットのアイデアコンテスト、
高校生から大学生までの学生がロボットのアイ
デアを競うコンテストも実施。附属校の学生を
招待しグローバル体験の機会も設けました。こ
のように、キャンパス内で国際会議があります
と大学院生には大いに刺激になるため、日本人
の院生も参加する学術イベントを積極的に学内
で開催したいと考えています。2006年には私
も生体工学の国際会議BSI2006を企画しボアソ
ナードタワーで開催した経験があります。
　国際化という時、理工系では優れた研究成果

を発信してゆくことが肝要です。小金井キャン
パスには附置研究所（イオンビーム工学研究所、
情報メディア研究センター）、私立大学高度化
推進事業の補助を得たマイクロ・ナノテクノロ
ジー研究センター、などを置き個々の教員の研
究成果とともに世界に向けた情報発信を行って
います。研究所で海外からポスドクを迎えるな
どの国際化を進め、マイクロ・ナノテクノロ
ジー研究センターにチェコから客員研究員を迎
えた実績があります。その他、HIFの招聘研究
員など若手の研究者を招聘、客員教授として
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ベトナムUETからビン教授をお迎えするなど、
教員・研究者の交流も進めています。

最先端の研究成果をグローバルに発信

　ここで、先ほど少しお話させていただきまし
た英語学位プログラムについて概要をご紹介さ
せていただきたいと思います。理工系大学院の
プログラムでInstitute for Integrated Science 
and Technologyの頭文字をとりIISTと称して
おります。情報科学研究科と理工学研究科が協
働して組織した英語による理工系の修士・博士
プログラムで、優れた大学院教育を実践すると
ともに、最先端の研究成果をグローバルに発信
することを目指しています。さらに、日本人学
生に対しても留学生との交流を通じてグローバ
ル市民としての自覚を涵養したいと考えていま
す。スーパーグローバル創生支援事業の構想
に、英語学位プログラムが市ヶ谷・多摩で４学
部、大学院で３つのプログラムの設置が盛り込
まれており、その一つが小金井のプログラムと
なっています。カリキュラムは各大学院の専攻
ほぼすべてに対応しています。修士課程につい
て若干まだ対応できていない専攻はありますが、
徐々に対応していきたいと考えています。特徴
として、専攻に加えて、専攻横断的な分野を設
け、横断的な学びができるカリキュラムになっ
ています。所属専攻の深い専門性に加えて、経
営システムの講義を情報科学の学生が受けると
いったような横断的な学びを可能としました。
　もう一つは、日本で就職しようという学生が
増えてきた時に、企業側としては、留学生は取
りたいが日本語ができないと難しいという実情
があります。留学生の日本での就職ニーズに
応えるため、日本語の科目を週２回、４セメス
ター設けています。日本語習得は修了要件では
ありませんが、現在すべてのIIST学生が受講
する非常に人気の高い科目となっています。留
学生の日本語教育については海外の大学におけ
る日本語教育が参考になります。昨年ネブラス
カ大学で教員のFD研修に参加した折に米国の

優れた日本語教育の実例を目の当たりにする機
会がありました。ネブラスカ大学で日本語を学
んでいる学生、エンジニアリングの学生も非常
に多いということでしたが、専門を勉強しなが
ら日本語を学んでいました。全く日本語の素養
の無い学生に対する２年間の学習成果として漢
字仮名混じり文の日本語の文章を見せられ、非
常に驚きました。IIST学生についても、専門
の研究を遂行することが第一義の目的ではあり
ますが、日本語の技術コミュニケーション力を
２年間の修士課程在学中に身に着けさせること
は、あながち不可能な目標ではないと感じてい
ます。
　ここで現在受け入れているIIST学生につい
てご紹介します。まず、文科省やJICAなどの
奨学金制度による学生がいます。現在、JICA
の奨学制度ABEイニシャティブを利用してケ
ニアの学生が２人在籍しています。次に各国
の政府の奨学金、ベトナムですと911やメコン
1000といった奨学金がありますが、IISTには
メコン1000奨学生を受け入れています。その他
の学生は中国、ベトナムからの私費の留学生で
す。私費の留学生に対しては現在30%の学費減
免がありますが、経済的な支援をいかに充実さ
せてゆくかが優秀な留学生を増やしてゆく鍵と
なります。実績はありませんが、需要という面
で考えると、ベトナム等アジア諸国においては
修士課程や学部を卒業してすぐに大学教員にな
るというケースがかなりあり、博士号取得をめ
ざす大学教員の教育も求められているように感
じています。実際2018年度秋を目途に入学希望
の教員から打診が来ています。
　今回受け入れた学生の研究テーマのいくつか
をご紹介しましょう、ベトナム、カントー大学
出身のホン・ハン氏は同大学副学長ユン先生の
ご紹介を得て、本学生命機能学専攻で博士課
程に在学、植物病の病理の研究をしています。
それから、ホーチミン市情報技術大学出身の
キャップ・クアン氏は人工知能技術（AI）を使っ
て葉の画像処理によって植物のウイルス病を診
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カリフォルニア州立大学教員の遠隔講義を市ヶ谷で受講

断する研究を行っています。このような農業を
テーマとしてITと植物医科学を融合した研究
について、今後大学間の研究協力にまで結び付
けていきたいと考えています。  
　教職員のグローバル化も一つの大きな課題で、
FDセンターで企画していただいたオマハ大学
のFD研修は、小金井からの参加者は比較的多
いのではないかと思います。２回目に私も参加
させて頂きましたが、残念ながらその後、継続
が難しいと聞いています。こうした機会を利用
して、特に若手の先生には英語による講義に慣
れて頂きたいと感じています。

インターネット立ち上がりの頃からオンラ
イン化を推進

　本シンポジウムの主題であるオンライン教育
について、以前2002年から５年間、オープンリ
サーチセンター整備事業に採択され、米国の大

学と単位互換のオンライン授業を行った経験が
ありますのでここでご紹介させて頂き、将来に
つなげられるヒントが得られれば幸いと存じま
す。時期としてはインターネットがやっと立ち
上がったくらいの頃で15年くらい前にこうした
取り組みを致しました。法政大学とアメリカの
提携大学の間をインターネットで接続し、ビデ
オ画像の双方向配信、パワーポイントを共有し
てオンラインの授業を実施しました。コンテン
ツをアーカイブして、さらにオンデマンドの教
材をつくる基にするといったシステムも構築し、
いくつかオンラインコースを実現しました。そ
の一つとしてプレMBAというプログラムをカ
リフォルニア州立大学との協働授業があります。
１年間日本で遠隔講義を受け、残り１年間現地
でMBAの講義を受け修士号を取得するという
プログラムです。

　この他、韓国のKAIST,スタンフォード大学
と協働して福祉工学という授業を実施しました。
市ケ谷・多摩・小金井の３キャンパスと韓国、
あるいはスタンフォードを結んだ授業でMCU
という装置を介して多地点と接続した遠隔授業
を行いました。

　さらにカリフォルニア大学デービス校とeク
ラスエクスチェンジというプログラムを実施し
ました。これは双方向で、アメリカの文化など
を米国から発信して頂き、法政からは日本文化
に関するコンテンツを発信し、単位互換の遠隔
講義を実施しました。法政からのコンテンツで
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リトーカーを介した自動字幕生成システム

一番興味をもたれたのが、国際文化学部の栃木
先生が行った日本のポップカルチャーの講義で
した。
　このほか、さまざまな支援システム、日本人
学生が英語の授業を理解するための支援システ
ムの開発なども行いました。同時通訳ブースを

教室に設置、またコストを削減するため自動的
な字幕システムの開発も行いました。以下の写
真は講師の音声を聞きながら機械翻訳機に受け
入れやすいイントネーションと明瞭な発音で言
い直すスタッフを介した自動字幕生成システム
の実施時の写真です。

さらなるグローバル化に向けた今後の構想

　留学生3,000人という目標に向けて、どのよ
うなことが問題になるでしょうか。3,000とい
うのは象徴的な数で、キャンパスをこれからグ
ローバル化していくための指針と考えられます。
まず、英語学位プログラムを充実させるという
ことで、3,000人というのは全学生の１割とい
うことになるかと思います。小金井の場合は１
教員が10人くらいのゼミを担当していますので、
各ゼミに1－2名くらいの留学生がいる状況なの
かと考えています。大学院の全専攻がまだ英語
学位プログラムに対応していないので、早急に
対応させることが必要と思われます。学部の英
語授業ということでは、小金井の学部でグロー
バルオープン科目12単位をスタートすることに
なりました。124単位の学部教育プログラム整
備まではまだかなり道のりがありますが、グ

ローバルオープン科目実施の経験を生かして理
工系学部の目標にすべきと考えています。
　さらに、正規の留学生の受け入れ、そのため
には日本語教育も重要になると思います。国際
連携について、教育・研究両面にわたる企画の
必要性を感じます。海外大学からダブル・ス
パーパイザー制度、共同指導体制を組むなどの
提案を受けることも少なくありません。
　オンライン教育については、国際通用性のあ
るコンテンツを蓄積するということが重要です。
理工系の取り組みの一例として、最近本学OB
若林氏が取りまとめ役を務め半導体理学工研究
センターが蓄積した組込みシステムの教育コン
テンツの英語翻訳権を得ました。こういった優
れた教育コンテンツを教育資源として活用する
ことが考えられます。理工系以外の特色あるコ
ンテンツ、先ほどご紹介したカリフォルニア大
学デービス校の学生に好評だったポップカル
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チャー、法政大学が誇る能の研究、江戸学、サ
ステイナビリティ研究といった特色ある優れた
コンテンツを蓄積していくことが重要だと考え
ています。
　総長からもお話があったリアルタイムとオン
デマンドを組み合わせたハイブリッドのオンラ
インプログラムが今後重要ではないかと思いま
す。時間と空間の制約を超えるという一つの例
ですが、空間を超えたリアルタイム授業では、
ネットを利用して１日のうち朝はアメリカ各国
との共同授業ができますし、時間が経って、昼

間はアジア。夕方になるとヨーロッパの大学と
を結んで、１日中、講義が展開できることにな
ります。オンデマンドを併用することによって、
時間の制約も受けない教育が可能となります。
先ほど総長からデジタルミュージアムの話があ
りましたが、例えばサイバー空間上に能の舞台
をつくって、そこで大学の授業を展開していく
ことがVRなどの技術によって現実的になって
きています。先にご紹介したオープンリサーチ
センター整備事業においても、そのようなシス
テム開発を行った経験があります。

サイバー空間上の能舞台

　また、国際シンポジウムをサイバー空間上で
行い、参加者がインターネット上の仮想空間の
なかに入って議論するという実験も実施した経
験があります。現在ではこのような仕組みが容
易に実現され、臨場感の高いオンライン教育が
可能であると思われます。
　以上、雑駁ですが、理工系のグローバル化の
取り組みとオンライン教育の展望についてお話
させていただきました。どうも有り難うござい
ました。

司会
　八名副学長、どうも有り難うございました。
理工系の海外派遣状況、国際会議、研究の高度
化・国際化、IISIの取り組み等をご紹介いただ

きました。最後のハイブリッドオンラインのプ
ログラムはとても重要な観点の一つだと思いま
すので、また理工系の方でぜひ取り組んでいた
だけたらと思います。
　では、最後になりましたが、閉会のご挨拶を
FD推進センター長の小林先生にお願いしたい
と思います。

閉会の挨拶
小林 一行

（FD推進センター長）

　FD推進センター長の小林と申します。世間
的には３連休で、しかも年度末のお忙しい中お
越しいただきまして本当に有難うございました。
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今回のFDシンポジウムでは「グローバル化と
オンライン教育について考える」ということ
で、基調講演して田中総長、話題提供者として
JMOOCの常務理事の福原様、文部科学省の河
本様、法政大学副学長の八名先生から貴重な話
題提供をいただきました。お忙しい中、本当に
有難うございました。
　恐縮ですが、FD推進センター長として、FD
推進センターの紹介をさせていただきます。当
センターは2003年に発足した全学FD推進委員
会を前身としまして、2005年から現在の名称
になり、現在に至っております。法政大学の
FD推進センターの特徴としましては、FDとい
うと、ファカルティデベロップメントというこ
とで、普通は教員中心ということですが、法政
大学では、教員以外にも職員、そして学生も含
めた形での広い意味でのFDということで活動
しております。そのような活動のなかで、FD
の広報活動の一環としまして、作成した資料が
そちらの方にあります。学習支援ハンドブッ
ク、FD学生の声コンクールなどがありますの
で、ぜひともお持ち帰りいただき、お読みいた
だいて、FD推進センターへのご理解の程、よ
ろしくお願い致します。
　今回のFDシンポジウムでは、最初に田中総
長から話がありました通り、本学では2014年
にSGUの事業が採択されまして、さらに現在進
行中ですが、HOSEI2030のプランニングが大
体終わりまして、これからは実行に向け策定し
ている段階にあります。そのなかで、今回の
テーマとなったグローバル化、オンライン化と
いうのは、FD推進センターとしても重要な課
題になると考えております。学外でのグローバ
ル化とオンライン教育についての話、話題提供
を通じて、これからのサステイナブル社会に向
けた大学教育の方向性、さらにはHOSEI2030
の道筋に向けての意見交換ができたのではない
かと考えています。本日は、ご参加いただきま
して本当にありがとうございました。

司会
　小林センター長、有難うございました。では、
これで第13回FDシンポジウム「グローバル化
とオンライン教育について考える」を閉会させ
ていただきたいと思います。どうもご協力有難
うございました。
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〈センター全体〉
１.2016年度の歩み
	 ４月	  2日　新任教員研修会	「法政大学におけるＦＤの取り組み」小林センター長　講演
	 	  7日　第１回学部長会議にて
	 	 　　　（１）2016年度ＦＤ推進センターの体制について（審議）
	 	 　　　（２）2015年度ＦＤ推進センター活動報告について（報告）
	 	 　　　（３	）2016年度春学期期首・期中「学生による授業改善アンケート」のご案内

　（報告）
	 	 　　　（４）	2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」学部・研究科等

独自質問について（報告）
	 	 　　　（５）	2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」における非実施

科目等の届け出について（依頼）
	 	 　　　（６）2015年度授業相互参観実施状況報告書について（最終報告）
	 	  8日　第１回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 18日　第１回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 19日　第１回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①		2016年度ＦＤ推進センター　プロジェクト・メンバー一覧（4月19日現在）

について
	 	 　　　②		2016年度ＦＤ推進センター　アドバイザリー・ボード一覧（4月19日現在）

について
	 	 　　　③	2016年度ＦＤ推進センター（全体）プロジェクト活動について
	 	 　　　④		2016年度自己点検現状分析シート（ＦＤ推進センター）と年度目標、達成

指標について
	 	 　　　⑤		2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施について（再

検討）
	 	 　　　⑥	第１回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　⑦	第２回学部長会議提出予定議題について
	 	 　　　⑧	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑨	2016年度ＳＧＵ事業について
	 	 　　　⑩		多摩キャンパスにおけるアカデミック・サポートサービス学部出張サービ

スの導入について
	 	 　　　⑪	2015年度ＦＤ関連セミナー等への参加後の報告書について　
	 	 　　　⑫	日本私立大学連盟	平成28年度ＦＤ推進ワークショップのご案内
	 	 　　　⑬	大学の世界展開力強化事業補助金申請について
	 	 　　　⑭	2017年度に向けた学年暦の編成及び授業時間の在り方について
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	 	 　　　⑮		学校教育法施行規則の一部改正及びポリシー策定・運用に関するガイドラ
インの概要の報告およびポリシー見直しに関する意見聴取のお願い		

	 	 21日	 第２回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2016年度教員による授業相互参観の実施について（各学部等における実

施と実施状況報告書提出のお願い）	
	 	 　　　（２）	2016年度期末「学生による授業改善アンケート」の集計、フィードバッ

クについて（報告）
	 	 　　　（３）	2016年度アカデミック・サポートサービスの実施について（報告）
	 	 26日　第２回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 28日　第１回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 〃日　第１回広報プロジェクト・メンバー会議
	 ５月	 12日　第３回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2016年度ＦＤ推進センターの体制について（メンバーの変更、アドバイ

ザリー・ボードの報告）	（報告）
	 	 　　　（２）	2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施に向けた

新機能の導入について（報告）
	 	 14日　第１回アドバイザリー・ボード会議
	 	 　　　（１）ＦＤ推進センターにおけるアドバイザリー・ボードの役割について
	 	 　　　（２）学生による授業改善アンケートの取り組みについて
	 	 　　　（３）	2016年度教育開発支援機構ＦＤ推進センタープロジェクト活動計画に

ついて
	 	 18日　第１回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 19日　第２回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 24日　第３回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 25日　第２回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 26日　第４回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2015年度秋学期全学ＧＰＣＡ集計表（学部、大学院、専門職大学院）に

ついて（報告）
	 	 　　　（２）	2015年度秋学期ＧＰＣＡ平均集計表（学部・研究科等別）について（報告）
	 	 　　　（３）	2015年度秋学期ＧＰＣＡ平均集計表（全学及び学部・研究科等別	学期毎

平均値グラフ）について（報告）
	 	 　　　（４）『法政大学教育研究』第８号（紀要）について（資料配付）（再掲）
	 	 27日　第２回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃日　第１回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 31日　第２回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①「学生による授業改善アンケート」に関する提案
	 	 　　　②「	学生による授業改善アンケート」に関する提案（5/14第1回アドバイザ

リー・ボード会議提出資料）　
	 	 　　　③	第２回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　④	第３回学部長会議提出済議題について
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	 	 　　　⑤	第４回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　⑥	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑦		多摩キャンパスにおけるアカデミック・サポートサービス学部出張サービス

の導入について
	 	 　　　⑧		2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」へのご協力に

ついて（お願い）
	 ６月	  9日　第５回学部長会議にて
	 	 　　　（１）ＧＰＣＡ集計表の説明について（報告）
	 	 　　　（２）	2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート（Web）」の実施

について（依頼）
	 	 　　　（３）第５回新任教員ＦＤセミナーのご案内（資料配付）
	 	 　　　（４）ＦＤ推進センター Newsletter第16号の発行について（資料配付）
	 	 　　　（５）第15回ＦＤワークショップのご案内（資料配布）
	 	 10日　第４回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 15日　第２回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃日　第２回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 16日　第３回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 17日　第３回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 21日　第３回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	2016年度第２回プロジェクト・リーダー会議議事メモの確認について
	 	 　　　②		2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート（Web）」新機能の

導入状況について
	 	 　　　③	2017年度「学生による授業改善アンケート」実施に関する提案（提案）
	 	 　　　④	第５回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　⑤	第６回学部長会議提出予定議題について
	 	 　　　⑥	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑦	アカデミック・サポートサービスミニ講座の実施（案）について
	 	 　　　⑧	2016年度ＦＤ関連セミナー等の応募状況について
	 	 　　　⑨	Webシラバスシステムガイドラインの記載内容修正について
	 	 23日　第３回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 24日　第３回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 29日　2016年度第１回「学生が選ぶベストティーチャー賞」企画実行委員会
	 ７月	  1日　第４回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	2017年度「学生による授業改善アンケート」実施に関する提案（提案）
	 	 　　　②	第９回ＦＤ学生の声コンクールについて
	 	  7日　第７回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2017年度期末「学生による授業改善アンケート」アンケート項目及び

実施形態の変更について（提案）
	 	 　　　（２）第９回ＦＤ学生の声コンクールの実施について（報告）
	 	 　　　（３）『法政大学教育研究』第７号（紀要）について（資料配布）
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	 	 　　　（４）アカデミック・サポートサービス７月開催ミニ講座のご案内（資料配布）
	 	  9日　第５回新任教員ＦＤセミナー	「私の授業の工夫」
	 	 　　　話題提供１：竹口圭輔　「ＦＤ推進センターの取り組み」
	 	 　　　話題提供２：川﨑貴子　「文学部生を対象とした授業の課題と工夫」
	 	 　　　話題提供３：林園子　「	保健体育科教員養成－教育実習経験者・未経験者に

おける相互参加型演習の試み－」
	 	 　　　話題提供４：廣津登志夫　「Webテストを活用した基礎学力の向上」
	 	 13日　第３回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 14日　第４回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 15日　第４回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 16日　第15回ＦＤワークショップ	「カリキュラム・マップ作成ワークショップ」
	 	 　　　第１部：３つのポリシーの考え方と記述方法
	 	 　　　第２部：カリキュラム・マップ作成の為のワークショップ
	 	 19日　第４回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 21日　第８回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2017年度「学生による授業改善アンケート」実施に関する提案（提案）

（再掲）
	 	 　　　（２）	2016年度秋学期期末「学生による授業改善アンケート」における非実施

科目等の届け出について（報告）
	 	 　　　（３）第５回新任教員ＦＤセミナー実施報告（報告）
	 	 　　　（４）第16回ＦＤワークショップの開催について（資料配付）
	 	 26日　第５回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	第３回・第４回ＦＤ推進センタープロジェクト・リーダー会議議事メモの確認
	 	 　　　②		2017年度期末「学生による授業改善アンケート」の実施に関する独自質問

の追加について
	 	 　　　③	2017年度期首・期中「学生による授業改善アンケート」に関する提案
	 	 　　　④	第７回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　⑤	第８回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　⑥	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑦	2016年度春学期		学生授業モニター制度トライアル実施報告について
	 	 　　　⑧	『法政大学教育研究（紀要）』の冊数見直しおよび電子化について　
	 	 　　　⑨	100分授業への対応について
	 	 　　　⑩	ＴＡ向けセミナーについて
	 	 　　　⑪	（公）私立大学情報教育協会　教育改革ＩＣＴ戦略大会について
	 	 28日　第４回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 29日　第５回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 30日　ピアネット学生スタッフ合同研修会
	 ８月	 29日　2016年度第２回「学生が選ぶベストティーチャー賞」企画実行委員会
	 ９月	  2日　	第16回ＦＤワークショップ	「教学マネジメントを担う大学職員の可能性－大学

職員の持つべき資質、技能、能力は何か－」
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	 	 　　　基調講演：加藤毅　「教学マネジメントの課題・アウトカム・基盤」
	 	 　　　学務部職員研修会：「	大学職員によるバーチャル教学改革提案－こうしたら法政

大学は発展する－」
	 	  9日　第５回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 15日　第９回学部長会議にて
	 	 　　　（１）シラバス作成ガイドラインの文言修正について（報告）
	 	 　　　（２）	2016年度秋学期　期首（学期初め）・期中（学期中）「学生による授業改善

アンケート」のご案内（報告）
	 	 　　　（３）	2015年度期末「学生による授業改善アンケート」全学集計結果報告書に

ついて（報告）
	 	 　　　（４）2016年度秋学期アカデミック・サポートサービスのご案内（報告）
	 	 　　　（５）	第９回ＦＤ学生の声コンクール（ポスター、ＦＤ川柳募集要項）について

（報告）
	 	 20日　第６回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	第５回ＦＤ推進センタープロジェクト・リーダー会議議事メモの確認
	 	 　　　②	第８回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　③	第９回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　④	第10回学部長会議提出予定議題について
	 	 　　　⑤	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑥	2016年度秋学期期末アンケートの授業時間内トライアル実施について（提案）	
	 	 　　　⑦	2016年度春学期アカデミック・サポートサービス実施報告について
	 	 22日　第４回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃日　第５回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 29日　第10回学部長会議にて
	 	 　　　（１）2016年度ＦＤ推進センターの体制について（メンバーの変更）	（報告）
	 	 　　　（２）2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施について	
	 	 　　　　　（速報）（報告）
	 	 　　　（３）	2016年度秋学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施に伴う

機能等の追加について（報告）
	 	 　　　（４）第17回ＦＤワークショップの開催について（報告）
	 	 30日　第６回調査プロジェクト・メンバー会議
	 10月	  6日　第６回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃日　第５回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 10日　第５回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 13日　2016年度第３回「学生が選ぶベストティーチャー賞」企画実行委員会
	 	 14日　第７回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	第６回ＦＤ推進センタープロジェクト・リーダー会議議事メモ
	 	 　　　②	2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施結果について	
	 	 　　　　（報告）
	 	 　　　③		2017年度期末「学生による授業改善アンケート」アンケート項目及び実施
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形態の変更について
	 	 　　　④	第10回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　⑤	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑥	2016年度秋学期期末アンケートの授業時間内トライアル実施について（提案）	
	 	 　　　⑦	2016年度秋学期アカデミック・サポートサービスミニ講座の実施について
	 	 　　　⑧	「法政教員の輪　私の授業のひと工夫」連載記事について
	 	 　　　⑨	2016年度春学期GPCA集計表項目欄記載の変更について
	 	 20日　第６回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 22日　第５回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 27日　第12回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2016年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施結果につ

いて（報告）
	 	 　　　（２）	2017年度期末「学生による授業改善アンケート」アンケート項目及び実

施形態の変更について（意見聴取結果報告）
	 	 　　　（３）アカデミック・サポートサービスミニ講座のご案内（報告）
	 	 〃日　第６回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 29日　	第17回ＦＤワークショップ	「学生、職員、教員の協働による「大学教育」への

取組み」
	 	 　　　話題提供：榊原暢久　「	組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性～

SCOTについて知ろう！」
	 	 　　　グループワーク・発表
	 11月	  4日　第８回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①		2017年度期末「学生による授業改善アンケート」アンケート項目及び実施

形態の変更について
	 	 〃日　第７回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	  7日　第７回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 10日　第６回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 12日　第２回アドバイザリー・ボード会議
	 	 　　　（１）	2016年度法政大学におけるＦＤへの取り組み（現状）報告
	 	 　　　（２）教育開発支援機構ＦＤ推進センタープロジェクト活動報告
	 	 12日　第９回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	第７回・８回ＦＤ推進センタープロジェクト・リーダー会議議事メモの確認
	 	 　　　②	第12回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　③		2017年度期末「学生による授業改善アンケート」アンケート項目及び実施

形態の変更に関する提案の意見聴取の結果について（回答・再提案）
	 	 　　　④	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑤		2016年度秋学期学生授業モニター制度トライアル実施報告（途中経過）に

ついて	
	 	 17日　第13回学部長会議にて
	 	 　　　（１）2016年度第９回ＦＤ学生の声コンクール応募状況・審査結果等について	
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	 	 　　　　　（報告）
	 	 　　　（２）2016年度ＦＤ推進センターの体制について（メンバー所属の変更）	 	
	 	 　　　　　（報告）
	 	 　　　（３）ＦＤ推進センター Newsletter第18号の発行について（資料配付）
	 	 24日　第６回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃日　第７回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 〃日　第７回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 26日　2016年度「学生が選ぶベストティーチャー賞」選考会
	 12月	  1日　第14回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2017年度期末「学生による授業改善アンケート」アンケート項目及び実

施形態の変更について（第二次提案）（審議）
	 	  3日　ピアネットシンポジウム
	 	  8日　第７回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	  9日　第８回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 13日　2016年度「学生が選ぶベストティーチャー賞」ベストコメント賞選考会
	 	 14日　第８回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 15日　第15回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2016年度秋学期期末「学生による授業改善アンケート（Web）」の実施

について（報告）
	 	 　　　（２）	2016年度春学期全学ＧＰＣＡ集計表（学部、大学院、専門職大学院）に

ついて（報告）
	 	 　　　（３）2016年度春学期ＧＰＣＡ集計表（学部・研究科等別）について（報告）
	 	 　　　（４）	2016年度春学期ＧＰＣＡ集計表（全学及び学部・研究科等別	学期毎平均

値グラフ）について（報告）
	 	 　　　（５）ＦＤ推進センター Newsletter第19号の発行について（資料配付）
	 	 20日　第７回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 22日　第８回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 24日　"学生の声コンクール・デジタルコンテンツコンテスト受賞式、祝賀会
	 	 　　　学生が選ぶベストティーチャー賞表彰式、祝賀会"
	 	 〃日　学生の声コンクール受賞者座談会
	 １月	 10日　第８回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 17日　第10回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	第９回ＦＤ推進センタープロジェクト・リーダー会議議事メモの確認
	 	 　　　②	第13回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　③	第14回学部長会議提出済議題および関連案件について
	 	 　　　④	第15回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　⑤	第16回学部長会議提出予定議題について
	 	 　　　⑥	ＦＤ推進センター規程
	 	 　　　⑦	学生ＦＤ関連の体制について	
	 	 　　　⑧	2016年度秋学期期末アンケートの実施について（現状報告）
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	 	 　　　⑨	次期授業支援システムに向けた利用者アンケートの実施について
	 	 　　　⑩	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑪	2016年度秋学期学生授業モニター制度トライアル実施報告について（最新版）
	 	 　　　⑫	2017年度アカデミック・サポートサービスについて
	 	 　　　⑬		2018年度100分授業実施にむけての教員向けガイドについて（＋10分の活用

事例集）
	 	 　　　⑭	私立大学情報教育協会からの案内（２件）　
	 	 19日　第16回学部長会議にて
	 	 　　　（１）2016年度教員による授業相互参観の実施について（再掲）
	 	 　　　（２）ＦＤ推進センター Newsletter第20号の発行について（資料配付）
	 	 〃日　第８回広報プロジェクト・メンバー会議
	 	 26日　第９回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 30日　第９回広報プロジェクト・メンバー会議
	 ２月	  1日　第９回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	  2日　第17回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2017年度期末「学生による授業改善アンケート」アンケート項目及び実

施形態の変更について（報告）
	 	 　　　（２）『法政大学教育研究』第９号（紀要）について（資料配布）
	 	 　　　（３）第13回ＦＤシンポジウムについてのご案内（資料配付）
	 	 〃日　第８回開発プロジェクト・メンバー会議
	 	 17日　第10回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 21日　第９回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 22日　第10回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 23日　第18回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2016年度秋学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施について

（速報）（報告）
	 	 　　　（２）2016年度アカデミック・サポートサービス実施報告について（報告）
	 	 　　　（３）法政大学におけるＦＤの取り組みへの協力のお願い（報告）
	 	 〃日　第９回調査プロジェクト・メンバー会議
	 	 27日　第11回プロジェクト・リーダー会議
	 	 　　　①	第10回ＦＤ推進センタープロジェクト・リーダー会議議事メモの確認
	 	 　　　②	第17回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　③	第18回学部長会議提出済議題について
	 	 　　　④	第19回学部長会議提出予定議題について
	 	 　　　⑤	2017年度ＦＤ推進センター体制について
	 	 　　　⑥	2016年度自己点検・評価シートについて
	 	 　　　⑦	次期授業支援システムに向けた利用者アンケートの実施について
	 	 　　　⑧		2016年度秋学期期末アンケートの授業時間内トライアル実施後のアンケー

トについて（報告）
	 	 　　　⑨	2017年度春学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施について（提案）
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	 	 　　　⑩	各プロジェクト活動報告
	 	 　　　⑪	ＴＡの質的向上について
	 ３月	  9日　第19回学部長会議にて
	 	 　　　（１）ＦＤ推進センター規程の改正について（審議事項）
	 	 　　　（２）	2016年度教員による授業相互参観実施状況報告書とりまとめ結果について

（報告）
	 	 13日　第10回推進プロジェクト・メンバー会議
	 	 14日　第11回計画プロジェクト・メンバー会議
	 	 16日　第11回教育開発支援機構・企画委員会　小林センター長　参加
	 	 〃日　第３回アドバイザリー・ボード会議
	 	 　　　（１）2016年度法政大学におけるＦＤへの取り組み（現状）報告
	 	 　　　（２）教育開発支援機構ＦＤ推進センタープロジェクト活動報告
	 	 18日　第13回ＦＤシンポジウム	「オンライン化とオンライン教員について考える」
	 	 　　　基調講演：田中優子　「	法政大学におけるグローバル化とオンライン教育につ

いて－HOSEI2030	の観点から－」	
	 	 　　　話題提供１：福原美三　「アジアを中心としたオンライン教育のグローバル化」
	 	 　　　話題提供２：河本達毅　「高等教育の国際動向と我が国の政策について」
	 	 　　　話題提供３：八名和夫　「	法政大学理工系教育におけるグローバル化の現状と

展望」	
	 	 23日　第20回学部長会議にて
	 	 　　　（１）	2016年度秋学期期末「学生による授業改善アンケート」の実施結果に

ついて（報告）
	 	 　　　（２）	2016年度教員による授業相互参観実施状況報告書とりまとめ結果について

（続報）
	 	 　　　（３）	次期授業支援システム仕様検討にむけてのアンケート実施について（ご

協力のお願い）（報告）
	 	 　　　（４）ＦＤ推進センター Newsletter第21号の発行について（資料報告）
	 	 29日　第９回開発プロジェクト・メンバー会議）

２.ＦＤ関連セミナー等への参加費等補助
　　補助を行なったセミナー等：７件	
　　受給者：延べ19名（内、本センター外：延べ１名）

３.他大学等との連携・協力
	 ６月	  5日　日本私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
	 	 　　　（会場　立命館大学）小林センター長、川上リーダー、ＦＤ事務　参加
	 　　　11～12日　第38回大学教育学会
	 	 　　　（会場　立命館大学）　川上リーダー　参加
	 	 30日　関東圏ＦＤ連絡会
	 	 　　　（会場　國學院大学）小林センター長、ＦＤ事務　参加



98

法政大学教育研究第八号

	 ９月　 5 ～ 7日　学生ＦＤサミット2016夏
	 	 　　　（会場　札幌大学）川上リーダー、学生ＦＤスタッフ　参加
	 11月	  8日　関東圏ＦＤ連絡会
	 	 　　　（会場　立教大学）小林センター長、ＦＤ事務　参加
	 １月	 18日　日本私立大学ＦＤ連携フォーラム幹事校・会員校ミーティング・懇談会
	 	 　　　（会場　同志社大学東京キャンパス）　川上リーダー、ＦＤ事務　参加
	 ２月　25～26日　「第２回学生による大学教育を考える勉強会」
	 	 　　　	（会場　東洋大学河口湖セミナーハウス）　川上リーダー、学生ＦＤスタッフ　

参加
	 ３月　 2 ～ 3日　学生ＦＤサミット2017春
	 	 　　　（会場　山口大学）川上リーダー、学生ＦＤスタッフ　ＦＤ事務参加
	 	  7日　関東圏ＦＤ連絡会
	 	 　　　（会場　青山学院大学）小林センター長、ＦＤ事務　参加
	 　　　19～20日　第23回大学教育研究フォーラム
	 	 　　　（会場　京都大学）　川上リーダー、ＦＤ開発プロジェクト・メンバー　参加
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〈ＦＤ計画プロジェクト〉

Ⅰ　2016年度活動計画（2016年5月14日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　教員ならびに教育の質的向上を図るための方策及び恒常的な検証を推進するための全学的なＦＤ
活動推進に資する関連情報を、学内学外を問わず収集し分析を行う。これらに基づき、ＦＤ活動推
進にむけた諸施策を主として学内関連会議などへ提案を行う。

２．活動計画
⑴「学生による授業改善アンケート」に関する検討（継続）
⑵「グローバル化に伴う授業の多様化」に関する情報収集及び検討（新規）
⑶「HOSEI2030」に向けたＦＤ活動についての検討（新規）

３．プロジェクト・メンバー（五十音順、*：プロジェクト・リーダー）
　泉 重樹（スポーツ健康学部）、川上 忠重（理工学部）、鈴木 弘一（総長室・企画秘書課）、
田中 優希（経済学部）、*林（文学部）

Ⅱ　今年度の活動実績（アドバイザリー・ボード会議への報告と意見聴取）

１�．「学生による授業改善アンケート」に関する検討（継続）
・昨年度からＦＤ調査プロジェクトと共同で進めてきた期末アンケート（Web）質問項目の見直

しと実施方法について、アンケート回答率向上を優先した検討結果を踏まえて改善案をまとめ、
提案した。

２．シラバスシステムガイドラインの記載内容の修正（新規）
・現行のシラバスの執筆に向けた説明文について表現等の再検討を行い、修正案を提案した。

３．「グローバル化に伴う授業の多様化」に関する情報収集及び検討（新規）
・学生の「主体的学び」を意識し、学生・職員・教員の協働の形式で国内外の高等教育機関において

開講・設置されている授業を対象に、各学部・学科におけるカリキュラム内での位置づけ、授業
内容、運営方法、受講者の選抜及び評価等について情報を収集、解析を行った。

・アクティブ・ラーニング、大規模授業（100名以上）に関して、「HOSEI2030　アクティブ・ラー
ニング・実践値育成の学び作業部会」の調査結果も踏まえて検討し、「主体的な学びのための
仕掛け（工夫）」（知識・技能の定着）としての発展の可能性、「ディープ」化、「ワイド」化に
ついても引き続き情報を収集することとなった。

・総長室から「法政ブランディングの学内アンケート」に関する情報提供を受け、「知識・技能」、
「思考力・判断力・表現力」、「意欲・態度」の教育三要素を踏まえた上で、キャリア教育の一部
となり得る教育活動を推奨するため、今後の連携の可能性を検討していくこととなった。

４．「HOSEI2030」に向けたＦＤ活動についての検討（新規）
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⑴「学びの質向上」に向けたマトリクスの作成・提案
・学部・学科単位でのカリキュラム・マネジメントに寄与するものとして、授業の目的（知識定着

型、能力育成型等）に応じた授業規模や授業形態（講義・実習・演習）について検討し、法政ス
タンダードとしての「学びの質向上」に向けたマトリクスを作成・提案することとした。

・マトリクスの作成に向けたエビデンスの一つとして、市ヶ谷、小金井、多摩のキャンパスごとに
開講授業を「教養」と「専門」に分け、さらに「その他（SSI、ESOP等）」を加えた７区分で
授業改善アンケートの結果を再分析し、授業目的に応じた適切な規模や形態の検討を進めた。

・学習意欲モデルであるARCS（Attention、Relevance、Confidence、Satisfaction）モデルを参考
にマトリクスの大区分を決定し、各区分に関連するデータを選定した上で教育目標ごとに適切な
受講者数（クラスサイズ）の提案を目指した。

・授業内容（教育目的）の類型化を目指し、大学全体の教育目標を主に、他大学の事例や大学基準
協会等の資料を収集して分析・検討を行う予定である。

・今後は、ＦＤ調査プロジェクトと連携して成績評価・単位取得の観点からの情報を加え、マトリ
クスへの付加情報を検討する予定である。

５．プロジェクト会議
⑴�開催回数：11回（5/27、6/15、6/24、7/15、10/10、10/27、11/24、12/14、2/1、2/22、3/14）
⑵�プロジェクト会議実施日及び議題（抜粋）
第１回： ５月27日 （金） 「学生による授業改善アンケート」に関する検討
第２回： ６月15日 （水）  「グローバル化に伴う授業の多様化」に関した大人数授におけるアクティ

ブ・ラーニングの実施状況確認
第３回： ６月24日 （金）  「グローバル化に伴う授業の多様化」に関した実践知教育の実践例調査・

検討および今後の方向性の検討
第４回： ７月15日 （金）  法政ブランディングプロジェクトからの大規模授業実践例の情報提供と

今後の提携に関する検討
第５回： 10月10日 （月） 「学びの質向上」に向けたマトリクス作成のためのデータ集約方針の検討
第６回： 10月27日 （木）  「学びの質向上」に向けたマトリクス作成に向けた情報の集約とマトリク

スに含める項目の検討
第７回： 11月24日 （木） 「学びの質向上」に向けたマトリクスに含める項目の選定
第８回： 12月14日 （水） 「学びの質向上」に向けたマトリクスに含める項目の決定と原案の作成
第９回： ２月１日 （水）  「学びの質向上」に向けたマトリクス作成に向けた基礎データの評価およ

び項目ごとの評価基準の検討
第10回： ２月22日 （水） 「学びの質向上」に向けたマトリクスの各項目における評価基準の検討
第11回： ３月14日 （火） 「学びの質向上」に向けたマトリクスにおける付加情報の検討（予定）

Ⅲ　今後の活動予定

・「ゼミ活動を対象としたＦＤ活動」の参考としての学生向けルーブリックの提案
・「学びの質向上」に向けた教員に向けたアンケートの項目・方法の検討
 以上
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〈ＦＤ調査プロジェクト〉

Ⅰ　活動計画（2015年度5月16日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　ＦＤ推進へ貢献する事項の調査を目的とし、主に「学生による授業改善アンケート」の実施と
集計結果および分析を行い、本学ＦＤ活動の現状把握と今後の課題を検討する。

２．活動計画
⑴「学生による授業改善アンケート」の企画と実施
⑵「学生による授業改善アンケート」結果の集計と分析
⑶� 2015年度「学生による授業改善アンケート」全学集計結果報告書の発行
⑷「学生による授業改善アンケート」各種集計を利用する各学部等への支援
⑸�ＦＤ調査プロジェクト中長期的目標の検討

３．プロジェクト・メンバー（五十音順、*：プロジェクト・リーダー）
　客 梦璐（学務部教育支援課）、斎藤 利通（理工学部）、菅 幹雄（経済学部）、田中 良達（人事部
人事課）、芳賀 瑛（情報メディア教育研究センター）、*山本 兼由（生命科学部）

４．その他
＊月例会議を原則に、メーリングリストによる審議も利用

Ⅱ　2016年度活動実績

１．「学生による授業改善アンケート」の企画と実施
＊　期首・期中アンケートを実施した。
 春学期：利用回数16回、利用者４名、実施科目５科目
 秋学期：利用回数43回、利用者６名、実施科目12科目
 ＜参考：2015年度＞
 春学期：利用回数17回、利用者４名、実施科目７科目
 秋学期：利用回数12回、利用者２名、実施科目２科目
＊　期末アンケート（Web）を実施した。
 春学期：回答率 8.3%（回答件数 24、254 件／回答対象件数 292、718 件）
 秋学期：回答率 8.5%（回答件数 23、066 件／回答対象件数 272、485 件）
 ＜参考：2015年度＞
 春学期：回答率 9.7%（回答件数 25、307 件／回答対象件数 261、957 件）
 秋学期：回答率 6.2%（回答件数 16、119 件／回答対象件数 260、664 件）
＊　期末アンケート（Web）のアンケート回答率向上を中心に検討し、2017年度から実施する改善

案をまとめ、またトライアルを実施した。トライアル実施から授業内実施によるアンケート回
答率へある程度効果を認めた。

＊　期首・期中アンケートの回答学生に対する効果的フィードバックに関して、「オンライン授業
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改善ヒアリングサービス」をC-learningを用いたWebで実施を導入することとした。

２．「学生による授業改善アンケート」結果の集計と分析
＊　2015年度全学集計結果を分析した。
＊　授業改善アンケートの全集計結果（2013年度〜 2015年度）について、「GPAに対する全集計

結果の分析（全GPA分布を対象）」「取得単位数に対する全集計結果の分析（全取得単位数分布
を対象）」「成績評価で分類する講義区分に対する全集計結果の分析（全講義区分を対象）」を
統計的に行っており、それらの結果を取りまとめ報告することとした。

３．2015年度「学生による授業改善アンケート」全学集計結果報告書の発行
＊　学部の2015年度全学集計結果報告書を作成し、発行した。
＊　大学院の2015年度全学集計結果報告書を作成し、発行した。

４．「学生による授業改善アンケート」各種集計を利用する各学部等への支援（25件）
＊　各学部等から要望される特別集計へ対応した。
＊　各学部等から要望されるデータ提供へ対応した。

５．ＦＤ調査プロジェクト中長期的目標の検討
＊　本学ＦＤ推進活動の現状認識するために、「教員へのアンケート」の実施などを検討した。

まずは、期末アンケート（Web）の小金井キャンパストライアルで実施した教員へのアンケー
ト、期首・期中アンケートを利用した教員へアンケートを実施し、それらの結果を検討した。

６．プロジェクト会議
＊　９回開催（4/8、4/26、5/24、6/10、7/29、9/30、11/4、12/9、2/23）

Ⅲ　その他

＊ ＦＤ調査プロジェクト・メンバー選出について、次年度に継続検討することとした。
＊ ＦＤ調査プロジェクト中長期的目標の設定について、次年度に継続検討することとした。

以上
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〈ＦＤ開発プロジェクト〉

Ⅰ　活動計画（2015年度5月16日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　教育および学びの質の向上を目的とし、すべての教員が使える教育方法および教育支援ツールの
展開を行う。

２．活動計画
⑴ 教育方法の開発と展開
　 Active Learningおよび反転学習などの新たな教育方法を本学に適用するための検討を行い、成
果を全学に展開する。

⑵ 教育支援ツールの開発と展開
　 2015年度までに開発された各種教育支援ツールを全学に展開する。

⑶ 教員用FDハンドブックの開発
　 本学教員が授業を改善するために必要となる情報を整理し公開する。

３．期待される状態
「２．活動計画」の成果として次の状態を目指す。
　・新たな教育方法を実践した教員数および科目数の増加：⑴
　・教育支援ツール利用教員数および科目数の増加：⑵
　・教員用FDハンドブックWebサイト公開：⑶

４．プロジェクト・メンバー（敬称略）と役割
　坂本（キャリアデザイン学部）、野々部（デザイン工学部）、尾花（情報科学部）、宮崎（憲）（経
済学部）、柴岡（入学センター）、芳賀、藤井、常盤（情報メディア教育研究センター）

　情報メディア教育研究センター所属のメンバーが教育方法および教育ツールを提案・開発し、そ
れを学部所属のメンバーが評価あるいは実践し、事務職員のメンバーが事務的な視点からレビュー
するという役割分担とする。

５．コミュニケーション
　・月例会
　・メーリングリスト （fdde@ml.hosei.ac.jp）

６．ＦＤ推進センター他プロジェクトとの連携
　より効果的にプロジェクトを推進するために、ＦＤ推進プロジェクト、ＦＤ広報プロジェクトな
どＦＤ推進センター内のプロジェクトと連携する。
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Ⅱ　2015年度活動実績（報告）

１．活動目的の確認
　教育および学びの質の向上を目的とし、すべての教員が使える教育方法および教育支援ツールの
展開を行う。

２．メンバー（敬称略）と役割
　坂本（キャリアデザイン学部）、野々部（デザイン工学部）、尾花（情報科学部）、
宮崎憲治（経済学部）、矢野（教育支援課）、芳賀、藤井、常盤（情報メディア教育研究センター）

　情報メディア教育研究センター所属のメンバーが教育方法および教育ツールを提案し、それを学
部所属のメンバーが実践して評価を行い、事務職員のメンバーが事務的な手続きをレビューすると
いう役割分担とする。

３．プロジェクトMeeting
　９回　（5/18、6/15、7/13、9/22、10/22、11/24、12/20、2/2、3/29）

４．活動計画レビュー

計画 レビュー

⑴ 教育方法の開発と展開
　Active Learningおよび反転学習などの
新たな教育方法を本学に適用するための検
討を行い、成果を全学に展開する。
① 反 転 授 業 を は じ め と す る A c t i v e 

Learningの成果報告及び全学展開
② HOSEI2030-自由を生き抜く実践知-に

対応した教育の検討
③ OERコンテンツの制作、学外公開

① ビデオを利用した授業は春学期：10科目、秋学期：26
科目、計36科目にて実施できた。そのうち、反転授業
は９科目で行われた。また、授業支援システムと紙文
書を連携するjimonシステムを利用したアクティブ・
ラーニングは通年で13名の教員が実施した。

② 教員が授業を通じて「自由を生き抜く実践知」を学生
に伝えるための総長によるビデオメッセージをＦＤハ
ンドブックに含めた。

③ SSIと共同で、中学校、高等学校における運動部活動
顧問への啓蒙および指導改善のためのOERコンテンツ
を制作した。

⑵ 教育支援ツールの開発と展開
　2015年度までに開発された各種教育支援
ツールを全学に展開する。

●  プレゼンテーション相互評価支援システムをデザイン
工学部および経済学部にて利用した。

●  経済学部にて開発したゼミ選考支援システムを機械工
学科、創成科学科に展開した。

●  eラーニング標準を用いて機能を拡張した授業支援シ
ステムによって授業を実践できた。
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５．期待される状態に関するレビュー

⑶ ＦＤハンドブックコンテンツの充実
　本学教員が授業を改善するために必要と
なる情報を整理し公開する。

●  2017年４月の公開を目指して構築中である。

期待値 現状とアクションプラン

新たな教育方法を実践した教員数および科
目数の増加：⑴

ビデオを活用した授業は21人の教員が36科目にて実施で
きた。
jimonシステムについては、市ケ谷地区の利用が１名に
留まっている。キャリアデザイン学部の資料室に設置さ
れた複合機を講師室などに移動することが望まれる。

教育支援ツール利用教員数および科目数の
増加：⑵

ゼミ募集システムについては、理工学部機械工学科、創
生科学科、経営システム工学科（４月）への展開がで
き、機械工学科では18名、創生科学科では21名の教員が
利用した。プレゼンテーション相互評価支援システムは
多摩キャンパスへの展開ができ、２名および３科目で新
たに利用した。

教員用ＦＤハンドブックWebサイト公開：
⑶

2017年４月には予定通り公開の見込である。

６．総評
　教育方法および教育ツールについては、情報メディア教育研究センター所属のメンバーがそれら
を提案し、学部所属のメンバーが評価し、事務部門所属のメンバーが事務的な手続きをレビューす
るという体制で年間を通じて様々な活動を行えた。
　「（1） 教育方法の開発と展開」では、法政大学版 YouTube とも言える教育用ビデオシステム基
盤の整備により、新しい教育方法として注目を集めている反転授業を含み 36 の授業科目でビデオ
を活用した授業が実施できた。「（2） 教育支援ツールの開発と展開」では、教員の利用が必須とな
るゼミ募集システムにて学科に所属するすべての教員が新たに構築したシステムを利用することに
なったが、こうした展開方法も今後一考の余地があろう。また、授業支援システムの機能を拡張す
るための e ラーニング標準に準拠した外部ツールを利用して授業を実施できたが、授業支援システ
ムにない機能でも授業支援システム自体を改修することなく教員が希望するツールを授業支援シス
テムに組み込める目処がついた。「（3） ＦＤハンドブックコンテンツの充実」については、自由を
生き抜く実践知を授業で学生に伝えるために総長によるビデオメッセージを含め、教員が授業を実
施するための実践的なノウハウを網羅的にまとめたＦＤハンドブックを今年度中には稼働できる見
込がついた。
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Puroject Meeting 開催月日（Actual）

2016.5.16 常盤　作成
2017.3.3 　常盤　更新○：計画、●：完了

FD開発プロジェクト2016　WBS

戦略/施策/実行計画 担当

芳賀

芳賀

反転授業をはじめとするActive Learningの成果報告
及び全学展開

前年度成果まとめ

プロジェクトレビュー

学内展開に向けた環境整備学内調整

授業形態・教授方略検討、まとめ

プロジェクトレビュー

成果報告（論文投稿）

プロジェクトレビュー

⑴ 教育方法の開発と展開

⑵ 教育支援ツールの開発と展開

HOSEI2030�自由を生き抜く実践知�に対応した教育の検討

実践知の定義・HOSEI2030の解釈 Brain Storming

実践知及びHOSEI2030に関連する教育内容の実戦例調査

HOSEI2030の教育適用箇所の特定

調査結果プロジェクトレビュー

HOSEI2030に対応した教育案の検討

検討結果プロジェクトレビュー

「HOSEI2030に対応した教育」提議書の作成

提案書レビュー

プロジェクトレビュー

制作コンテンツを使用した新規教育手法の検討

教育手法のレビュー

コンテンツ制作

公開手続き検討

公開手続きプロジェクトレビュー

公開

プロジェクトレビュー

全学展開方針の検討

方針案レビュー

情報メディア教育研究センターにおける開発管理（LTI対応）

マニュアルの作成

教育支援ツールの周知の準備

ユーザへの導入支援

ユーザレビューの収集

プロジェクトレビュー

方針検討

掲載すべき項目のBrain Storming

目次案レビュー

FD Leader会議レビュー

仕様書作成

開発/管理

プロトタイプレビュー

FD Leader会議レビュー

サービスイン

プロジェクトレビュー

Active Learningおよび反転学習などの新たな教育を本学に適用するための
検討を行い、成果を全学に展開する。

2015年度までに開発された各種教育支援ツールを全学に展開する。

⑶ 教員用FDハンドブックの開発
本学教員が授業を改善するために必要となる情報を整理し公開する。

OERコンテンツの制作、学外公開 

芳賀・常盤

芳賀・常盤

常盤

常盤

常盤

常盤

常盤

P. Meeting

芳賀

P. Meeting
芳賀

芳賀

芳賀

P. Meeting

P. Meeting

芳賀

P. Meeting

芳賀

芳賀

芳賀

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

P. Meeting

FD Leader会議

FD Leader会議

藤井

藤井

藤井

藤井
藤井

藤井

藤井

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

● ● ● ● ● ● ●

●   ● ● ● ●

 ●

  ●

● ●  ●  ●  ●

● ●

 ●

  ●

    ● ● ● ●

   ●     ● ●

        ○

         ○

  ● ○

    ○

●

   ● ● ● ●

   ● ● ● ●

     ● ● ● ● ●

         ●

    ● ● ●

  ●

  ●  ●  ●  ●

   ● ● ● ● ● ● ●

   ● ● ● ●

      ● ● ●
         ●

      ●

● ● ● ●    ● ●
         ●

           ○

           ○

           ○

           ○

           ○

           ○

           ○

           ○

           ○

           ○

           ○
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添付資料：　
　・ＦＤ開発プロジェクト2016 WBS （2017年３月３日更新版）
　・プロジェクトハイライト

以上
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〈ＦＤ推進プロジェクト〉

Ⅰ　2016年度活動計画（2016年5月14日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　継続的なＦＤ活動の活性化及び実質化を重視するとともに、シンポジウム、フォーラム、セミ
ナーなどの参加型ＦＤ活動、関連部局・センターとの共同シンポジウム及びワークショップの実施、
学部、大学院に特化したミーティングの開催、大学間連携や学生・職員・教員の協働によるＦＤ推進、
「法政大学教育研究」の発行、学生による授業モニター制度に関する検討等により、ＦＤ活動の
共有化、業績化、広報化を図り、教育および学びの質の向上に向けたＦＤ推進を実施する。

２．活動計画（時系列順）
大学間連携
⑴ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
　JPFF：Japan Private Universities ＦＤ Coalition Forum
　・日時　2016年６月５日（日）13：00 〜 17：00（予定）
　・場所　立命館大学大阪いばらきキャンパス
　＊12：00 〜 13：00  幹事校ミーティング（予定）

学内新任教員対象（必須）
⑵ 法政大学第5回新任教員ＦＤセミナー
　・日時　2016年７月９日（土）13：30 〜 16：00（予定）
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎４階 S407教室（予定）
　・話題提供　外部講師及び各キャンパス１名（予定）
　＊全学部共催

学内講師（予定）
　ＦＤ広報プロジェクト・リーダー
　経済学部　竹口　圭輔

学内話題提供学部
　2012年度　人間環境学部、社会学部、デザイン工学部
　2013年度　国際文化学部、経済学部、生命科学部、学務部教学企画課
　2014年度　法学部、現代福祉学部、理工学部、学務部教学企画課
　2015年度　経営学部、経済学部、理工学部
　2016年度　文学部、スポーツ健康学部、情報科学部（依頼済み）

学内教員・職員対象
⑶ 法政大学第15回ＦＤワークショップ
　・日時　2016年９月２日（金）13：30 〜 16：30（予定）
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー 26階 スカイホール（予定）
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　＊学務部、人事部共催
　　内容については、学務部内にて検討予定

学内教員対象
⑷ 法政大学第16回ＦＤワークショップ
　「カリキュラムの可視化マップ」について（仮題）
　大阪大学　教育学習支援センター　佐藤　浩章氏（予定）
　・日時　2016年10月20日（木） 13：00 〜 15：30（予定）
　・場所　法政大学九段校舎 第二会議室（予定）
　＊対象：学部長等（各学部２名以上参加）

学内外教職員・一般・学生対象
⑸ 法政大学第13回ＦＤシンポジウム
　「HOSEI2030」に向けたグローバル化とオンライン教育について考える（仮題）
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎 S407教室
　・基調講演１名、話題提供３名（オンデマンド授業の活用、通信教育におけるメディア
　　スクーリング学習、OCWによる市民教育の活性化等予定）

大学間連携
⑹ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
　・日時　2016年12月12日（月）15：00 〜 17：00（予定）
　・場所　立命館大学衣笠キャンパス及び東京キャンパス
　＊14：00 〜 15：00  幹事校ミーティング（予定）

学生ＦＤ関連
⑺ 法政大学第９回ＦＤ学生の声コンクール授賞式及び座談会
　・日時　2016年12月24日（土）10：00 〜 16：00（予定）
　・場所　市ケ谷キャンパス　ボアソナード・タワー 26階 A会議室（予定）

学内教員・職員・学生対象
⑻ 法政大学第10回ＦＤミーティング「私立大学に求められる合理的配慮とは？」
　・日時　2017年１月18日（水）17：00 〜 18：20
　・場所　ボアソナード・タワー 19階 D会議室
　・話題提供者１名（予定） 
　・共催　学生相談室

学生ＦＤ関連
⑼ 学生ピア・ワークショップ「教員・職員との協働による学生ＦＤスタッフの役割と今後のあり方」について
　・日時　2017年3月18日（土）13：30 〜 16：30
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス 外濠校舎 S406教室
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　・共催　学習支援センター

⑽ 「法政大学教育研究」（紀要）第８号の発行
　・投稿期限　2016年10月６日（木）
　・発行予定　2017年３月31日（金）

⑾ 学生による授業モニター制度の検討・実施
　教員の自主的な授業方法の見直しに学生の視点を取り入れることにより、授業改善のための気
づきを得ることを目的とし、学生による授業モニター制度を導入し、授業参観による教育の質向
上をはかる。2016年度よりトライアル実施し、その結果を踏まえたうえで、次年度以降の実施に
ついての募集授業コマ数、研修及び実施法についての対応を行う。

Ⅱ　2016年度活動実績（報告）

大学間連携
⑴ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
　JPFF：Japan Private Universities ＦＤ Coalition Forum
　・日時　2016年6月5日（日）13：00 〜 17：00
　・場所　立命館大学大阪いばらきキャンパス
　＊12：00 〜 13：00 幹事校ミーティング

◆話題提供
　・芝浦工業大学のグローバル化の取り組み
　　芝浦工業大学　教育イノベーション推進センター特任教授　橘　雅彦氏

　・龍谷大学におけるグローバル化に向けた取り組み
　　龍谷大学　グローバル教育推進センター事務部長　荒木　利雄氏

　・創価大学のグローバル戦略とその実践
　　創価大学　国際部長　国際教養学部教授　小山内　優氏

　・京都産業大学のグローバル化についての取組―ＧＧＪプログラムを中心に―
　　京都産業大学　教育支援研究開発センター長　外国語学部教授　大和　隆介氏

　参加大学数25校、参加人数47名

学内新任教員対象（必須）
⑵ 法政大学第５回新任教員ＦＤセミナー
　・日時　2016年７月９日（土）14：00 〜 16：00
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎４階 S407教室
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　＊全学部共催

◆話題提供
　・ＦＤ推進センターの取り組み
　　ＦＤ広報プロジェクト・リーダー　経済学部　竹口　圭輔　教授

　・文学部生を対象とした授業の課題と工夫
　　文学部　川﨑　貴子　教授

　・保健体育科教員養成―教育実習経験者・未経験者における相互参加型演習の試みー
　　スポーツ健康学部　林　園子　助教

　・Webテストを活用した基礎学力の向上
　　情報科学部　廣津　登志夫　教授

　参加者数合計：27名
　（内訳　新任教員18名、学内教員２名、関係者７名）
　　
　学内話題提供学部（2016年現在：実績）
　　2012年度　人間環境学部、社会学部、デザイン工学部
　　2013年度　国際文化学部、経済学部、生命科学部、学務部教学企画課
　　2014年度　法学部、現代福祉学部、理工学部、学務部教学企画課
　　2015年度　経営学部、経済学部、理工学部
　　2016年度　文学部、スポーツ健康学部、情報科学部

学内教員・職員対象
⑶ 法政大学第15回ＦＤワークショップ（2016年度計画では第16回ワークショップとして計画）
　カリキュラム・マップ作成ワークショップ
　・日時　2016年７月16日（土） 13：30 〜 17：30
　・場所　法政大学 市ケ谷キャンパス　外濠校舎６階 薩埵ホール

◆話題提供＆ワークショップ
　大阪大学全学教育推進機構准教授　佐藤　浩章氏
　参加者数合計：79名
　（内訳　学内理事１名、学内教員67名、学内職員２名、関係者９名）

学内教員・職員対象
⑷ 法政大学第16回ＦＤワークショップ（2016年度計画では第15回ワークショップとして計画）
　教学マネジメントを担う大学職員の可能性
　―大学職員の持つべき資質、技能、能力とは何か―
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　・日時　2016年９月２日（金）13：00 〜 17：00
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス 外濠校舎４階 S407教室
　＊学務部、人事部共催

【第一部】
◇基調講演
　・教学マネジメントの課題・アウトカム・基盤
　　筑波大学大学研究センター准教授　加藤　毅氏

【第二部】
◇学務部職員研修会
　・大学職員によるバーチャル教学改革提案  ―こうしたら法政大学は発展する―

参加者数合計：91名
（内訳　学内理事及び学部長９名、学内教員１名、学内職員72名、関係者９名）

学生ＦＤ関連
⑸ 法政大学第17回ＦＤワークショップ
　学生、職員、教員の協働による「大学教育」への取組み
　・日時　2016年10月29日（土） 14：00〜 17：05
　・場所　法政大学 市ケ谷キャンパス　ボアソナアード・タワー 3階 ピア・ラーニング・スペース

◆話題提供＆グループワーク
　芝浦工業大学教育イノベーション推進センター　工学部　教授　榊原　暢久氏
　組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性 〜ＳＣＯＴについて知ろう！

参加者数合計：35名
（内訳　学内職員２名、学内学生４名、学外教員３名、学外職員３名、学外学生17名、関係者６名）

学生ＦＤ関連
⑹ 法政大学第９回ＦＤ学生の声コンクール授賞式及び座談会
　・日時　2016年12月24日（土）10：00 〜 16：00
　・場所　市ケ谷キャンパス　ボアソナード・タワー 26階 A会議室

参加者数合計：66名
（内訳　学内教員26名、学内職員２名、学内学生30名、関係者８名）

大学間連携
⑺ 全国私立大学ＦＤ連携フォーラム総会（JPFF総会）
　・日時　2017年１月18日（水）13：00 〜 16：30
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　・場所　同志社大学今出川キャンパス及び東京サテライトキャンパス
　＊13：00 〜 13：30 幹事校ミーティング

◇懇談会企画
　・テーマA 三つのポリシーの運用について
　・テーマB 高大接続について

参加大学数25校、参加人数55名

⑻ 法政大学第13回ＦＤシンポジウム
　グローバル化とオンライン教育について考える
　・日時　2017年３月18日（土） 13：30 〜 16：15
　・場所　法政大学市ヶ谷キャンパス　外濠校舎５階 S505教室

◇基調講演　法政大学総長　田中　優子
　法政大学におけるグローバル化とオンライン教育について ―HOSEI2030の観点から―

◆話題提供
　・アジアを中心としたオンライン教育のグローバル化
　　一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会（JMOOC）常務理事　事務局長
　　明治大学学長特任補佐　福原　美三氏

　・高等教育の国際動向と我が国の政策について
　　文部科学省　高等教育局　大学振興課　大学改革推進室
　　改革支援第二係長　河本　達毅氏

　・法政大学理工系教育におけるグローバル化の現状と展望
　　法政大学　副学長　理工学部教授　八名　和夫

参加者数合計：54名
（内訳　学内教員３名、学内職員10名、学内学生２名、学外教員６名、学外職員３名、一般（学生
を含む）16名、関係者14名）

⑼ 「法政大学教育研究」（紀要）第８号の発行
　・投稿期限　2016年10月６日（木）
　・発行予定　2017年５月31日（水）

⑽ 学生による授業モニター制度の検討・実施
　教員の自主的な授業方法の見直しに学生の視点を取り入れることにより、授業改善のための気
づきを得ることを目的とし、学生による授業モニター制度を導入し、授業参観による教育の質向
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上をはかる。2016年度よりトライアルを実施した。なお、2017年度より、学生ＦＤ担当教員（特
任）が、継続して対応を行う予定である。

トライアル実施科目　2016年度　春学期：4科目　秋学期：６科目

Ⅲ　その他

１．ＦＤ推進プロジェクト・メンバー
　国際文化学部　宇治谷　義英、人間環境学部　岡松　暁子、
キャリアデザイン学部　酒井　理、現代福祉学部　水野　雅男、理工学部　平原　誠
総務部総務課　伊藤　学、キャリアセンター市ヶ谷事務課研修担当　平野　優貴

２．プロジェクト会議
　今年度のプロジェクト・メンバー会議は、計10回（4/18、 5/25、 6/17、 7/19、 9/9、 10/6、 11/7、 
1/10、 2/21、 3/13）開催した。

以上

参考：2016年度開催イベントチラシ一覧

＊本学の専任・兼任教員は全て参加可能です。

 

法政大学

全学部 共催 学内教員限定

新任教員対象

 

【 コード】

日時： 年 月 日（土） ～
会場：市ケ谷キャンパス 外濠校舎４階 教室

第 回ＦＤワークショップのご案内

－カリキュラム・マップ作成ワークショップ－
 

大学設置基準の改正により、 つのポリシーの策定と公開が義務化されます。これに向けて本

学においても、全学的に見直し作業を開始することについて、先の学部長会議で案内いたしまし

た。この度、 つのポリシー見直し、とりわけカリキュラム・ポリシー見直しとセットになるカ

リキュラム・マップ作成のワークショップを企画しました。学部・研究科の先生方におかれては

是非ご出席いただきますようお願いいたします。

日 時： 年 月 日 土 時 分～ 時 分

場 所：市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー 階スカイホール

外濠校舎 階 薩埵ホール

講 師：大阪大学全学教育推進機構准教授 佐藤浩章氏

対象者：学部執行部・カリキュラム主任等を含む教員 名以上

独立研究科である、政策創造研究科、イノベーション・マネジメント

研究科イノベーション・マネジメント専攻、法務研究科執行部の先生

方は是非ご参加ください。また、上記以外の研究科の先生方もご参加

いただけます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 考：各学部の作業を行う学科 あるいはコース ・専攻を事前に講師に伝え

る必要があります。 月 日 水 までに教育支援課宛に、ワークショ

ップ当日に作業予定の学科 コース ・専攻をご連絡頂きますようお願

いします。

また、会場準備の関係上、出席予定者のお名前を 月 日（火）まで

にお知らせ願います（学部・研究科等所属単位でお申込みください）。

※学部事務主任あるいは事務担当者も希望する場合は参加可能です。

≪連絡先≫

教育開発支援機構ＦＤ推進センター事務局（学務部教育支援課 担当）

主催：教育開発支援機構ＦＤ推進センター／学務部

＜当日のスケジュール＞

第 部 約 時間

「 つのポリシーの考え方と記述方法」

第 部 時間

「カリキュラム・マップ作成の為のワークショップ」

実際にカリキュラム・マップを作成する作業を行います。事前に作業する学科（あ

るいはコース）・専攻を決めて、ご参加ください（事前準備は基本的に必要ありません）。

関連資料は準備いたします（履修の手引き等）。

会場変更しました
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日時 ： 年 月 日（金） ： ～ ：

会場 ： 法政大学 市ケ谷キャンパス 外濠校舎 ４階 教室

学務部・人事部共催≪学内教職員向け≫

法政大学 第 ６回ＦＤワークショップ

教学マネジメントを担う大学職員の可能性
－大学職員の持つべき資質、技能、能力は何か－

＜問合せ先＞法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター 〒 東京都千代田区富士見

【 】 【 】 【 】

学務部所属の職員以外で申込を希望する方は、以下の にアクセスし、指定の申込フォームにてお申込みください。

なお、職員の方につきましては、お申込み前に必ず所属長の許可を得てから、お申込みください。

申込締切 ： 年 月 日（水）
※ 定員になり次第締め切ります。 個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の目的で使用いたしません。

製品やサービスに関する簡潔でわかりやす

い説明をここに記入します。 

タイトル テキ

【第 部】基調講演（学内教職員対象）
◆開会挨拶（ ～ ）

教育支援本部担当常務理事 佐藤 良一

◆基調講演・質疑応答（ ： ～ ： ）

教学マネジメントの課題・アウトカム・基盤

筑波大学大学研究センター准教授 加藤 毅氏

教育改革を進展させるための手段として大学に求められている多様な取組みについて、

背景をふまえた上で改めて確認すると共に、着実な成果達成に向けてその基盤となる

人材と組織のあり方について展望する。

―休憩（ ： ～ ： ）―

 

【第 部】学務部職員研修会（学内職員対象）

司会：学務部学部事務課長 細沢 潤介

◆全員参加によるグループワーク（ ： ～１ ： ）

「大学職員によるバーチャル教学改革提案 こうしたら法政大学は発展する 」

◆発表・講評（ ： ～ ： ）

※ ～ ボアソナードタワー 階ラウンジにて情報交換会を開催します。

 

申込方法
 

中教審の「学士課程教育の構築に向けて」の答申では、３ポリシーに基づく教育力向上に対する組織的な取り組みや教職員の能力開発、なら

びに教職協働関係の構築などを総合的にとらえた「教学マネジメント」の仕組みづくりを謳っています。また、大学全体で「教学マネジメント」

を推進するためには、全学一体の取組みや共通教育の改革が不可欠であり、そのためには学長のリーダーシップと、それを補佐するスタッフ機

能を持つ教育改革推進システムの整備が重要としています。つまり、教学マネジメントを推進するには、教員の取り組みはもちろん、教学改革

への職員の参画が非常に重要になっていきます。それでは、職員に期待される役割とは具体的に何なのか、またそのために必要な資質やスキル

とは何か。今回のＦＤワークショップでは、教学マネジメントを担うべき大学職員が備えなければならない資質、技能、能力について考え、後

半は実際に教学改革提案を考えてみます。

 

 

申込締切

2017年 3月6日（月）

    法政大学法政大学  第第1313回回ＦＤシンポジウムＦＤシンポジウム

申込方法 

 

日
時 

グローバル化とグローバル化とグローバル化と

オンライン教育について考えるオンライン教育について考えるオンライン教育について考える

 
会
場 

 

  

  ープログラムー 

 

 ◇ 開会の挨拶（13:30～13:35） 教育開発支援機構長 中釜 浩一 
 

 ◇ 基調講演（13:35～14:05) 
  

   「法政大学におけるグローバル化と「法政大学におけるグローバル化と  

        オンライン教育についてーオンライン教育についてーHOSEI2030 HOSEI2030 の観点からー」の観点からー」  

                                                        

          法政大学総長    田中 優子             

               

 ◇ 話題提供１（14:05～14:35） 
 

    「アジアを中心としたオンライン教育のグローバル化」 

 

      一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会（ＪＭＯＯＣ） 

      常務理事・事務局長 明治大学学長特任補佐      福原 美三 氏 

                     

 ◇ 話題提供２（14:35～15:05） 

 

 「高等教育の国際動向と我が国の政策について」  
 文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室  

      改革支援第二係長     河本 達毅 氏 
  

 

 

 ◇ 話題提供３（15:05～15:35） 

 

    「法政大学理工系教育におけるグローバル化の現状と展望」 

 

     法政大学副学長 理工学部教授     八名 和夫  
 
 

 ———— 休憩（15:35～15:45）———— 

 

 ◇ 質疑応答（15:45～16:10） 

 
 

   ◇ 閉会挨拶 （16:10～16:15）  FD推進センター長 小林 一行 

情報交換会 （16:30～17:30）  

 

     富士見坂校舎B1F食堂にて、1時間ほど情報交換会を行います。 (会費1,000円) 

     お誘いあわせのうえ、ぜひご参加下さい。 

<問い合わせ先> 法政大学 教育開発支援機構ＦＤ推進センター  
 【TEL】03-3264-4268 【E-mail】fd-jimu@hosei.ac.jp 【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 

以下のＵＲＬ、またはＱＲコードにアクセスし、

指定の申込フォームにてお申し込み下さい。 

先着順で定員（100名）になり次第受付終了とな

ります。なお、個人情報は厳重に管理し、イベン

ト開催通知以外の目的で使用いたしません。 

【ＰＣ】https://www.event-u.jp/fm/10662 

【携帯】https://www.event-u.jp/fm/m10662 

本シンポジウムは、学内外でのグローバル化とオンライン教育についての話題提供を通して、今後の「持続可能

社会」に向けた教育の新たな方向性についての意見交換の場として、活用していただきたく企画しました。多く

の方々のご参加をお待ちしております。 

《学内外教職員・学生向け》 

      第１７回第１７回第１７回ＦＤワークショップＦＤワークショップＦＤワークショップ
学生、職員、教員の協働による「大学教育」への取組み

法政大学法政大学法政大学 

■■■会場会場      

    法政大学法政大学  市ヶ谷キャンパス市ヶ谷キャンパス  

      ボアソナード・タワー３Ｆボアソナード・タワー３Ｆ    

      ピア・ラーニング・スペースピア・ラーニング・スペース  

【ＰＣ】 https://www.event-u.jp/fm/10666 
  
【携帯】 https://www.eve.t-u.jp/fm/m10666 
  

申込締切 

2016年10月21日（金） 

■■■日時日時
２０１６年１０月２９日（土）２０１６年１０月２９日（土） 

１４：００～１７：０５１４：００～１７：０５  

申込方法 

＜問い合わせ先＞ 法政大学 教育開発支援機構FD推進センター 
 

 〒102-8160 東京都千代田区富士見２－１７－１  
 

【TEL】03-3264-9040 【E-mail】fd-jimu@hosei.ac.jp  【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 

以下のＵＲＬにアクセスし、指定の 

申込みフォームにてお申込み下さい。 

※ 定員（50名）になり次第締め切ります。
※ 個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の目的
   で使用いたしません。

   

    

学生ＦＤ活動が多くの大学で取り組まれるようになり、学生ＦＤサミットや関東圏の学生フォーラム等も開催され学生ＦＤ活動が多くの大学で取り組まれるようになり、学生ＦＤサミットや関東圏の学生フォーラム等も開催され

ています。これらの活動において、「学生発案型授業」、「ベストティーチャー賞」及び「新入生ガイダンス」をています。これらの活動において、「学生発案型授業」、「ベストティーチャー賞」及び「新入生ガイダンス」を

含む成果も得られつつありますが、さらなる活性化及び新しい方向性の検討による「学生ＦＤ」の質向上が重要と含む成果も得られつつありますが、さらなる活性化及び新しい方向性の検討による「学生ＦＤ」の質向上が重要と

考えます。本ワークショップでは、講師による話題提供及び学生・職員・教員の合同のグループワークにより、こ考えます。本ワークショップでは、講師による話題提供及び学生・職員・教員の合同のグループワークにより、こ

れからの「学生ＦＤ」の在り方とスキルアップ（ファシリテーション及びコミュニケーション能力等）を目指しまれからの「学生ＦＤ」の在り方とスキルアップ（ファシリテーション及びコミュニケーション能力等）を目指しま

す。皆様のご参加をお待ちしております。す。皆様のご参加をお待ちしております。  

  

 

 ◆◆◆開会挨拶(開会挨拶(開会挨拶(141414：：：000000～～～141414：：：05)05)05)   

   
   ◆話題提供＆グループワーク（◆話題提供＆グループワーク（◆話題提供＆グループワーク（141414：：：050505～～～161616：：：050505）））   

      芝浦工業大学芝浦工業大学芝浦工業大学   教育イノベーション推進センター教育イノベーション推進センター教育イノベーション推進センター   

      工学部工学部工学部   教授教授教授   榊原榊原榊原   暢久氏暢久氏暢久氏   

   

   組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性   

      ～ＳＣＯＴについて知ろう！ ～ＳＣＯＴについて知ろう！ ～ＳＣＯＴについて知ろう！    
   

   ◆発表（◆発表（◆発表（161616：：：202020～～～171717：：：000000）））      

   

   ◆閉会挨拶（◆閉会挨拶（◆閉会挨拶（171717：：：000000～～～171717：：：050505）））      

   
※ワークショップ終了後（１７：１５～）ボアソナード・タワー２５階Ｂ会議室にて ※ワークショップ終了後（１７：１５～）ボアソナード・タワー２５階Ｂ会議室にて ※ワークショップ終了後（１７：１５～）ボアソナード・タワー２５階Ｂ会議室にて    

      １時間ほど情報交換会を行います。１時間ほど情報交換会を行います。１時間ほど情報交換会を行います。   

   ＜情報交換会にご出席される方は、会費＜情報交換会にご出席される方は、会費＜情報交換会にご出席される方は、会費1,0001,0001,000円（学生は無料）となります。＞円（学生は無料）となります。＞円（学生は無料）となります。＞      

プログラムプログラム  

※受付開始※受付開始  １３：３０～１３：３０～  

ボアソナード・タワー ３Ｆ

ピア・ラーニング・スペース
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〈ＦＤ広報プロジェクト〉

Ⅰ　2016年度活動目的と活動計画（2015年5月16日のアドバイザリー・ボード会議で報告された内容）

１．活動目的
　・ ＦＤ活動とその意義について、学内での認知度を高める。
　・ 学生に対して、学習支援関連の情報を提供するとともに、コンクールを通じてＦＤに対する

関心を喚起する。
　・教員に対して、授業改善に役立つ情報や資料を提供する。

２．活動計画
　・ＦＤ学生の声コンクールの実施
　・学習支援ハンドブックの編集、活用事例の収集、告知等
　・ＦＤ広報活動の充実化

３．プロジェクト・メンバー
　細井保（法学部）、小原丈明（文学部）、坂上学（経営学部）、川口悠子（理工学部）、小屋多恵子

（理工学部）、細川由佳（教育支援課）、竹口圭輔（経済学部）

４．プロジェクト・メンバー会議
　プロジェクト・ミーティングは全９回（4/28、5/27、6/23、7/28、10/6、11/10、12/8、1/19、
1/30）実施し、本年度もほぼ計画通りに活動を行うことができた。

Ⅱ　2016年度活動実績（報告）

１．ＦＤ学生の声コンクール・ＦＤ川柳
　⑴�テーマ・キーワード：「教室」and/or「出会い」
　⑵�ＦＤ川柳の新設
　　  応募作品数の減少や、韻文作品から受賞作が出なくなってきている傾向を踏まえ、「ＦＤ川柳」

を新設した。また、「ＦＤ川柳」へは教職員による応募も認めた。
　⑶�応募結果
　　 応募総数は声コン30件、川柳136件の計166件（昨年度は53件）
　⑷�審査結果
　　  最優秀賞２作（文学部、理工学研究科）、優秀賞２作（文学部、国際文化学部）、佳作３作（

文学部、国際文化学部、現代福祉学部）、えこぴょん賞10作９名、ＦＤ川柳大賞３句（法学部
、文学部、人間環境学部）、ＦＤ川柳入選17句14名

　⑸�えこぴょん賞の新設
　　  予算の範囲内で優秀な作品を少しでも多く表彰するために新設。本学のマスコットキャラクター

である「えこぴょん」のグッズを授与。
　⑹�授賞式・座談会
　　  12月24日（土）に実施した。受賞作品と座談会の様子は新聞形式で３月末に発行。



116

法政大学教育研究第八号

　⑺�次回テーマ
　　  2017年度（第９回）声コンのテーマ・キーワードは、「時間」and/or「可能性」。今年度と同

様に、３月末に発行する声コン新聞に掲載し、学生向けに早めに周知する。
　⑻�声コン新聞
　　  業者変更に伴ってレイアウトの見直しを行い、タブロイド判８ページ・16,000部から４ペー

ジ・15,000部に変更し、コスト削減に努めた。

２．学習支援ハンドブック2017
　⑴�基本形式・発行部数
　　  業者変更に伴い、2017年度版ではデザインが大幅に変更される。発行部数は2016年度版と同

じ11,000部。ただし、内容の見直しを進めることでページ数を減らし、コスト削減に努めた。
　⑵�主要改訂箇所
　　 ・「校正記号」に関する項目の追加
　　 ・「ソフトウエア・ステーション」の紹介
　　 ・「オンライン・データベース」の項目追加とアップデート
　⑶�今後の進行
　　 2017年４月１日刊行予定

３．ＦＤ広報活動
　⑴�ＦＤ推進センターNewsletter

第16号（６月１日）
学生による授業モニター制度の案内、2015年度授業相互参観の実施
報告書の内容紹介、2016年度ＦＤ推進センター主催イベントの紹介

第17号（７月28日）
新任教員ＦＤセミナーの紹介、2016年度春学期授業改善アンケート
の告知、アカデミック・サポートの案内、ＦＤ川柳の告知

第18号（11月４日）
ＦＤワークショップの開催報告、海外ＦＤ研修参加者へのインタ
ビュー①、ＦＤ学生の声コンクール・ＦＤ川柳の応募作品数速報

第19号（12月12日）
ＦＤ学生の声コンクール・ＦＤ川柳の受賞作品発表、海外ＦＤ研修
参加者へのインタビュー②

第20号（12月26日） ＦＤ学生の声コンクール・ＦＤ川柳の授賞式・座談会の報告

第21号（３月23日）
2017年度ＦＤ推進センターの取り組み紹介
教員ハンドブック、学習支援ハンドブック（学生むけ）、授業改善
アンケート、その他刊行物

⑵�ＦＤ推進センターのHP改善
　 PDF版の「学習支援ハンドブック」へのアクセスの簡易化
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Ⅲ　次年度に向けた検討課題
　・「ＦＤ川柳」の定着、声コン・川柳における重複受賞の扱い
　・「学習支援ハンドブック」の活用
　・他プロジェクトとのさらなる連携（授業改善アンケートの変更等）

以上
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法政大学 第15回ＦＤワークショップ 2016年7月16日

「─カリキュラム・マップ作成ワークショップ─」

第 回ＦＤワークショップのご案内

－カリキュラム・マップ作成ワークショップ－
 

大学設置基準の改正により、 つのポリシーの策定と公開が義務化されます。これに向けて本

学においても、全学的に見直し作業を開始することについて、先の学部長会議で案内いたしまし

た。この度、 つのポリシー見直し、とりわけカリキュラム・ポリシー見直しとセットになるカ

リキュラム・マップ作成のワークショップを企画しました。学部・研究科の先生方におかれては

是非ご出席いただきますようお願いいたします。

日 時： 年 月 日 土 時 分～ 時 分

場 所：市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー 階スカイホール

外濠校舎 階 薩埵ホール

講 師：大阪大学全学教育推進機構准教授 佐藤浩章氏

対象者：学部執行部・カリキュラム主任等を含む教員 名以上

独立研究科である、政策創造研究科、イノベーション・マネジメント

研究科イノベーション・マネジメント専攻、法務研究科執行部の先生

方は是非ご参加ください。また、上記以外の研究科の先生方もご参加

いただけます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 考：各学部の作業を行う学科 あるいはコース ・専攻を事前に講師に伝え

る必要があります。 月 日 水 までに教育支援課宛に、ワークショ

ップ当日に作業予定の学科 コース ・専攻をご連絡頂きますようお願

いします。

また、会場準備の関係上、出席予定者のお名前を 月 日（火）まで

にお知らせ願います（学部・研究科等所属単位でお申込みください）。

※学部事務主任あるいは事務担当者も希望する場合は参加可能です。

≪連絡先≫

教育開発支援機構ＦＤ推進センター事務局（学務部教育支援課 担当）

主催：教育開発支援機構ＦＤ推進センター／学務部

＜当日のスケジュール＞

第 部 約 時間

「 つのポリシーの考え方と記述方法」

第 部 時間

「カリキュラム・マップ作成の為のワークショップ」

実際にカリキュラム・マップを作成する作業を行います。事前に作業する学科（あ

るいはコース）・専攻を決めて、ご参加ください（事前準備は基本的に必要ありません）。

関連資料は準備いたします（履修の手引き等）。

会場変更しました

法政大学 第５回新任教員ＦＤセミナー 2016年7月9日

「私の授業の工夫」

＊本学の専任・兼任教員は全て参加可能です。

 

法政大学

全学部 共催 学内教員限定

新任教員対象

 

【 コード】

日時： 年 月 日（土） ～
会場：市ケ谷キャンパス 外濠校舎４階 教室
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法政大学 第16回ＦＤワークショップ 2016年9月2日

法政大学 第17回ＦＤワークショップ 2016年10月29日

「数学マネジメントを担う大学職員の可能性」

「学生、職員、教員の協働による『大学教育』への取組み」

 
 
 
 

 

  

日時 ： 年 月 日（金） ： ～ ：

会場 ： 法政大学 市ケ谷キャンパス 外濠校舎 ４階 教室

学務部・人事部共催≪学内教職員向け≫

法政大学 第 ６回ＦＤワークショップ

教学マネジメントを担う大学職員の可能性
－大学職員の持つべき資質、技能、能力は何か－

＜問合せ先＞法政大学 教育開発支援機構 ＦＤ推進センター 〒 東京都千代田区富士見

【 】 【 】 【 】

学務部所属の職員以外で申込を希望する方は、以下の にアクセスし、指定の申込フォームにてお申込みください。

なお、職員の方につきましては、お申込み前に必ず所属長の許可を得てから、お申込みください。

申込締切 ： 年 月 日（水）
※ 定員になり次第締め切ります。 個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の目的で使用いたしません。

製品やサービスに関する簡潔でわかりやす

い説明をここに記入します。 

タイトル テキ

【第 部】基調講演（学内教職員対象）
◆開会挨拶（ ～ ）

教育支援本部担当常務理事 佐藤 良一

◆基調講演・質疑応答（ ： ～ ： ）

教学マネジメントの課題・アウトカム・基盤

筑波大学大学研究センター准教授 加藤 毅氏

教育改革を進展させるための手段として大学に求められている多様な取組みについて、

背景をふまえた上で改めて確認すると共に、着実な成果達成に向けてその基盤となる

人材と組織のあり方について展望する。

―休憩（ ： ～ ： ）―

 

【第 部】学務部職員研修会（学内職員対象）

司会：学務部学部事務課長 細沢 潤介

◆全員参加によるグループワーク（ ： ～１ ： ）

「大学職員によるバーチャル教学改革提案 こうしたら法政大学は発展する 」

◆発表・講評（ ： ～ ： ）

※ ～ ボアソナードタワー 階ラウンジにて情報交換会を開催します。

 

申込方法
 

中教審の「学士課程教育の構築に向けて」の答申では、３ポリシーに基づく教育力向上に対する組織的な取り組みや教職員の能力開発、なら

びに教職協働関係の構築などを総合的にとらえた「教学マネジメント」の仕組みづくりを謳っています。また、大学全体で「教学マネジメント」

を推進するためには、全学一体の取組みや共通教育の改革が不可欠であり、そのためには学長のリーダーシップと、それを補佐するスタッフ機

能を持つ教育改革推進システムの整備が重要としています。つまり、教学マネジメントを推進するには、教員の取り組みはもちろん、教学改革

への職員の参画が非常に重要になっていきます。それでは、職員に期待される役割とは具体的に何なのか、またそのために必要な資質やスキル

とは何か。今回のＦＤワークショップでは、教学マネジメントを担うべき大学職員が備えなければならない資質、技能、能力について考え、後

半は実際に教学改革提案を考えてみます。

 

 

《学内外教職員・学生向け》 

      第１７回第１７回第１７回ＦＤワークショップＦＤワークショップＦＤワークショップ
学生、職員、教員の協働による「大学教育」への取組み

法政大学法政大学法政大学 

■■■会場会場      

    法政大学法政大学  市ヶ谷キャンパス市ヶ谷キャンパス  

      ボアソナード・タワー３Ｆボアソナード・タワー３Ｆ    

      ピア・ラーニング・スペースピア・ラーニング・スペース  

【ＰＣ】 https://www.event-u.jp/fm/10666 
  
【携帯】 https://www.eve.t-u.jp/fm/m10666 
  

申込締切 

2016年10月21日（金） 

■■■日時日時
２０１６年１０月２９日（土）２０１６年１０月２９日（土） 

１４：００～１７：０５１４：００～１７：０５  

申込方法 

＜問い合わせ先＞ 法政大学 教育開発支援機構FD推進センター 
 

 〒102-8160 東京都千代田区富士見２－１７－１  
 

【TEL】03-3264-9040 【E-mail】fd-jimu@hosei.ac.jp  【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 

以下のＵＲＬにアクセスし、指定の 

申込みフォームにてお申込み下さい。 

※ 定員（50名）になり次第締め切ります。
※ 個人情報は厳重に管理し、イベント開催通知以外の目的
   で使用いたしません。

   

    

学生ＦＤ活動が多くの大学で取り組まれるようになり、学生ＦＤサミットや関東圏の学生フォーラム等も開催され学生ＦＤ活動が多くの大学で取り組まれるようになり、学生ＦＤサミットや関東圏の学生フォーラム等も開催され

ています。これらの活動において、「学生発案型授業」、「ベストティーチャー賞」及び「新入生ガイダンス」をています。これらの活動において、「学生発案型授業」、「ベストティーチャー賞」及び「新入生ガイダンス」を

含む成果も得られつつありますが、さらなる活性化及び新しい方向性の検討による「学生ＦＤ」の質向上が重要と含む成果も得られつつありますが、さらなる活性化及び新しい方向性の検討による「学生ＦＤ」の質向上が重要と

考えます。本ワークショップでは、講師による話題提供及び学生・職員・教員の合同のグループワークにより、こ考えます。本ワークショップでは、講師による話題提供及び学生・職員・教員の合同のグループワークにより、こ

れからの「学生ＦＤ」の在り方とスキルアップ（ファシリテーション及びコミュニケーション能力等）を目指しまれからの「学生ＦＤ」の在り方とスキルアップ（ファシリテーション及びコミュニケーション能力等）を目指しま

す。皆様のご参加をお待ちしております。す。皆様のご参加をお待ちしております。  

  

 

 ◆◆◆開会挨拶(開会挨拶(開会挨拶(141414：：：000000～～～141414：：：05)05)05)   

   
   ◆話題提供＆グループワーク（◆話題提供＆グループワーク（◆話題提供＆グループワーク（141414：：：050505～～～161616：：：050505）））   

      芝浦工業大学芝浦工業大学芝浦工業大学   教育イノベーション推進センター教育イノベーション推進センター教育イノベーション推進センター   

      工学部工学部工学部   教授教授教授   榊原榊原榊原   暢久氏暢久氏暢久氏   

   

   組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性組織的ＦＤプログラムにおける学生関与の可能性   

      ～ＳＣＯＴについて知ろう！ ～ＳＣＯＴについて知ろう！ ～ＳＣＯＴについて知ろう！    
   

   ◆発表（◆発表（◆発表（161616：：：202020～～～171717：：：000000）））      

   

   ◆閉会挨拶（◆閉会挨拶（◆閉会挨拶（171717：：：000000～～～171717：：：050505）））      

   
※ワークショップ終了後（１７：１５～）ボアソナード・タワー２５階Ｂ会議室にて ※ワークショップ終了後（１７：１５～）ボアソナード・タワー２５階Ｂ会議室にて ※ワークショップ終了後（１７：１５～）ボアソナード・タワー２５階Ｂ会議室にて    

      １時間ほど情報交換会を行います。１時間ほど情報交換会を行います。１時間ほど情報交換会を行います。   

   ＜情報交換会にご出席される方は、会費＜情報交換会にご出席される方は、会費＜情報交換会にご出席される方は、会費1,0001,0001,000円（学生は無料）となります。＞円（学生は無料）となります。＞円（学生は無料）となります。＞      

プログラムプログラム  

※受付開始※受付開始  １３：３０～１３：３０～  

ボアソナード・タワー ３Ｆ

ピア・ラーニング・スペース
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法政大学 第13回ＦＤシンポジウム 2017年3月18日

「グローバル化とオンライン教育について考える」

申込締切

2017年 3月6日（月）

    法政大学法政大学  第第1313回回ＦＤシンポジウムＦＤシンポジウム

申込方法 

 

日
時 

グローバル化とグローバル化とグローバル化と

オンライン教育について考えるオンライン教育について考えるオンライン教育について考える

 

会
場 

 

  

  ープログラムー 

 

 ◇ 開会の挨拶（13:30～13:35） 教育開発支援機構長 中釜 浩一 
 

 ◇ 基調講演（13:35～14:05) 
  

   「法政大学におけるグローバル化と「法政大学におけるグローバル化と  

        オンライン教育についてーオンライン教育についてーHOSEI2030 HOSEI2030 の観点からー」の観点からー」  

                                                        

          法政大学総長    田中 優子             

               

 ◇ 話題提供１（14:05～14:35） 
 

    「アジアを中心としたオンライン教育のグローバル化」 

 

      一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会（ＪＭＯＯＣ） 

      常務理事・事務局長 明治大学学長特任補佐      福原 美三 氏 

                     

 ◇ 話題提供２（14:35～15:05） 

 

 「高等教育の国際動向と我が国の政策について」  
 文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室  

      改革支援第二係長     河本 達毅 氏 
  

 

 

 ◇ 話題提供３（15:05～15:35） 

 

    「法政大学理工系教育におけるグローバル化の現状と展望」 

 

     法政大学副学長 理工学部教授     八名 和夫  
 
 

 ———— 休憩（15:35～15:45）———— 

 

 ◇ 質疑応答（15:45～16:10） 

 
 

   ◇ 閉会挨拶 （16:10～16:15）  FD推進センター長 小林 一行 

情報交換会 （16:30～17:30）  

 

     富士見坂校舎B1F食堂にて、1時間ほど情報交換会を行います。 (会費1,000円) 

     お誘いあわせのうえ、ぜひご参加下さい。 

<問い合わせ先> 法政大学 教育開発支援機構ＦＤ推進センター  
 【TEL】03-3264-4268 【E-mail】fd-jimu@hosei.ac.jp 【URL】http://www.hoseikyoiku.jp/fd/ 

以下のＵＲＬ、またはＱＲコードにアクセスし、

指定の申込フォームにてお申し込み下さい。 

先着順で定員（100名）になり次第受付終了とな

ります。なお、個人情報は厳重に管理し、イベン

ト開催通知以外の目的で使用いたしません。 

【ＰＣ】https://www.event-u.jp/fm/10662 

【携帯】https://www.event-u.jp/fm/m10662 

本シンポジウムは、学内外でのグローバル化とオンライン教育についての話題提供を通して、今後の「持続可能

社会」に向けた教育の新たな方向性についての意見交換の場として、活用していただきたく企画しました。多く

の方々のご参加をお待ちしております。 
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法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センター
『法政大学教育研究』原稿 投稿規程

１　掲載誌名　『法政大学教育研究』

２　投稿資格（第一著者となれる者の資格）
　⑴　法政大学の学部、大学院・研究所、センター、付属校の専任教員ならびに兼任教員
　⑵　法政大学の専任職員ならびに非常勤職員
　⑶　法政大学の学部生、大学院生、通信教育部生
　　　※�第一著者は、投稿時に上記⑴～⑶のいずれかの所属とする。ただし、第一著者がそのいずれ

かの所属であれば、上記以外の所属者との共著を認める。
　　　※学部生が第一著者として投稿する場合は、本学専任教員の推薦を得る。

３　原稿の内容
　⑴　大学・大学院教育に関する論考またはそれに準ずるもの
　⑵　大学・大学院教育に関するシンポジウムや講演会等の記録および依頼原稿等
　⑶　法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センターおよび学内ＦＤ活動の記録
　　　※高大連携に関係する研究所・付属校独自の取組みの原稿も投稿可とする。
　　　※�原稿は未発表のものに限り、他誌への重複投稿は認めない。また、本誌に投稿した原稿の採

否が決定するまで、同内容の原稿は他誌に投稿できないものとする。

４　原稿の種類および枚数
　⑴　論文（研究成果の発表）���������������� 400字詰め原稿用紙換算で50枚以内
　⑵　研究ノート（試論的報告、資料の提供等）������������������ �同50枚以内
　⑶　書評論文（書評の形式をとった論考）�������������������� �同50枚以内
　⑷　実践記録（大学・付属校における授業実践の記録および分析）��������� �同50枚以内
　⑸　研究展望（研究分野または学界全体の動向の展望）�������������� �同50枚以内
　⑹　書評・紹介（新刊書・資料・研究活動等の紹介）��������������� �同10枚以内

５　投稿期限および発行
　�　投稿期限は、原則として毎年10月とする。本誌は原則として年一回、当該年度３月末日に発行す

る。
　�　詳細は、前年度３月までに教育開発支援機構ＦＤ推進センターのホームページに掲載する投稿要

領を参照する。

2008年５月17日／一部改正2010年１月26日／一部改正2010年10月28日／一部改正2011年１月19日／一部改正2015年１月27日
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６　原稿作成上の注意
　⑴　原稿の作成にあたっては、原則としてパソコンを使用し、横書き、１段組とする。Microsoft�
　　　Wordによって読取可能な文書ファイル形式とする。
　⑵　使用言語は原則として日本語とする。
　⑶　�「書評・紹介」以外の原稿には、英文タイトルおよび３～５のキーワード（和文）と約200字以

内の要旨（和文）をつける。
　⑷　�欧文原稿、特殊文字の含まれる原稿、写真、図版の掲載については、投稿前に紀要編集委員会

に相談する。

７　投稿の手続き
　⑴　原稿等は以下のとおり、投稿期限までに紀要編集委員会に提出する。
　　ａ　郵送：「投稿申請書」およびプリント・アウトした原稿（２部）
　　※「投稿申請書」はＦＤ推進センターのホームページより入手できる。
　　ｂ　学内メール便（重要便扱い）：「投稿申請書」およびプリント・アウトした原稿（２部）
　⑵　投稿された原稿等（図版、写真、ＣＤなどを含む）は原則として返却しない。
　⑶　�投稿原稿は、紀要編集委員会（外部査読依頼の可否含む）及び原則として２名の査読者（レ

フェリー）による査読の上、紀要編集委員会がその採否ならびに分類を決定する。
　⑷　�採用決定後は、郵送または学内メール便（重要便扱い）でプリント・アウトした最終原稿（２

部）及びword形式データをメールにて紀要編集委員会に提出する。
　⑸　�本誌の編集は、紀要編集委員会が行う。著者による校正は原則として初校のみとし、誤植以外

の変更は必要最低限とする。
　⑹　採用された原稿については，各原稿の第一著者に本誌10部を贈呈する。
　⑺　掲載料は無料とする。採用決定後、掲載者（第一著者）に別に定める執筆料を支払う。

８　著作権について
　�　掲載者は、採用原稿における著作権のうち、複製権、翻訳・翻案権、公衆送信・伝達権について、

法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センターに帰属し、法政大学図書館の機関リポジトリにて公開
することを了承する。

� 以上

担当【問合せおよび原稿提出先】
　　　　　　　　　　〒102-8160　東京都千代田区富士見2-17-1
　　　　　　　　　　法政大学教育開発支援機構ＦＤ推進センター　紀要編集委員会
　　　　　　　　　　（E-mail）�kyoiku@hosei.ac.jp
　　　　　　　　　　（ホームページ）�http://www.hoseikyoiku.jp/fd/
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